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要   約 

 

放射性物質の国際輸送安全には、国際原子力機関（IAEA）の輸送安全基準委員会

（TRANSSC）が行っている輸送安全に係る活動が大きく関与している。特に IAEA の放射

性物質安全輸送規則（TS-R-1）は、国際連合危険物輸送勧告（以下、国連勧告）に取り入

れられ、海上輸送では SOLAS 条約（海上における人命の安全のための国際条約）、航空輸

送では ICAO 条約（国際民間航空条約）によって国際的な強制力を有している。また、陸

海空の輸送モード間で規則を調和させる必要があり、陸上輸送においても TS-R-1 の自主的

な取入れを行っている。そのため、国内外へ向けた以下の対応が必要となっている。 
① 我が国では TS-R-1 を国内規則に取り入れて規制を行っているため、TS-R-1 の改定

に係る検討状況を常に把握すると共に、IAEA の場での TS-R-1 の改定に、我が国の意

向を反映させる。 
② IAEA では TRANSSC の活動の一環として、TS-R-1 を解説する助言文書と称する指

針を始めとする、輸送安全向上のための各種指針文書の策定を行っており、最新の状

況を常に把握し我が国の施策に反映する。 

③ TRANSSC では、国際原子力事象評価尺度（INES）の輸送への適用性の改善や輸送

安全を向上させるための情報発信等種々の活動を行っており、これらの動向について

も的確に把握して国内規制へ反映する。 

④ 輸送安全規制の高度化として、核燃料輸送物等の最新の状況を把握して規制に活用

するための仕組みを構築する。 
 

本報告書は、放射性物質の国際輸送に係る技術的動向調査と核燃料輸送物等の規制高度

化の検討に関する、平成１９年４月から平成２０年３月までの当機構の活動をまとめたも

のであり、その結論は以下のように要約される。 

① TS-R-1 の 2009 年版に係る改定の検討状況について調査を行い、国連勧告との整合

を図るべき具体的な内容を明らかにした。また次期規則改定サイクルへ向けて提案さ

れた TS-R-1 の課題について、採否の検討状況を調査し、採択された課題の集約状況と

課題解決への取り組み状況を明らかにした。 
② 平成１９年度に IAEA で開催された２回の TRANSSC の状況について調査を行い、

輸送安全に係る国際的な最新の取り組み状況等を把握した。 
③ 輸送安全の向上に繋がる事項の調査として、IAEA の TS-G-1.3「放射性物質の輸送

に関する放射線防護計画」の仮訳を作成し、内容の関係者への周知を図った。 
④ 放射性物質輸送のリスク評価への取り組みに係る構想の検討を行い、平成２０年度

の実施計画を策定した。 
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１． 序論 

１．１ 目的 

国際原子力機関（IAEA）による放射性物質安全輸送規則（TS-R-1）の改定作業への対応に必

要な情報を収集するとともに、改定された TS-R-1 を我が国の規制へ取り入れるための課題の抽

出及び対処方針について検討を行い、国内輸送規則改定の作業支援を行うことを目的とする。ま

た、輸送安全の更なる向上へ向け、規制の高度化について提言することを目的とする。 

 

１．２ 必要性 

放射性物質の輸送に係る国際的な安全規制は、IAEA が策定し出版した TS-R-1 を国際連合の

危険物輸送勧告（以下、国連勧告）に取り入れ、これに即して実施されている。我が国でもこれ

らの国際的な規則や勧告の改定に対応させて、我が国の関連法令を改正している。現在、IAEA

の輸送安全基準委員会（TRANSSC）では国際輸送規則を原則２年毎に見直し、最近の実績では

4 年毎に改定版を出版している。この改定に際して国内意見を集約し、我が国の意向を反映する

とともに、出版された改定後の規則を国内規制へ取り入れるための検討を実施する必要がある。

また、輸送安全に係る国際的活動に対し、状況を的確に把握して国内規制へ反映すべき事項を適

宜提案していく必要がある。更に、輸送安全の更なる向上を目指して、規制の高度化へ向けた取

り組みを図る必要がある。 

 

１．３ 背景 

IAEA では原子力施設、放射線防護、放射性廃棄物及び放射性物質輸送に係る国際的な取り決

めの基盤として、安全基準類（Safety Standard Series）を作成し、各国の国内法令整備に貢献

してきた。1996 年以降、それまで分野毎に策定されていた安全基準文書の一貫性と整合性を図る

観点から、文書体系と文書策定過程を統一するとともに、文書策定を行う委員会体制を再編成し、

安全基準委員会（CSS）の下に４つの基準委員会、即ち、TRANSSC のほか原子力安全基準委員

会（NUSSC）、放射線安全基準委員会（以下、RASSC）及び廃棄物安全基準委員会（WASSC）

を設けて活動を行っている。 

TRANSSC では、2004 年 3 月の理事会で承認された３１項目からなる５年間の輸送安全行動

計画（参考文献（１）、２．４節参照）に即して活動が行われている。 

TS-R-1 については TRANSSC で２年毎の見直しを進めており、最近の実績では 2 年ないし 4

年間隔で改定版を出版している。我が国では 1996 年（2003 年修正）版を平成１７年１月１日か
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ら国内規制へ取り入れ（参考文献（２）、２．１．２節参照）、2005 年版についても平成１９年１

月１日から国内規制へ取り入れている（参考文献（４）、２．１．１節参照）。これに続く 2007

年版へ向けた改定については、2004 年の初頭から 2006 年 3 月にかけて検討を行ったものの（参

考文献（２）、２．１．３節参照）、TRANSSC で内容精査の結果、重要な改定が含まれていない

との理由で出版せず、次回の出版まで事務局で保管されることとなった（参考文献（２）、２．２．

２節参照）。 

平成１９年度には 2009 年改定について TRANSSC での検討がなされ、2007 年改定での検討

結果に加えて、国連勧告との整合を図って出版することが決まった。また 2011 年改定に向けて

各国から合計 117 件の課題提案がなされ、これらについて 1 件毎に採否が検討された結果、重要

な変更はないとして改訂版の出版は見送るものの、採択された提案課題については専門家会合や

技術会合で更に検討し、平成２１年度から開始される2013年改定提案に反映することとなった。 

IAEA と経済協力開発機構/原子力機関（OECD/NEA）によって策定された国際原子力事象評

価尺度（INES）を輸送事象等へ適用するための追加ガイダンスが 2006 年 4 月に策定され、各国

での運用が始まっている。我が国でも平成２０年度からこの運用を開始する見込みである。 

TRANSSC の我が国の代表委員は経済産業省原子力安全・保安院核燃料管理規制課長が務めて

いるが、国内の規制は文部科学省、国土交通省、総務省、厚生労働省のほか、警察庁、消防庁、

海上保安庁等と分担して行われており、放射性物質輸送の安全性の一層の向上等を目指して関係

省庁間の連携強化が図られている。 

 

１．４ 全体計画及び平成１９年度の業務内容 

１．４．１ 全体計画（平成１９年度～平成２３年度） 

IAEA で改定へ向けた検討がなされている TS-R-1 に係る調査及び改定作業への対応を行うと

ともに、改定された TS-R-1 を我が国の規制基準へ取り入れるための課題の抽出及び対処方針に

ついて検討を行い、国内の輸送安全規制に係る作業支援を行う。また、更なる輸送安全の向上の

ため、IAEA の活動状況等について調査や検討を行う。平成１９年度には、これらに加え規制の

高度化に係る対応として、放射性物質輸送のリスク評価への取り組みに係る構想の検討を行う。 

 

１．４．２ 平成１９年度の業務内容 

（１）放射性物質の国際輸送に係る技術的動向調査 

平成１９年度には、以下の調査を行った。 
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① TS-R-1 の 2009 年改定検討及び 2011 年改定に向けた課題提案の調査 

② 平成１９年度に IAEA で開催された２回の TRANSSC の状況調査 

③ 2007 年 10 月に IAEA から出版された、輸送安全に係る指針 TS-G-1.3「放射性物質の

輸送に関する放射線防護計画」の内容に係る調査 

 

（２）核燃料輸送物等の規制の高度化に係る検討 

平成１９年度には以下の検討を行った。 

① 放射性物質輸送のリスク評価への取り組みに係る構想の検討 

 

１．５ 業務の進め方等 

平成１９年度の業務を進めるにあたっては「国際輸送規則調査検討会」を２回開催し、学識経

験者及び専門技術者からの意見聴取を行うとともに、当該検討会の運営に関する事項を検討する

ため「国際輸送規則調査検討会幹事会」を１回開催した。また、専門的事項について調査及び検

討するため「放射線防護要件等分科会」、「輸送物要件等分科会」及び「試験要件等分科会」を各

２回開催するとともに、国際規則と国内規則の整合性等について専門的に検討するため「輸送安

全評価等分科会」を３回開催した。更に規制の高度化への対応として、放射性物質輸送のリスク

評価への取り組みに係る構想の検討を行うため、「輸送のリスク評価等ワーキング グループ」を

新設して３回の会合を開催した。これらの議事要旨は、独立行政法人原子力安全基盤機構のウエ

ブで公開されている。 
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２． 本論 

２．１ 放射性物質の国際輸送に係る技術的動向調査 

危険物の国際輸送に係る安全上の要件は、国連経済社会理事会（ECOSOC）の危険物輸送専門

家委員会が策定しており、国連勧告として２年毎に出版されている。危険物の中でも放射性物質

は危険性が特殊であることから、国連勧告の一部を構成する放射性物質に係る輸送要件の策定は

IAEA に委ねられている。 

前述のとおり、IAEA では CSS の下に４つの安全基準委員会を設け、安全基準文書の整備等を

進めている。放射性物質の輸送については TRANSSC において規則（TS-R-1）及び指針文書（TS-G

シリーズ）の策定が行われている。 

 

２．１．１ 放射性物質安全輸送規則等に係る調査と検討 

（１）IAEA 輸送規則の改定経緯 

IAEA は、放射性物質のすべての輸送モードを対象に、国内及び国際輸送に適用するための安

全基準文書を安全シリーズ No.6 として 1961 年に出版した。その後５回の包括的改定が行われ、

それぞれ 1964 年、1967 年、1973 年、1985 年及び 1996 年に出版された。特に ST-1「放射性物

質安全輸送規則（1996）」においては、輸送物区分の見直しや国際放射線防護委員会（ICRP）の

1990 年勧告の取り入れ等の大幅改定がなされた。その後 TRANSSC では IAEA の文書体系統一

方針に従って、安全要件を定めた ST-1 を TS-R-1「放射性物質安全輸送規則（2000）」として出

版し、また指針文書として TS-G-1.1「放射性物質安全輸送規則に対する助言文書（2002）」、

TS-G-1.2「放射性物質を含む輸送事故に対する緊急時対応の計画と準備（2002）」及び TS-G-1.3

「放射性物質の輸送に関する放射線防護計画（2007）」を出版している。 

TS-R-1 の見直し間隔に関しては、国連勧告の改定に合わせた国際民間航空機関（ICAO）や国

際海事機関（IMO）の規則改定サイクルも考慮して２年毎に見直しをすることが IAEA 理事会か

らの指示となっており、1996 年（2003 年修正）版及び 2005 年版の改定を終了している。我が

国は、TS-R-1 の 1996 年（2003 年修正）版を平成１７年１月１日から国内の関係規則等に取り

入れ、2005 年版については平成１９年１月１日から国内規制へ取り入れている。2007 年改定に

係る検討は既に 2006 年 3 月に終了しているが、TRANSSC で内容を精査した結果、重要な改定

が含まれていないとして出版せず、次回の出版まで事務局で保管されることとなった。 

平成１９年度には、2009 年改定について検討がなされ、2007 年改定での検討結果に加えて、

国連勧告との整合を図って出版されることが決まった。また予てより TS-R-1 の改定サイクルの
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あり方について検討され、従来の各国からの提案を主体とする方式から、重点テーマを定めて予

め審議する方式に改めることになり、2011 年改定に向けた課題の提案がなされた。これらの提案

課題について、採否と採択された場合はその緊急性が検討され、結論としては緊急なものはなく

2011 年版の出版は見送ることとなったが、採択された課題については専門家会合や技術会合で更

に検討し、それらの結果を 2009 年から開始される 2013 年改定検討に反映することになった。 

 

（２）IAEA 輸送規則 2009 年改定に係る調査 

平成１９年度には、TS-R-1 の 2009 年改定に対して具体的な検討がなされ、2007 年改定に対

する検討結果（参考文献（４）、付録－１参照）に加えて、国連勧告との間の整合を図って（本書、

付録－１参照）改定版が出版されることに決まった。改定に至る経緯は、2006 年 9 月から 10 月

の TRANSSC、NUSSC、WASSC 及び RASSC で承認されていた文書作成計画（DPP）が、2007

年6月のCSSで是認され、また草案に対する加盟国への120日間コメントの付託については2007

年 3 月の TRANSSC 並びに 2007 年 10 月の NUSSC、WASSC 及び RASSC で承認され、2007

年 10 月 19 日から 2008 年 2 月 15 日まで 120 日間の加盟国コメントに付された。その結果 701

件のコメントが寄せられたが、2008 年 3 月に開催された第 16 回 TRANSSC でコメントを反映

した最終草案を策定して承認し、2008 年 5 月の CSS へ回付することとなった。これらの結果、

2009 年に改定版が出版される見込みとなっている。 

国連と IAEA 間の調整会合結果を以下に示す。TS-R-1 に対して国連勧告との整合が求められ

る項番号毎に、改定の内容が考え方又は具体的なテキストとして与えられている。 

 

① 国連勧告との整合のため、TS-R-1 に対して求められる内容 

105 国連勧告の 1.1.1.4 項に合わせて、財産や環境の防護への言及を含める。 

109 国内規則に関する記述を削除し以下とする。 

「付加的なリスクを有する放射性物質、及び他の危険物と混載した放射性物質の輸送について

は、危険物輸送の関係規則が本規則に加えて適用されなければならない。」 

207 IAEA では国際機関が当局となることを認めているが、国連勧告では認められていないため

以下とする。 

「当局とは、本規則との関連のどのような目的であれ、そのために指名されるか、さもなけれ

ばそのようなものとして認められた、機関又は権限者をいう。」 

210 国連勧告の定義に合わせて以下とする。 
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「荷受人とは、運搬物の引き渡しを受ける権利があるすべての人、組織又は政府をいう。」 

223 表現を国連勧告に合わせ、また「密閉特性」については 627 項に移し以下とする。 

「貨物コンテナとは、永久的な性質を有し、繰り返し使用に十分耐えられるほど強固であり、

特に途中の積み替えなしに一つ又はそれ以上の輸送モードによって物品の輸送を容易にするよう

に設計された、すなわち、確実に固定され及び／又は容易に取り扱えるように設計され、そのた

めの装置を備えている、輸送設備の一つをいう。「貨物コンテナ」という用語には、車両も輸送容

器も含まれない。ただし、車台に載せて運搬される貨物コンテナは含まれる。貨物コンテナは輸

送容器として用いることができる。小型貨物コンテナとは、どの外のり寸法も 1.5m 未満である

もの、又は、内容積が 3m3以下であるもののいずれかである。それ以外の貨物コンテナは大型貨

物コンテナと考えられる。」 

224 (c)項から「性能」を削除するとともに(d)項を削除し以下とする。 

「中型容器（IBC）とは、可搬性の輸送容器であって、次の条件を満たすものをいう。 

（a） 容積が 3m3以下である。 

（b） 機械荷役用に設計されている。 

（c） 荷役中及び輸送中に生じる応力に耐えられる。それは、試験で判断される。」 

229 国連勧告の記載に合わせて以下とする。 

「オーバーパックとは、単独の荷送人によって使用され、1 個又はそれ以上の輸送物を収納し、

輸送中の取り扱い及び積み込みの便のために 1 つの単位を形成する収納用具をいう。オーバーパ

ックの例としては、次のいずれかに該当するいくつかの輸送物がある。 

（a）パレットのような積載用ボード上に置くか積み上げ、紐、シュリンクラッピング、ス

トレッチラッピング又はその他の適当な方法で固定する。又は、 

（b）箱又は木枠のような保護外装の中に置く。」 

230 国連勧告の記載に合わせて以下とする。なお、輸送物の型についての記述は残す。 

「輸送物とは、包装作業の完了した成果物であって、輸送のために準備された輸送容器とその

収納物とで構成されるものをいう。」 

231 国連勧告に記載に合わせて以下のように簡潔に表現し、残りは解説書に移す。 

「輸送容器とは、密封その他の安全機能を果たす 1 個又はそれ以上の容器、及び容器がこれら

の機能を果たすのに必要なその他の構成要素又は材料をいう。」 

242  国連勧告に記載に合わせて以下とする。 

「タンクとは、クラス 2 物質の輸送に使用される場合にあって 450 リットル以上の容量を有す
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る、固体、液体又は気体を収納するためのタンクコンテナ、道路タンク車両、鉄道タンク貨車又

は容器を含む、可搬性のタンクをいう。」 

313bis 新本文として以下を追加する。 

｢実施されたすべての安全訓練の記録は、雇用者が保管し、要求された場合、被用者の閲覧に供

されなければならない。｣ 

504 タンク及び中型容器に限定した表現を削除し以下とする。 

「放射性物質の輸送に使用する輸送容器は、ベータ及びガンマ放射体並びに低毒性アルファ放

射体については 0.4Bq/cm2、その他すべてのアルファ放射体については 0.04Bq/cm2 のレベル未

満に除染されていなければ、他の物品の保管又は輸送に使用してはならない。」 

505 専用積載下で他の物品を一緒に輸送することの許可条件の記載については、解説書に移し

て本文からは削除する。 

517 適用除外輸送物の補足的要件なので、第Ⅳ章への移動を検討する。 

518 適用除外輸送物の補足的要件なので、第Ⅳ章への移動を検討する。 

519 適用除外輸送物の補足的要件なので、第Ⅳ章への移動を検討する。 

520 適用除外輸送物の補足的要件なので、第Ⅳ章への移動を検討する。 

528 臨界安全指数の決定には、ここで引用されている 681 及び 682 が直接関連している。それ

ゆえ、これらを一緒に移動することを検討することが望ましい。 

536 国連勧告にはない中間部分の郵便に関する表現を削除し以下とする。 

「適用除外輸送物以外の各輸送物については、輸送容器の外側に「UN」の文字を先頭にした

国連番号及び輸送物固有の名称が読みやすく、かつ消えないように表示されなければならない。

適用除外輸送物の場合には、輸送物固有の名称の表示は要求されない。郵便による国内輸送のた

めに受理された輸送物については、581 項の要件が適用される。」 

538 輸送物の型が変わる状況に言及して、表示の問題を検討することが望ましい。 

544 表現を明確化し以下とする。 

「（d）輸送指数：526 項及び 527 項に従って決定される数。（輸送指数の記入は第 1 類－白に

は不要である。）」 

549 荷送人に限定した表現を改め以下とする。 

「本規則に別段の定めがある場合を除き、何人も、適切に表示、標識及び標札がなされ、輸送

文書に記述及び証明がなされ、かつ、その他の点において、本規則で要求される輸送のための状

態にあるものでない限り、放射性物質を輸送に供することはできない。」 
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550 記載順序については国連勧告の順序を採用する。情報提供義務の必要性についてレビュー

を検討するほうが良い。 

551 荷送人の宣言文については国連勧告の宣言を採用し以下とする。 

「この運搬物の収納物は、輸送物固有の名称により、上記に、すべて正確に記載されており、

また該当する国際及び国内の規則に従って分類され、梱包され、表示及び標識／標札がなされ、

かつ、すべての点において、輸送に適した状態にあることをここに宣言する。」 

552 宣言を不要とする表現は国連勧告には含まれておらず、本項の有効性について検討が必要。 

553 bis 国連勧告に合致させ以下を追加する。 

「危険物文書が運搬人に電子データ処理（EDP）又は電子データ交換（EDI）伝送技術を用い

て提供される場合には、署名は、署名権限を有する者の名前（大文字）によって取って代えるこ

とができる。」 

553 bis＋1  国連勧告に合致させ以下とする。 

「タンクで運送される場合以外の放射性物質が、海上輸送される貨物コンテナ又は車両の中に

梱包又は荷積みされる時には、そのコンテナ又は車両の梱包に責任を有する者は、コンテナ／車

両の識別番号を明記し、かつ、作業が次の条件に従って実施されたことを証明する「コンテナ／

車両梱包証明書」を提供しなければならない。 

（a）コンテナ／車両はきれいで、乾燥しており、かつ、物品を受け入れるのに明らかに適

していること。 

（b）該当する隔離要件に従って隔離することが必要な輸送物は、コンテナ／車両の上に又

はその中に一緒に梱包されていないこと。 

（c）すべての輸送物は損傷がないか外部から検査され、健全な輸送物だけが荷積みされてい

ること。 

（d）すべての物品が適切に荷積みされ、かつ、必要な場合には、意図された旅程の輸送モ

ードに合わせて固定用具で十分に固定されていること。 

（e）バラ積みされた物品はコンテナ／車両内に均一に分布されていること。 

（f）国連勧告クラス 1 の区分 1.4 以外の物品を含む運搬物については、コンテナ／車両は国

連勧告 7.1.3.2.1 に従って構造的に耐久性があること。 

（g）コンテナ／車両及び輸送物は、然るべく、適切な表示、標識及び標札がなされている

こと。 

（h）固体の二酸化炭素（CO2 ドライアイス）が冷却目的のために使用される時には、コン
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テナ／車両は、「危険な CO2（ドライアイス）在中。立ち入る前に完全に換気すること。」

という文言を、外面に表示するか、又は扉端のような目に付きやすい場所に標識で示す

こと。かつ、 

（i）550 項に示す輸送文書がコンテナ／車両に荷積みされる各危険物輸送物について受領さ

れていること。」 

553 bis＋2  国連勧告に合致させ以下を追加する。 

「輸送文書及びコンテナ／車両梱包証明書中に要求される情報は、単一の文書に取り入れるこ

とができる。そうでない場合には、これらの文書は互いに添付されなければならない。情報が単

一の文書に取り入れられる場合には、その文書は、署名付きの次のような宣言を含んでいなけれ

ばならない。「コンテナ／車両内の物品の梱包は、該当する条項に従って実施されたことを宣言す

る。」 この宣言は日付が書き入れられなければならず、かつ、この宣言に署名する者はこの書面

上で特定されなければならない。」 

555 520（d）項と重複するため削除する。 

624 国連勧告の引用箇所を具体的に記載し以下とする。 

「輸送物は、次の条件の場合、IP-2 型として使用することができる。 

（a）621 項に定める IP-1 型の要件を満足し、 

（b）危険物輸送に関する国連勧告の第 6.1 章に国連包装等級Ⅰ又はⅡについて規定される要

件を満足するように設計され、かつ、 

（c）国連包装等級Ⅰ又はⅡで要求される試験を受けた場合、次のことを防止することができ

る。 

（ⅰ） 放射性収納物の喪失又は散逸、及び、 

（ⅱ） 輸送物の外表面においてその最大放射線レベルの増加が 20%を超えること」 

625  国連勧告の引用箇所を具体的に記載し以下とする。 

「ポータブルタンクも、次の条件の場合、IP-2 型又は IP-3 型として使用することができる。 

（a）621 項に定める IP-1 型の要件を満足し、 

（b）危険物輸送に関する国連勧告の第 6.7 章に規定される要件を満足するように設計され、

かつ、265kPa の試験圧力に耐えることができ、かつ、 

（c）追加的に与えられたいかなる遮へいも、取り扱い及び通常の輸送条件の結果生じる静的

及び動的応力に耐えることができ、かつ、ポータブルタンクの外表面においてその最大

放射線レベルの増加が 20%を超えることを防止することができるように設計される。」 
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626  国連勧告の引用箇所を具体的に記載し以下とする。 

「ポータブルタンク以外のタンクもまた、次の条件の場合、第４表に定められる LSA-Ⅰ及び

LSA-Ⅱの液体及び気体の輸送のための IP-2 型又は IP-3 型として使用することができる。 

（a）621 項に定める IP-1 型の要件を満足し、 

（b）危険物輸送に関する地域規則又は国内規則に規定される要件を満足するように設計さ

れ、かつ、265kPa の試験圧力に耐えることができ、かつ、 

（c）追加的に与えられたいかなる遮へいも、取り扱い及び通常の輸送条件の結果生じる静的

及び動的応力に耐えることができ、かつ、タンクの外表面においてその最大放射線レベ

ルの増加が 20%を超えることを防止することができるように設計される。」 

627 223 項で削除された「密閉特性」を追加し以下とする。 

「永久的な密閉特性を有する貨物コンテナもまた、次の条件の場合、IP-2 型又は IP-3 型とし

て使用することができる。 

（a）放射性収納物が固体に限定され、 

（b）621 項に定める IP-1 型の要件を満足し、かつ、 

（c）国際標準化機構文書 ISO1496/1「シリーズ 1 貨物コンテナ－規格及び試験－第 1 部：

一般貨物コンテナ」に、寸法と等級を除いて、合致するように設計されている。もしそ

の文書中に定められる試験や通常輸送時に起こる加速度を受けた場合、次のことを防止

するように設計されなければならない。 

（ⅰ）放射性収納物の喪失又は散逸、及び、 

（ⅱ）貨物コンテナの外表面においてその最大放射線レベルの増加が 20%を超えるこ

と」 

628 国連勧告を具体的に引用し以下とする。なお、本当に試験について最も損傷をうける姿勢

を要求するのか否かを議論するのがよい。また様式はは 624 項を反映することができないか。 

「金属製の中型容器もまた、次の条件の場合 IP-2型又は IP-3型として使用することができる。 

（a）621 項に定める IP-1 型の要件を満足し、かつ、 

（b）危険物輸送に関する国連勧告の中型容器に関する勧告の第 6.5 章に定められる包装等級

Ⅰ又はⅡに関する要件を満足するように設計され、かつ、その文書に定められている試

験を受けた場合、しかも、最も損傷をうける姿勢で実施された落下試験において、次の

ことを防止することができる。 

（ⅰ）放射性収納物の喪失又は散逸、及び、 



 11

（ⅱ）中型容器の外表面においてその最大放射線レベルの増加が 20%を超えること」 

709 引用文献を確認する。 

 

② TS-R-1 第Ⅳ章の構成についての検討 

国連勧告中の放射性物質に係るクラス 7 の記載を、他の危険物と一貫性のある順序で再構成す

るための試みがなされた。この作業は分類（国連勧告の第 2.7 章）を調べることから着手され、

結果的に規則の利用者にとって役に立つ構成をもたらした。以下のテキストは、これを TS-R-1

の記載本文で示す一つの試みである。 

どこの条文が引用されているかが理解できるように、2005 年版の TS-R-1 での項番号を示して

ある（旧テキストと記載内容が同じ場合には「－省略－」と表現した）。 

既存の本文の再構成であるが、指示を与える文章が若干追加されている。数式と表は、読みや

すくするために省略されている。 

 

〔TS-R-1 の第Ⅳ章の構成〕 

第Ⅳ章 

放射性物質 

236 －省略－ 

新規 放射性物質は、以下の XXX から XXX の規定に従って、輸送物に収納されている放射性核種の放

射能レベル、これらの放射性核種の核分裂性又は非核分裂性、輸送に供される輸送物の型、及び輸送

物の収納物の性質若しくは形態、又は輸送上の操作を支配する特別措置に応じて、以下の第 8 表に定

める国連番号の一つに割り当てられなければならない。 

表 8（改訂）  国連番号の割り当て 
適用除外輸送物   
 UN 2908 放射性物質、適用除外輸送物－空の輸送容器 
 UN 2909 放射性物質、適用除外輸送物－天然ウラン又は劣化ウラ

ン又は天然トリウムから製作された物品 
 UN 2910 放射性物質、適用除外輸送物－少量の物質 
 UN 2911 放射性物質、適用除外輸送物－器械又は物品 
低比放射性物質   
 UN 2912 放射性物質、低比放射性 （LSA-Ⅰ）、非核分裂性又は

核分裂性－適用除外 
 UN 3321 放射性物質、低比放射性 （LSA-Ⅱ）、非核分裂性又は
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核分裂性－適用除外 
 UN 3322 放射性物質、低比放射性 （LSA-Ⅲ）、非核分裂性又は

核分裂性－適用除外 
 UN 3324 放射性物質、低比放射性 （LSA-Ⅱ）、核分裂性 
 UN 3325 放射性物質、低比放射性 （LSA-Ⅲ）、核分裂性 
表面汚染物   
 UN 2913 放射性物質、表面汚染物（SCO-Ⅰ又は SCOⅡ）、非核

分裂性又は核分裂性－適用除外 
 UN 3326 放射性物質、表面汚染物（SCO-Ⅰ又は SCOⅡ）、核分

裂性 
A 型輸送物   
 UN 2915 放射性物質、A 型輸送物、非特別形、非核分裂性又は核

分裂性－適用除外 
 UN 3327 放射性物質、A 型輸送物、核分裂性、非特別形 
 UN 3332 放射性物質、A 型輸送物、特別形、非核分裂性又は核分

裂性－適用除外 
 UN 3333 放射性物質、A 型輸送物、特別形、核分裂性 
B（U）型輸送物   
 UN 2916 放射性物質、B（U）型輸送物、非核分裂性又は核分裂

性－適用除外 
 UN 3328 放射性物質、B（U）型輸送物、核分裂性 
B（M）型輸送物   
 UN 2917 放射性物質、B（M）型輸送物、非核分裂性又は核分裂

性－適用除外 
 UN 3329 放射性物質、B（M）型輸送物、核分裂性 
C 型輸送物   
 UN 3323 放射性物質、C 型輸送物、非核分裂性又は核分裂性－適

用除外 
 UN 3330 放射性物質、C 型輸送物、核分裂性 
特別措置   
 UN 2919 放射性物質、特別措置下輸送、非核分裂性又は核分裂性

－適用除外 
 UN 3331 放射性物質、特別措置下輸送、核分裂性 
六フッ化ウラン   
 UN 2977 放射性物質、六フッ化ウラン、核分裂性 
 UN 2978 放射性物質、六フッ化ウラン、非核分裂性又は核分裂性

－適用除外 

放射性核種の基礎的な数値 

401 －省略－ 
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放射性核種の基礎的な数値の決定 

402  －省略－ 

403 －省略－  

第 1 表 放射性核種の基礎的な数値 

404 －省略－  

405 －省略－  

406 －省略－ 

その他の物質の特性の決定 

低比放射性（LSA）物質 

新規（定義から） LSA 物質は、次の 3 つのグループのうちの 1 つとする。 

（a）LSA-Ⅰ 

（ⅰ）ウラン、及びトリウムの鉱石、及びこれらの鉱石の精鉱、並びに天然に存在する放射

性核種を含有し、これらの核種を使用するために処理することが意図されているその

他の鉱石 

（ⅱ）天然ウラン、劣化ウラン、天然トリウム又はそれらの化合物若しくは混合物であって、

未照射で固体又は液体状のもの 

（ⅲ）672 項で適用除外されない量の核分裂性物質を除いて、A2 値が無制限の放射性物質、

又は 

（ⅳ）672 項で適用除外されない量の核分裂性物質を除いて、放射能が全体にわたって分布

していて、その推定平均比放射能が 401 項から 406 項に定める放射能濃度の値の 30

倍を超えないその他の放射性物質 

（b）LSA-Ⅱ 

（ⅰ）0.8TBq/L までのトリチウム濃度を有する水、又は 

（ⅱ）その他の物質であって、放射能が全体にわたって分布していて、その推定平均比放射

能が固体及び気体については 10-4A2/g を、液体については 10-5A2/g を超えないもの 

（c）LSA-Ⅲ 

601 項の要件を満たす、粉末を除く固体（例えば、固化された破棄物、放射化された物質）で

あって、次のものをいう。 

（ⅰ）放射性物質が固体若しくは固体集合の全体にわたって分布しているか、又は固化材（コ

ンクリート、ビチューメン、セラミック等）中に本質的に均一に分布するもの。 
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（ⅱ）放射性物質が比較的不溶性であるか、又は比較的不溶性のマトリクス中に本質的に含

有されており、そのため、輸送容器がなくなった状態でも、溶出による輸送物当たり

の損失が 7 日間水中に置かれた時に 0.1A2 を超えないもの、並びに 

（ⅲ）すべての遮へい材を除いた時の固体の推定平均比放射能が 2×10-3A2 を超えないもの 

表面汚染物（SCO） 

新規（定義から）SCO は、次の 2 つのグループのうちのいずれか一つである。 

（a）SCO-Ⅰ： 固体状の物体であって、 

（ⅰ）300cm2（又は 300cm2未満の場合にあっては、その当該表面の面積）にわたって平均

した、接近可能な表面の非固定性汚染が、ベータ及びガンマ放射体並びに低毒性アル

ファ放射体については 4Bq/cm2、その他すべてのアルファ放射体については

0.4Bq/cm2を超えず、かつ、 

（ⅱ）300cm2（又は 300cm2未満の場合にあっては、その当該表面の面積）にわたって平均

した、接近可能な表面の固定性汚染が、ベータ及びガンマ放射体並びに低毒性アルフ

ァ放射体については 4×104Bq/cm2、その他すべてのアルファ放射体については

4×103Bq/cm2を超えず、かつ、 

（ⅲ）300cm2（又は 300cm2未満の場合にあっては、その当該表面の面積）にわたって平均

した、接近可能な表面の非固定性汚染と固定性汚染の合計が、ベータ及びガンマ放射

体並びに低毒性アルファ放射体については 4×104Bq/cm2、その他すべてのアルファ放

射体については 4×103Bq/cm2を超えないもの 

（b）SCO-Ⅱ： 固体状の物体であって、その表面の固定性又は非固定性汚染が上記（a）の SCO-Ⅰ

に関して適用される限度を超えていて、かつ、 

（ⅰ）300cm2（又は 300cm2未満の場合にあっては、その当該表面の面積）にわたって平均

した、接近可能な表面の非固定性汚染が、ベータ及びガンマ放射体並びに低毒性アル

ファ放射体については 400Bq/cm2、その他すべてのアルファ放射体については

40Bq/cm2を超えず、かつ、 

（ⅱ）300cm2（又は 300cm2未満の場合にあっては、その当該表面の面積）にわたって平均

した、接近可能な表面の固定性汚染が、ベータ及びガンマ放射体並びに低毒性アルフ

ァ放射体については 8×105Bq/cm2、その他すべてのアルファ放射体については

8×104Bq/cm2を超えず、かつ、 

（ⅲ）300cm2（又は 300cm2未満の場合にあっては、その当該表面の面積）にわたって平均
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した、接近可能な表面の非固定性汚染と固定性汚染の合計が、ベータ及びガンマ放射

体並びに低毒性アルファ放射体については 8×105Bq/cm2、その他すべてのアルファ放

射体については 8×104Bq/cm2を超えないもの 

特別形放射性物質 

602 及び 604 特別形放射性物質は少なくともその一辺が 5mm 以上でなければならない。密封カプ

セルが特別形放射性物質の一部を構成する時には、カプセルは破壊することによってのみ開くことが

できるように製作されなければならない。特別形放射性物質の設計は、603 項の要件に適合していな

ければならず、かつ、一ヶ国承認を必要とする。 

低散逸性放射性物質 

新規 低散逸性物質の設計は、多国間承認を必要とする。低散逸性放射性物質は、1 つの輸送物中の

本放射性物質の全量が 605 項の要件に適合するものでなければならない。 

核分裂性物質 

672 の大部分 核分裂性放射性核種を収納している輸送物は、次の条件の一つに適合しない限り、核

分裂性物質に関する第 8 表の該当する項目の下に分類されなければならない。 

（a）次の運搬物毎の質量限度 

数式 

ここで、X 及び Y は第 12 表に定める質量限度。ただし、各輸送物の最小外部寸法が 10cm 以上であ

ること及び次のいずれかを条件とする。 

（ⅰ）個々の輸送物のいずれも 15g を超える核分裂性物質を収納していない。非梱包の物質

については、この数量制限は、輸送手段の中、又は上で運ばれる運搬物に適用するも

のとする。又は、 

（ⅱ）核分裂性物質が均質な水素を含む溶液又は混合物であり、水素に対する核分裂性核種

の比率が質量で 5%未満である。又は、 

（ⅲ）物質のどの 10 リットルの体積中にも 5g を超える核分裂性物質がない。 

水素中の天然の濃縮度の重水素を除いて、ベリリウム又は重水素のいずれも、第 12 表に示される運

搬物に適用される収納限度の 1%を超える量で存在してはならない。 

（b）ウラン 235 の濃縮度が質量で最大 1%までであり、かつ、プルトニウム及びウラン 233 の含

有量の合計がウラン 235 の質量の 1%を超えないウラン。この場合、核分裂性物質が物質全

体に本質的に均一に分布していること。これに加えて、もしウラン 235 が金属、酸化物又は

炭化物として存在する場合、それは格子状配列を構成してはならない。 
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（c）ウラン 235 の濃縮度が質量で最大 2%までであり、プルトニウム及びウラン 233 の含有量の

合計がウランの質量の 0.002%を超えず、かつウランに対する窒素の原子比（N/U）が最小で

2 の硝酸ウランの水溶液 

（d）個々の輸送物について、プルトニウムの合計質量が 1kg を超えず、その内、プルトニウム

239、プルトニウム 241 又はそれらの組合せが質量で 20%を超えないプルトニウムを収納し

ている輸送物 

輸送物又は非梱包の物質の分類 

輸送物中の放射性物質の量は、以下に定める輸送物の型の該当する限度を超えてはならない。 

適用除外輸送物としての分類 

新規 輸送容器は、次の条件の場合、適用除外輸送物として分類することができる。 

（a）放射性物質を収納していた空の輸送容器である。 

（b）少量の器械又は物品を収納している。 

（c）天然ウラン、劣化ウラン又は天然トリウムで製作された物品を収納している。又は、 

（d）少量の放射性物質を収納している。 

516 －省略－  

408 －省略－ 

517、408 の一部 器械若しくは製作された物品の中に封入されているか、又はそれらの構成要素の

一つとなっている放射性物質は、次の条件の場合にのみ、UN2911「放射性物質、適用除外輸送物－

器械又は物品」の下に分類することができる。 

（a）非梱包の器械又は物品の外表面上のいかなる点からも 10cm での放射線レベルが 0.1mSv/h

以下で、かつ、 

（b）次を除いては、各器械若しくは製作された物品は“RADIOACTIVE（放射性）”の表示を有

し、 

（ⅰ）放射線発光文字盤を用いた時計又は装置 

（ⅱ）107（d）項に従い当局の承認を受けているか又は個々に第 1 表（第 5 欄）中の規制免

除運搬物の放射能限度を超えない消費者製品であって、もし内表面に輸送物を開封し

た際に放射性物質の存在の警告が見えるように“RADIOACTIVE（放射性）”の表示を

有する輸送物として輸送される製品である場合。かつ、 

（c）放射性物質が非放射性の物質からなる構成要素の中に完全に封入されている（放射性物質を

収納するだけの機能のみを果たしている装置は、器械若しくは製作された物品と考えるべき
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ではない。） 

（d）第 3 表の第 2 欄に定める限度が各器械若しくは製作された物品について満たされ、かつ、

第 3 表の第 3 欄に定める限度がそれぞれ個々の各品目及び各輸送物について満たされる。 

518 408 項第 3 表の第 4 欄に定める限度を超えない放射能を持つ放射性物質は、次の条件の場合、

UN2910「放射性物質、適用除外輸送物－少量の物質」の下に分類することができる。 

（a）通常の輸送条件において、輸送物がその放射性収納物を保持し、かつ、 

（b）輸送物が、その内表面に、輸送物を開封した際に放射性物質の存在の警告が見えるように

“RADIOACTIVE（放射性）”の表示を有する。 

520 第 3 表の第 4 欄に定める限度を超えない放射能を持つ放射性物質をそれ以前に収納していた空

の輸送容器は、次の条件の場合にのみ、UN2908「放射性物質、適用除外輸送物－空の輸送容器」の

下に分類することができる。 

－省略－ 

519 天然ウラン、劣化ウラン又は天然トリウムで製作された物品であって、その中にある放射性物

質が未照射天然ウラン、未照射劣化ウラン又は未照射天然トリウムのみであるものは、そのウラン又

はトリウムの外表面が金属又はその他の堅固な材料で作られた不活性の被覆の中に封入されている場

合にのみ、UN2909「放射性物質、適用除外輸送物－天然ウラン又は劣化ウラン又は天然トリウムで

製作された物品」の下に分類することができる。 

低比放射性（LSA）物質としての分類 

新規 放射性物質は、XXX 及び XXX の条件が満たされる場合にのみ、LSA 物質として分類することが

できる。 

表面汚染物（SCO）としての分類 

新規 放射性物質は、YYY 及び YYY の条件が満たされる場合、SCO として分類することができる。 

A 型輸送物としての分類 

新規 放射性物質を収納している輸送物は、次の条件が満たされる場合、A 型輸送物として分類する

ことができる。 

413 －省略－ 

414 －省略－ 

六フッ化ウランの分類 

新規 六フッ化ウランは、UN 番号 2977「放射性物質、六フッ化ウラン、核分裂性」、又は UN 番号

2978「放射性物質、六フッ化ウラン、非核分裂性又は核分裂性－適用除外」にのみ割り当てられなけ
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ればならない。 

419 項から 輸送物は、下記を収納していない場合にのみ、六フッ化ウラン輸送物として分類するこ

とができる。 

－省略－ 

B（U）型輸送物、B（M）型輸送物又は C 型輸送物としての分類 

新規 ［この章のこれまでの条項に］別段の分類がない輸送物は、その輸送物に対して設計の発生国

によって発行された当局の承認証明書に従って分類されなければならない。 

415 項から 輸送物は、承認証明書中に定めるように、下記を収納していない場合にのみ、B（U）型

輸送物として分類することができる。 

－省略－ 

417 項から 輸送物は、承認証明書中に定めるように、下記を収納していない場合にのみ、C 型輸送

物として分類することができる。 

－省略－ 

特別措置 

放射性物質は、310 項に従って運送されることが意図されている時には、特別措置として分類されな

ければならない。 

 

（３）IAEA 輸送規則 2011 年改定提案に係る調査 

平成１９年度には、2011 年改定に向けた問題提起が 2007 年 8 月 31 日を期限に募集され、各

国から 117 件の提案がなされた。2007 年 10 月に開催された TRANSSC15 において、これらの

提案について採否を審議し（本書、付録－２参照）、2011 年版の文書作成計画は作成しないもの

の、採択された 47 件の提案を対象に別途技術会合を TRANSSC16 前に開催し、2013 年改定へ

の反映を検討することとなった。 

これを受けて、課題解決を検討するための技術会合 TM35916 が、2008 年 1 月 28 日から 2 月

1 日の 5 日間の日程で開催され、採択された提案を 15 テーマに集約し、規則への具体的な反映を

専門家会合、技術会合及び通信グループによって検討することが勧告された（本書、付録－３参

照）。 

2008 年 3 月に開催された TRANSSC16 において TM35916 での勧告に基づいて検討し、15 テ

ーマに集約された課題を解決するため、表２．１．１－１表に示すように、３つの専門家会合、

2 つの技術会合及び３つの通信グループを編成して規則への具体的な反映を図ることとなった。 
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表２．１．１－１ 集約された１５課題解決のための方策 

解決

方法 
テーマ 

課題解決を検討するための技術会合での集約結果 

（○は課題番号） 

① 新たな核分裂性物質除外規定に適合する物質・輸送物（運搬中の制限を

要しない）の具体的な規定、各国当局承認による除外規定の検討 

② 低濃度均質混合の核分裂性物質の除外規定（米国提案による）の検討 ＣＭ１ 
核分裂性

適用除外 

⑪ 区分２（輸送中の制限要）の核分裂性適用除外物質・輸送物に関する規制

上の選択肢の検討 

⑥ 輸送物安全評価における輸送架台等の輸送物付属品の取扱いの検討 

ＣM２ 
輸送物試

験 
⑦ 落下試験Ⅲの考え方の整理と試験方法詳細の検討 

ＣＭ３ 
航空事故

苛酷度 
⑧ 苛酷航空事故 CRP 結果の航空輸送規定への反映の検討 

③ UF6（0.1kg）の副次的危険性、クラス７物質と副次的危険性についてのガイ

ド文書の作成（含、副次的危険性が放射性の場合） 

④ 専用積載に係る規則変更 

副次的危

険性、専用

積載規則、

少量危険

物 
⑤ ＩAEA 規則と国連勧告における少量危険物の取扱いの整合・明確化 

NORM ⑨ A1・A2 値及び規制免除値導出における子孫核種の取扱い（ＮＯＲＭ関連） 

ＴＭ１ 

消費者製

品 
⑩ 極低放射能物品（消費者製品）の大量輸送のための規制免除規定の検討 

ＴＭ２ 表面汚染 ⑮ 輸送物表面汚染規定改訂のための CRP 成果の反映方法の検討 

ＣＧ１ 少量 UF6 ⑫ 少量 UF6（0.1kg 未満）の規定の明確化 

ＣＧ２ 経過措置 ⑬ 経過措置の検討 

ＣＧ３ 
大型解体

廃棄物 
⑭ 解体廃棄物等大型構造物輸送の検討 

CM：専門家会合、TM：技術会合、CG：通信グループ 
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２．１．２ 輸送安全基準委員会の活動に係る調査 

（１）第１５回輸送安全基準委員会（TRANSSC 15）の概要 

TRANSSC15 が、2007 年 10 月 1 日（月）から 4 日（木）の 4 日間の日程で、IAEA 本部（ウ

イーン）において開催された。 

TRANSSC15 では、TRANSSC13 での決定に従った国連勧告との整合のための TS-R-1 の 2009

年版の策定及び 2011 年版向けの加盟国からの提案課題をレビューして採否を決定するとともに

改訂サイクルを開始するかどうか判断すること、並びにその他ガイド文書の状況確認等が主要な

議題であった。2011 年版改定検討については加盟国からの 117 件に及ぶ提案があり、その内容

検討のため WG が設けられて討議の後、全体会合で各提案に対する採否の確認が行われた。 

本会合の結論は概要以下のとおり。 

・ 国連モデル規則との整合を図った IAEA 放射性物質安全輸送規則 TS-R-1 の 2009 年版

草案は、これに対する他委員会からのコメント対処方針が事務局から紹介されたがコメン

トを反映したドラフトの提示はなかった。会合の最終日に事務局から本ドラフトを 11 月

の CSS へ上程し、そこで加盟国 120 日レビュー付託の承認が得られれば加盟国コメント

を取り込んだ最終草案を TRANSSC16 までに準備することとなった。会場からは最終ド

ラフトが来年 3 月に予定されている TRANSSC16 には間に合わない可能性が強く、会期

を 4 月中旬に延期する要望が出された。事務局は TRANSSC16 の会期について検討中と

回答した。 

・ TS-R-1 の 2011 年版向け提案課題の多くはその正当性が承認された。しかし、これらの

課題は安全上特に重要な課題には該当しないという理由で、TRANSSC は規則改訂のため

の文書作成計画書（DPP）を作成しないと決定した。但し、それらの課題の解決方法は技

術会合・専門家会合等を要するものが多く、事務局は早急にこれら会合を召集しその検討

結果に基づき規則変更点を具体化するよう要請された。会合の結果により必要があれば次

回会合（TRANSSC16）で 2011 年規則改訂版の策定のための文書作成計画書（DPP）の

作成が要請される。 

・ TS-G-1.1 輸送規則助言文書の出版は 6 月 CSS での是認と出版部門の承認を得て出版作

業に入っている。今後約 6 ヶ月（2008 年の第１四半期）で電子文書として公開される予

定とのことであった。 

・ マネジメントシステム（QA）ガイド文書 TS-G-1.3 最終草案及び適合保証（CA）ガイ

ド文書 TS-G-1.4 最終草案は、出版是認のための 11 月 CSS への提出が承認された。 
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・ 要綱ガイド文書（TS-G-1.6）草案は加盟国 120 日コメント付託が承認され、他の委員会

での承認後正式に付託される予定。 

 

（２）第１６回輸送安全基準委員会（TRANSSC 16）の概要 

TRANSSC16 が、2008 年 3 月 3 日（月）から 7 日（金）の 5 日間の日程で、IAEA 本部（ウ

イーン）において開催された。 

TRANSSC16 では、国連勧告との整合を図った 2009 年版の TS-R-1 への加盟国 120 日コメン

トを処理し出版を承認すること及びTS-R-1の2011年版向けの加盟国からの提案課題をレビュー

し出版はしないが課題検討は継続するとした TRANSSC15 での決定に従って次回の規則見直

し・改訂サイクルに向けてどのように課題を解決してゆくかを討議すること、並びにその他ガイ

ド文書の状況確認等が主要な議題であった。 

2009 年版草案については加盟国より 701 件のコメントが寄せられたが、会期中に 5 つのワー

キンググループを設置してコメント処理を行い、2009 年版最終草案を得てその出版を承認し、5

月の CSS に出版是認のため回付することとした。2011 年版向けに提案された課題については、

2008 年 1 月に開催された規則課題解決のための技術会合の報告を承認し、課題に優先度をつけ

て技術会合・専門家会合等にて解決を図ることとし、解決が得られたものは次回サイクル（TS-R-1

の 2013 年版策定）での課題提案募集時に規則及び助言文書の変更案として提案することが確認

された。 

本会合の結論は以下のとおり。 

・ 国連モデル規則との整合を図った IAEA 放射性物質安全輸送規則 TS-R-1 の 2009 年版

は、加盟国コメントを反映した最終草案を出版是認のために CSS に回付することが承認さ

れた。規則変更点は国連勧告の 16 訂版に反映される見込みである。 

・ 2011 年版向けに提案された課題で更なる検討を要する重要なものについては、優先度を

考慮し、技術会合 2 件及び専門家会合 3 件の開催等、各課題解決のリーダー国の決定にて

次回サイクルに提案する規則・助言文書変更案策定を目指した解決作業を行うこととなっ

た。これらの課題のうち我が国が関心のあるものとしては、核分裂性適用除外、輸送物試

験、表面汚染、大型解体廃棄物等があげられる。このうち、基準値の見直しに関する表面

汚染の技術会合については、日本で開催することを承諾した。 

・ TS-G-1.1 輸送規則助言文書（規則 2005 年版対応）は、2008 年夏に出版される見込み

である。ただし、1 年以内には規則 2009 年版が出版される予定であり、事務局提示の文
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書作成計画書（DPP）によれば 2009 年版対応助言文書を 2012 年 8 月出版目標にて作成

する。 

・ マネジメントシステム（QA）ガイド文書 TS-G-1.3 は 2007 年 11 月の CSS で出版是認

されており、出版作業に入っている。適合保証（CA）ガイド文書 TS-G-1.4 は編集部門の

チェックが終り、2008 年 5 月の CSS に出版是認のため提出される予定である。要綱ガイ

ド文書（TS-G-1.6）草案の加盟国 120 日レビューは 2008 年 3 月 14 日に締切られ、4 月

7-11 日の技術会合にてコメント処理がなされる予定であり、2008 年 10 月の TRANSSC17

に最終草案の出版承認が要請される。 

 

２．１．３ 輸送安全の向上に繋がる事項の調査 

 2007 年 10 月に IAEA から TS-G-1.3「放射性物質の輸送に関する放射線防護計画」が出版さ

れた。本指針の目的は、放射線防護対策への適切な考慮、放射線防護システムの適切な適用の保

証、安全文化の強化及び放射線防護への実際的な対策であり、輸送組織が TS-R-1 に定められた

放射線防護上の要求事項を満足するために、管理の枠組みを系統的で構造化されたものとして制

定し、かつ文書化することを狙いとして策定された。本指針の構成を以下に示し、仮訳を本書の

付録－４に掲載する。 

1. はじめに  

背景（1.1‐1.9）  

目的（1.10）  

範囲（1.11）  

構成（1.12‐1.13）  

2. 放射線防護計画 3 

放射線防護計画の目的（2.1‐2.3）  

運用上の放射線防護（2.4‐2.5）  

3.  輸送中の放射線防護計画の要求事項と範囲  

一般（3.1‐3.3）  

安全要件の遵守（3.4‐3.8）  

放射線防護計画の要素（3.9）  

4. 評価された職業上の線量の関数としての放射線防護計画の基本要素  

職業上の線量（4.1‐4.3）  
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段階的手法（4.4‐4.5）  

5. 放射線防護計画の制定に関する役目と責任の割当て  

放射線防護計画の制定責任（5.1）  

事業者の責任（5.2-5.13）  

当局の責任（5.14-5.17）  

6. 線量査定および最適化  

線量査定の原則（6.1-6.2）  

モニタリング（6.3-6.9）  

外部線量査定の方法（6.10-6.20）  

内部線量査定方法（6.21）  

線量限度、線量制限および最適化（6.22-6.28）  

7. 表面汚染  

汚染に関する要求事項の遵守（7.1-7.4）  

汚染の管理（7.5-7.6）  

8. 隔離およびその他の防護措置  

隔離（8.1-8.4）  

被ばく時間の制限（8.5）  

遮へいの使用および遮へい技術（8.6-8.7）  

管理区域と監視区域（8.8-8.12）  

9. 緊急時対応  

一般（9.1-9.3）  

緊急時計画（9.4）  

緊急事態のための準備（9.5-9.9）  

10. 教育訓練  

教育訓練の必要性（10.1-10.4）  

具体的な教育訓練と段階的手法（10.5-10.6）  

11. 放射性物質の安全輸送のための管理システム  

一般（11.1）  

管理システム（11.2-11.4）  

参考資料  
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付属 I：放射線防護計画の一般例  

付属 II：放射性医薬品の輸送に係る放射線防護計画の特定の事例  

付属 III：航空貨物運搬人に係る放射線防護計画の特例  

付属Ⅳ：工業用ラジオグラフィー関係組織用放射線防護計画の具体例  

付属 V：公共機関に対する放射線防護計画の具体例  

付属 VI：放射線防護計画の評価  

付属 VII：IAEA 放射性物質安全輸送規則（2005 年版）、 IAEA 安全基準シリーズ No. 

TS-R-1 からの抜粋  

付属 VIII：輸送指数当たりの総線量の例  

付属 IX：海上輸送放射線防護のための隔離要件  

付属 X：道路輸送用チェックリストの例  

付属 XI：車両運転手用の放射線防護および緊急時対応指示書の例  
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２．２ 核燃料輸送物等の規制高度化検討 

放射性物質輸送のリスク評価への取り組みに係る構想検討として、平成２０年度に実施すべき

計画について検討した。 

（１）放射性物質輸送に係るリスク評価手法の検討 

 ① 背景等 

IAEA の放射性物質安全輸送規則 TS-R-1 には、輸送中の安全を確保するための要件が定めら

れるとともに、この要件への適合性を決定論的条件に基づく試験等によって実証することが求め

られている。一方最近の動向として、原子炉施設以外でも多くの分野で確率論的なリスク評価手

法の整備が進んでおり、核燃料サイクル施設や化学工場等を対象にして、リスク評価手法を取入

れた安全規制が進みつつある。また、米国を中心に諸外国では放射性物質輸送におけるリスク評

価について関心が高まっているが、国内でも一般の危険物を対象に、道路輸送のリスクアセスメ

ント手法の開発に取り組まれているとともに、国際海事機関（IMO）における総合安全評価 FSA

（Formal Safety Assessment）の導入に伴い、船舶設計へのリスク評価手法の取入れもなされて

いる。さらに国内では、確率論的地震ハザード解析技術の進歩に伴い、その活用も図られるよう

になっている。 

我が国では今後、核燃料サイクルの進展によって核燃料物質の輸送量が増大し、かつ多様化す

るため、更なる安全性を確保するための手段として、確率論的な手法等によるリスク評価が実施

可能となるよう、手法の整備を行っていく必要がある。 

本件は、確率論的な手法を含む輸送のリスク評価手法を整備し、基盤技術として関係者に提供

することにより多岐にわたる利用を可能とし、種々の異なる条件についてのリスクを定量的に比

較評価することにより、輸送安全の更なる向上を図ることを目的とする。 

決定論的な手法に加えて確率論的な視点等を加えた多角的評価が可能となれば、更なる安全性

の向上に資することができる。特に、従来の規制における保守性の程度を明らかにできれば、制

度の適切な見直し等を行うことが可能となり、より安全で合理的な規制の実現が図れる。 

 ② 平成２０年度の計画 

・ 前提条件の整理 

国内外における、放射性物質輸送のリスク評価への取り組み状況調査を実施する。調査

の対象には、過去に開催された「放射性物質輸送容器及び輸送に関する国際会議

（PATRAM）」での発表内容を含める。また開始するにあたり、放射性物質輸送に係る課

題を網羅的に抽出し、取り組みの優先度を明確化する。そのため、抽出されたリスク評価
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の課題について、有効性とニーズ（重要度）を指標としてマトリクス的な評価を行う。こ

の評価結果を受けて輸送におけるリスクの定義を定め、評価の対象を明確にする。 

・ 基礎データの整備計画 

輸送のリスク評価に必要な人口統計、交通統計、気象統計、地震統計、地理情報システ

ム、健康・社会関連統計等の既存のデータベースについて調査し、利用可能なものとのリ

ンクの構想について検討する。またこれら以外の、放射性物質輸送事象データ（輸送事故

統計に基づく過酷度や頻度等）、被ばく影響データ及び輸送物の応答データ（損傷状態、放

射線量率変化、物質放出挙動等）など輸送特有の基礎データを対象に、整備の計画を立案

する。なお、これらのデータの整備において、データの質や量が不十分な場合に専門家判

断に基づいてデータを設定する場合が考えられるので、それを区別して取扱えるようにす

る。 

・ 放射線の影響に係る検討 

放射性物質輸送のリスク評価に際し、放射線の影響をどのように考慮するか検討する。

検討に際しては、国際放射線防護委員会（ICRP）での最新の知見、米国連邦指針報告書

No.13(1999)等を参考にするものとする。また以下を調査の対象に含める。 

－ 集団線量評価に係る極低線量域の扱い等、健康損害を算定するうえでの留意点 

－ 大気中に放出された放射性物質の影響検討範囲を設定するうえでの留意点 

－ 線量換算係数を求めるための数学ファントム（MIRD ファントム、ボクセルファント

ム等）とそのリスク評価における活用方策 

－ IAEA から出版された「放射性物質の危険数量(D 値) EPR-D-VALUES 2006」に記さ

れた確定的影響に係る D1 値及び D2 値並びに「放射性物質安全輸送規則 TS-R-1」に記

された確率的影響に係る A１値及び A2値のリスク評価指標としての活用方策 

－ 確定的影響に係るしきい値及び半数致死線量並びに確率的影響に係る被ばく誘発生涯

がんリスク（死亡、罹患、寿命損失）のリスク評価指標としての活用方策 

・ リスク評価手法の整備計画 

放射性物質輸送リスクの評価対象毎に、評価に用いる方法と判断の指標を、簡易評価及

び詳細評価各々について設定する。 

簡易評価手法は、重点評価対象を選定するために用いることを想定する。簡易評価の調

査対象には、米国でウラン加工施設の評価に用いられている総合安全解析（Integrated 

Safety Analysis：ISA）における方法や指標を含める。 
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詳細評価手法は、リスクを定量化するために用いることを想定する。詳細評価の調査対

象には、放射性物質の輸送リスク評価を行うために米国で開発され改良が続けられている

RADTRAN、IAEA で RADTRAN を基に整備された INTERTRAN-2、米国で開発され放

出放射性物質の移流拡散を解析する MACCS2、米国で開発され竜巻による飛来物のリス

ク評価を行う TORMIS、国内で開発された地震ハザード解析システム及び国内で船舶設計

のリスク評価向けに開発された MSES（Marine Safety Evaluation System）を含めるも

のとする。 

これら既存の輸送リスク評価手法についての調査結果を検討することにより、国内での

輸送実態に適した手法の整備方針について提案する。なお、輸送前及び輸送中に行われる

安全性向上施策（発送前の運搬物確認の実施、隊列輸送の実施等）や、緊急時対応準備の

充実化等によって達成されるリスクの低減効果を、評価結果に反映するための方策を検討

する。さらに、輸送事象の発生により立ち入れなくなる等の、社会的損失を評価結果に反

映するための方策を検討する。 

・ 輸送事故シナリオ分析の検討 

イベントツリー等の作成に利用可能な、既存の作業支援ツールに係る調査を行う。また、

輸送物に係る事故の原因とその進展を分析し、放射性物質輸送に潜在する事故シナリオを

体系的に整理する。ここで事故に伴う輸送物の損傷、放射性物質の漏洩、線量の増加、人

命への影響等について考慮を行う。 

検査項目等の安全を担保する事項が、事故に対してどのような防護として機能している

かを分析した上で、事故に対する安全確保機能及び防護機能を体系的に整理する。また国

際原子力事象評価尺度（INES）の判断基準をシナリオ分析に利用する方策等について検

討する。 

 

（２）放射性物質の副次的危険性に係るリスク評価の検討 

 ① 背景等 

危険物の輸送は、国際連合の経済社会理事会（ECOSOC）が発行する「危険物輸送の国連勧告

（オレンジブック）」を各国が国内の規則に取入れ、これに従って規制が実施されている。オレン

ジブックでは、危険物を火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質及び有機過

酸化物、毒性及び感染性病原物質、放射性物質、腐食性物質並びにその他の有毒性物質の９種類

に分類し、各々が守るべき要件を定めている。オレンジブックの一部となる放射性物質について
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は、IAEA にその策定が委ねられており、「放射性物質安全輸送規則（TS-R-1）」として発行され

ている。この TS-R-1 の中では、放射性物質が有する危険性として放射性及び核分裂性に加えて、

爆発性、可燃性、自然発火性、化学的毒性及び腐食性といった他の危険な性質（副次的危険性）

への考慮が求められている。IAEA の指針文書「放射性物質を伴う輸送事故の緊急時対応計画の

策定と準備（TS-G-1.2）」では、これらの性質を有する放射性物質の例として、高い化学的毒性

を有する六ふっ化ウラン等、即発的な燃焼（酸化）が起こりやすい細粉状あるいは切削状の金属

トリウムや金属ウラン等、放射性酸化剤である硝酸ウラニルや硝酸トリウム等、放射性腐食溶液

である硝酸ウラニル等及び圧縮放射性気体をあげている。また ECOSOC では、化学物質につい

て国際的な管理を行うべく「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（パープルブック）」

を発行して 2008 年中に完全実施することを勧告している。さらに欧州連合では、人の健康及び

環境の保護を目的に「化学物質の登録、評価、許可、制限に関する総合的な規制制度（REACH）」

を定め、2008 年 6 月から段階的に適用を開始しており、化学物質が有する危険性への関心が世

界的に高まっている。 

TS-R-1 が求めている放射性物質が有する副次的危険性に対する考慮については、輸送物（放射

性物質が収納された輸送容器）を輸送する際のリスクを定量的に評価し、リスクの大きさに応じ

て対応を図ることが合理的であり、評価に必要な手法（評価方法及び指標）や基礎データについ

て調査が必要である。 

放射性物質が有する副次的危険性のリスク評価に必要な手法（評価方法及び指標）や基礎デー

タについて調査し、リスクの定量的な比較評価に役立てることを目的とする。 

副次的危険性を有する放射性物質の輸送リスクを明らかにすることにより、そのリスクに応じ

た対応を図ることが可能となるため、より安全で合理的な放射性物質輸送の実現が達成される。 

 ② 平成２０年度の計画 

・ リスク評価への取り組み状況の調査 

化学工場や一般の危険物輸送等で行われているリスク評価について国内外の調査を行う。

調査の対象には、化学物質による物理的影響リスクや健康影響リスクの評価等を行うため

の ChemPHESA21、化学物質による暴露評価を行うため大気中の拡散について解析する

ための ADMER、大気中のガウス型拡散（パフ、プルーム）に加えて地表付近の建物等の

影響を考慮できる METI-LIS 及び損失余命を尺度としてリスク評価を行う支援ツール

RiskCaT-LLE 等を含める。また、地理情報システム GIS 等を活用した一般の危険物輸送

に係るリスクアセスメント手法について調査を行う。これらの調査結果を基に、各手法を
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放射性物質の副次的危険性のリスク評価へ適用する方策等について検討を行う。 

・ リスク評価対象物質の選定とその輸送実態の把握 

副次的危険性を有する放射性物質輸送と、一般の危険物輸送のリスクを比較評価するた

め、対象物質の選定を行う。 

副次的危険性を有する放射性物質については、網羅的な調査により特徴的なものを一次

選定する。また、比較の対象とする一般の危険物については、消防法、毒物及び劇物取締

法、高圧ガス保安法、火薬類取締法、道路法等に記載のある危険物を検討の対象とし、物

理的リスクと健康影響リスク各々について調査する。物理的リスクについては、輸送容器

の要件を定めたオレンジブック（UNRTDG）の容器等級番号等を参考に、代表的と思わ

れる物質を一次選定する。健康影響リスクについては、確定的影響に係るしきい値（TLV：

週 40 時間許容値（TWA）、短期的暴露限度（STEL）等）又は急性毒性（半数致死量（LD50）、

半数致死濃度（LC50）、世界調和システム（GHS）分類等）、確率的影響に係る発がん性

指標（日本産業衛生学会（JSOH）の分類、米国産業衛生専門家会議８ACGIH）の分類、

国際がん研究機関（IARC）の分類、米国環境保護庁（USEPA）の分類、欧州連合（EU）

の分類、米国毒性プログラム（NTP）の分類、世界調和システム（GHS）分類等）、輸送

容器の要件を定めたオレンジブック（UNRTDG）の容器等級番号等を参考に、代表的と

思われる物質を一次選定する。 

これら一次選定された副次的危険性を有する放射性物質及び一般の危険物について、輸

送実態（輸送容器仕様、輸送方法、単位輸送量、輸送頻度等）を調査し、比較対象物質の

二次選定を行う。一次選定後の調査等により必要と判断された場合には、二次選定評価対

象物質に適宜追加を行う。 

・ リスク評価指標に係る情報の収集と整理 

放射性物質が有する副次的危険性及び一般の危険物が有する物理的リスクや健康リスク

を評価するため、危険物の性質やリスク評価の指標に係る有用な情報を収集し整理する。

調査の対象は前項で二次選定された物質とし、確定的影響に係る無毒性量（NOAEL：No 

Observed Adverse Effect Level）、許容１日摂取量（ADI：Acceptable Daily Intake）、

耐用 1 日摂取量（TDI：Tolerable Daily Intake）、参照用量（RfD：Reference Dose）、不

確実係数（UF：Uncertainty Factor）、不確実係数積（UFｓ：Uncertainty Factors）、ハ

ザード比（HQ：Hazard Quotient）、暴露マージン（MOE ：Margin of Exposure）等、

確率的影響に係る実用安全用量（VSD：Virtually Safe Dose）、損失余命（LLE：Loss of Life 
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Expectancy）、ユニットリスク等を含めて調査を行う。 

危険物輸送のリスク評価に係る統一的な指標について調査を行う。調査の対象には生活

の質によって補正した生存年（QALY：Quality Adjusted Life Years）及び障害の程度に

より補正した生存年（DALY：Disability Adjusted Life Years）並びに経済的指標等を含

める。 

放射線の影響や化学物質としての影響が重畳する場合、その評価方法について配慮すべ

き事項があるかどうか調査を行う。 

・ 基礎データの整備計画 

副次的危険性を有する放射性物質及び一般の危険物の中から選定されたリスク評価対象

物質について、物理的及び化学的性質、危険有害性情報、組成成分情報、緊急時措置や注

意事項等に係る利用可能な国内外のデータベースについて調査する。また、一般の危険物

に係る輸送中（道路及び海上）の事故統計データベース等の所在を調査する。なお、これ

らの既存のデータベースとのリンクの構想について検討を行う。 

放射性物質の副次的危険性については、爆発性、可燃性、自然発火性、化学的毒性及び

腐食性を調査範囲に含めるとともに、リスク評価に必要となる基礎データが不足している

場合、データの採取計画を含めデータ整備の計画を立案する。 

一般の危険物については燃焼や爆発等による物理的リスクと、直接暴露又は間接暴露に

よる被ばくが与える健康影響リスクを調査の範囲に含める。
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３． 結論 

平成１９年度放射性物質の国際輸送に係る技術的動向調査を行った。その結論は以下のように

まとめられる。 

① TS-R-1 の 2009 年版改定に係る、国連と IAEA との間で行われた検討会合の内容について

調査を行った。その結果、国連勧告と TS-R-1 との間で整合を計るべき具体的な内容が明確

化され、IAEA から提案された改定原稿のレビューにおいて、我が国の対処方針策定に役立

てられた。 

TS-R-1 の 2011 年改定に関しては、各国から提案された課題について調査し、提案内容の

把握と対処方針の策定に役立てられた。また各提案について、TRANSSC での採否の状況及

び課題の解決へ向けた専門家会合や技術会合等の設定状況について調査し、我が国からも参

画すべきテーマの選定に役立てられた。 

② 平成１９年度に IAEA で開催された２回の TRANSSC の状況について調査を行い、IAEA

での指針文書の策定状況や各国での輸送安全に係る最新の取り組み状況等、国際的な動向把

握を行い、今後の我が国の取り組み方針策定に役立てられた。 

③ 輸送安全の向上に繋がる事項の調査として、IAEA の TS-G-1.3「放射性物質の輸送に関す

る放射線防護計画」の仮訳を作成し、内容の関係者への周知を図った。また TS-R-1 の 2005

年版及び TS-G-1.2「放射性物質が関与する輸送事故の緊急時対応の計画と準備」について国

内へ広く内容の周知をはかるため、IAEA との契約に基づく邦訳版の出版へ向け、仮訳版の

品質向上を図った。 

 ④ 核燃料輸送物等の規制高度化検討として、放射性物質輸送のリスク評価への取り組みに係

る構想検討を行い、「放射性物質輸送に係るリスク評価手法の検討」及び「放射性物質の副次

的危険性に係るリスク評価の検討」の 2 件を平成２０年度に実施すべく実施計画をまとめた。 
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2
.7

.2
 

2
.7

.1
.2

 
 

 

2
1
6
 

2
.7

.2
 

2
.7

.1
.2

 

汚
染

は
物

質
の

分
類

（
S
C

O
）
に

お
い

て

使
用

さ
れ

る
。

 

 
 

2
1
7
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

2
1
8
 

2
.7

.2
 

1
.2

.1
 

 
 

 

2
1
9
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

2
2
0
 

2
.7

.2
 

1
.2

.1
 

 
 

 

2
2
1
 

2
.7

.2
 

1
.2

.1
 

 
 

 

2
2
2
 

2
.7

.2
 

2
.7

.1
.3

 
 

 
 

2
2
3
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

。
た

だ

し
、

小
型

貨
物

コ

ン
テ

ナ
を

1
.2

.1

に
移

動
す

る
。

 

U
N

を
採

用
し

密
閉

特
性

を
6
2
7

に
追

加

す
る

。
U

N
第

7
部

を
変

更
し

C
S
C

に
言

及
す

る
。

 

貨
物

コ
ン

テ
ナ

と
は

、
永

久
的

な
特

性
を

有
し

、
従

っ
て

繰
り

返
し

使
用

に
十

分
耐

え
ら

れ
る

ほ
ど

強
固

で
あ

り
、

特
に

途
中

の
積

み
替

え
な

し
に

一
つ

又
は

そ
れ

以

上
の

輸
送

モ
ー

ド
に

よ
っ

て
物

品
の

輸
送

を
容

易
に

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
た

、
す

な
わ

ち
、

確
実

に
固

定
さ

れ
及

び
／

又
は

容
易

に
取

り
扱

え
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
、

貨
物

コ
ン

テ
ナ

と
は

、
永

久
的

な
特

性
を

有
し

、
従

っ
て

繰
り

返
し

使
用

に
十

分
耐

え
ら

れ
る

ほ
ど

強
固

で
あ

り
、

特
に

途
中

の
積

み
替

え
な

し
に

一
つ

又
は

そ
れ

以

上
の

輸
送

モ
ー

ド
に

よ
っ

て
物

品
の

輸
送

を
容

易
に

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
た

、
す

な
わ

ち
、

確
実

に
固

定
さ

れ
及

び
／

又
は

容
易

に
取

り
扱

え
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
、
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そ
の

た
め

の
装

置
を

備
え

て
い

る
、

輸
送

設
備

の
一

つ
を

い
う

。
「
貨

物
コ

ン
テ

ナ
」

と
い

う
用

語
に

は
、

車
両

も
輸

送
容

器
も

含
ま

れ
な

い
。

た
だ

し
、

車
台

に
載

せ
て

運
搬

さ
れ

る
貨

物
コ

ン
テ

ナ
は

含
ま

れ

る
。

ク
ラ

ス
7

物
質

の
輸

送
の

場
合

、
貨

物
コ

ン
テ

ナ
は

輸
送

容
器

と
し

て
用

い
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

小
型

貨
物

コ
ン

テ
ナ

と
は

、
ど

の
外

の
り

寸
法

も
1
.5

m
未

満
で

あ
る

も
の

、
又

は
、

内
容

積
が

3
m

3
以

下
で

あ
る

も
の

の
い

ず
れ

か
で

あ
る

。
そ

れ
以

外
の

貨
物

コ
ン

テ
ナ

は
大

型
貨

物
コ

ン
テ

ナ
と

考
え

ら
れ

る
。

 

そ
の

た
め

の
装

置
を

備
え

て
い

る
、

輸
送

設
備

の
一

つ
を

い
う

。
「
貨

物
コ

ン
テ

ナ
」

と
い

う
用

語
に

は
、

車
両

も
輸

送
容

器
も

含
ま

れ
な

い
。

た
だ

し
、

車
台

に
載

せ
て

運
搬

さ
れ

る
貨

物
コ

ン
テ

ナ
は

含
ま

れ

る
。

貨
物

コ
ン

テ
ナ

は
輸

送
容

器
と

し
て

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

小
型

貨
物

コ
ン

テ
ナ

と
は

、
ど

の
外

の
り

寸
法

も
1
.5

m
未

満
で

あ
る

も
の

、
又

は
、

内
容

積
が

3
m

3
以

下
で

あ
る

も
の

の
い

ず
れ

か
で

あ
る

。
そ

れ
以

外
の

貨
物

コ
ン

テ
ナ

は
大

型
貨

物
コ

ン
テ

ナ
と

考
え

ら
れ

る
。

 

2
2
4
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
小

項
（
c
）
中

の
「
性

能
」
及

び
小

項
（
d
）
を

削
除

す
る

。
 

2
2
5
 

2
.7

.2
 

2
.7

.1
.3

 
 

 
 

2
2
6
 

2
.7

.2
及

び

2
.7

.3
 

2
.7

.1
.3

及
び

2
.7

.2
.3

.1
.2

 

 
2
.7

.3
.1

を
2
.7

.1
.3

の
参

照
事

項
に

移
動

す
る

。
2
.7

.3
.1

の
保

留
残

余
部

分
を

2
.7

.2
.3

.1
.2

に
移

動
す

る
。

 

 

2
2
7
 

2
.7

.2
 

2
.7

.1
.3

 
 

 
 

2
2
8
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

2
2
9
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
U

N
の

本
文

を
採

用
す

べ
き

で
あ

る
が

、

5
.1

.2
.1

へ
の

言
及

を
追

加
し

、
ま

た
2
0
0
7

年
版

IA
E
A

の
5
3
6

に
5
.1

.2
.1

を
追

加
す

る
。

 

5
.1

.2
.1

に
、

5
.2

.2
.1

.1
2

へ
の

言
及

を
追

加
す

る
。

 

U
N

本
文

を
採

用
し

、
2
0
0
7

年
版

IA
E
A

の
5
3
6

に
5
.1

.2
.1

を
追

加
す

る
。

 

2
3
0
 

2
.7

.2
 

1
.2

.1
 

4
.1

.9
.1

.1
 

U
N

を
採

用
し

、
リ

ス
ト

を
2
.7

.2
か

ら

4
.1

.9
.1

.1
に

移
動

す
る

。
 

2
.7

.2
の

参
照

事
項

を
削

除
し

、
リ

ス
ト

を

4
.1

.9
.1

.1
に

移
動

す
る

。
 

U
N

の
定

義
を

1
.2

.1
か

ら
採

用
す

る
。

 

2
3
1
 

2
.7

.2
 

1
.2

.1
 

軽
微

な
変

更
を

加
え

て
U

N
を

採
用

す
る

こ
と

に
よ

り
定

義
を

調
和

化
す

る
。

 

輸
送

容
器

と
は

、
密

封
そ

の
他

の
安

全

機
能

を
果

た
す

1
個

又
は

そ
れ

以
上

の

容
器

、
並

び
に

容
器

が
こ

れ
ら

の
機

能
を

輸
送

容
器

と
は

、
密

封
そ

の
他

の
安

全

機
能

を
果

た
す

1
個

又
は

そ
れ

以
上

の

容
器

、
並

び
に

容
器

が
こ

れ
ら

の
機

能
を

付 1-3 



果
た

す
の

に
必

要
な

そ
の

他
の

構
成

要

素
又

は
材

料
を

い
う

。
 

果
た

す
の

に
必

要
な

そ
の

他
の

構
成

要

素
又

は
材

料
を

い
う

。
（
残

り
は

ガ
イ

ダ
ン

ス
に

移
動

）
 

2
3
2
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

2
3
3
 

2
.7

.2
 

1
.2

.1
 

 
 

 

2
3
4
 

1
.1

.2
.2

.1
 

1
.5

.2
.1

 
 

 
 

2
3
5
 

2
.7

.2
 

1
.2

.1
 

 
 

 

2
3
6
 

2
.7

.1
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

2
3
7
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

2
3
8
 

1
.1

.2
.4

.1
 

1
.5

.4
.1

 
 

 
 

2
3
9
 

2
.7

.2
は

（
2
.7

.4
.1

）
に

ま

で
言

及
。

 

2
.7

.1
.3

 
 

2
.7

.2
に

2
3
9

か
ら

定
義

を
使

用
す

る
。

IA
E
A

の
6
0
2

及
び

6
0
4

は
2
.7

.4
.1

に
と

ど
ま

る
。

 

 

2
4
0
 

2
.7

.2
 

2
.7

.1
.3

 
 

 
 

2
4
1
 

2
.7

.5
は

（
2
.7

.2
）
に

ま

で
言

及
。

 

2
.7

.1
.3

及
び

2
.7

.2
.3

.2
 

 
2
.7

.5
の

最
初

の
文

を
2
.7

.1
.3

の
参

照
事

項
に

移
動

す
る

。
残

余
部

分
を

2
.7

.2
.3

.2

に
移

動
す

る
。

 

 

2
4
2
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
タ

ン
ク

と
は

、
ク

ラ
ス

2
物

質
の

輸
送

に
使

用
さ

れ
る

場
合

に
あ

っ
て

4
5
0

リ
ッ

ト
ル

以

上
の

容
量

を
有

す
る

、
固

体
、

液
体

又
は

気
体

を
収

納
す

る
た

め
の

タ
ン

ク
コ

ン
テ

ナ
、

道
路

タ
ン

ク
車

両
、

鉄
道

タ
ン

ク
貨

車
又

は
容

器
を

含
む

、
可

搬
性

の
タ

ン
ク

を
い

う
。

 

2
4
3
 

2
.7

.2
 

1
.2

.1
 

 
 

 

2
4
4
 

2
.7

.2
 

2
.7

.1
.3

 
こ

れ
は

物
質

の
分

類
で

あ
る

。
 

 
 

2
4
5
 

2
.7

.2
 

2
.7

.1
.3

 
こ

れ
は

物
質

の
分

類
で

あ
る

。
 

 
 

2
4
6
 

2
.7

.2
 

2
.7

.1
.3

 
こ

れ
は

物
質

の
分

類
で

あ
る

。
 

 
 

2
4
7
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 

2
4
8
 

1
.2

.1
 

変
更

な
し

 

 

 
 

3
0
1
 

1
.1

.2
.2

.3
 

1
.5

.2
.2
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3
0
2
 

1
.1

.2
.2

.1
.2

 
1
.5

.2
.3

 
 

 

3
0
3
 

1
.1

.2
.2

.5
 

1
.5

.2
.4

 
 

 

 

3
0
4
 

序
章

1
6

項
 

1
.5

.2
.5

 

た
だ

し
、

1
6

項

の
最

初
の

部
分

は
そ

の
ま

ま
残

す
。

 

IA
E
A

の
3
0
2

で
要

求
さ

れ
て

い
る

。
 

放
射

性
物

質
の

輸
送

中
の

事
故

又
は

異

常
事

象
の

場
合

に
は

、
関

連
す

る
国

内

機
関

及
び

／
又

は
国

際
機

関
に

よ
っ

て

定
め

ら
れ

た
緊

急
時

措
置

が
、

人
、

財
産

及
び

環
境

を
防

護
す

る
た

め
に

遵
守

さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

よ
う

な
措

置
の

た
め

の
適

切
な

指
針

は
、

「
放

射
性

物
質

を
伴

う
輸

送
事

故
の

緊
急

時
対

応

計
画

策
定

と
準

備
」
、

安
全

基
準

シ
リ

ー

ズ
N

o
.T

S
-
G

-
1
.2

（
S
T
-3

）
、

IA
E
A

、

V
ie

n
n
a

に
含

ま
れ

て
い

る
。

 

 

3
0
5
 

X
 

1
.5

.2
.6

 
IA

E
A

の
3
0
2

で
要

求
さ

れ
て

い
る

。
 

緊
急

時
手

順
に

は
、

事
故

の
際

に
運

搬

物
の

収
納

物
と

環
境

と
の

間
の

反
応

に

よ
っ

て
生

じ
る

お
そ

れ
の

あ
る

、
他

の
危

険
な

物
質

の
生

成
を

考
慮

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

 

3
0
6
 

1
.1

.2
.3

.1
 

1
.5

.3
.1

 
 

 
 

3
0
7
 

序
章

1
7

項
 

変
更

な
し

 
 

 
 

3
0
8
 

序
章

1
8

項
 

変
更

な
し

 
 

 
 

3
0
9
 

1
.1

.2
.6

.1
 

1
.5

.6
.1

 
 

 
 

3
1
0
 

1
.1

.2
.4

.2
 

1
.5

.4
.2

 
 

 
 

3
1
1
 

1
.1

.2
.2

.4
 

1
.5

.2
.7

 
 

 
 

3
1
2
 

1
.3

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

3
1
3
 

1
.3

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

X
 

1
.3

.3
 

変
更

な
し

 
 

 
3
1
3
bi

s 
実

施
さ

れ
た

す
べ

て
の

安
全

訓

練
の

記
録

は
、

雇
用

者
が

保
管

し
、

要
求

さ
れ

た
場

合
、

被
用

者
の

閲
覧

に
供

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

3
1
4
 

1
.3

.4
 

変
更

な
し
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4
0
1
 

2
.7

.7
.2

.1
 

2
.7

.2
.2

.1
 

 
 

 

4
0
2
 

2
.7

.7
.2

.2
 

2
.7

.2
.2

.2
 

 
 

 

4
0
3
 

2
.7

.7
.2

.3
 

2
.7

.2
.2

.3
 

 
 

 

4
0
4
 

2
.7

.7
.2

.4
 

2
.7

.2
.2

.4
 

 
 

 

4
0
5
 

2
.7

.7
.2

.5
 

2
.7

.2
.2

.5
 

 
 

 

4
0
6
 

2
.7

.7
.2

.6
 

2
.7

.2
.2

.6
 

 
 

 

4
0
7
 

2
.7

.7
.1

.1
 

2
.7

.2
.4

 
 

 
 

4
0
8
 

2
.7

.7
.1

.2
.1

 
2
.7

.2
.4

.1
.1

 

2
.7

.2
.4

.1
.3

 

 
 

 

4
0
9
 

2
.7

.7
.1

.2
.2

 
2
.7

.2
.4

.1
.6

 
 

 
 

4
1
0
 

1
.1

.1
.6

 b
) 

変
更

な
し

 
 

 
 

4
1
1
 

2
.7

.7
.1

.3
 

X
 

2
.7

.2
.4

.2
及

び
2
.7

.2
.4

.3
は

既
に

こ
れ

を

実
施

し
て

い
る

。
 

 
 

4
1
2
 

2
.7

.7
.1

.3
 

S
P

 X
X
X
 

 
IA

E
A

の
本

文
を

採
用

す
る

。
 

 

4
1
3
 

2
.7

.7
.1

.4
.1

 
2
.7

.2
.4

.4
 

 
 

 

4
1
4
 

2
.7

.7
.1

.4
.2

 
2
.7

.2
.4

.4
 

 
 

 

4
1
5
 

2
.7

.7
.1

.5
.1

 
2
.7

.2
.4

.6
.1

 

2
.7

.2
.4

.6
.2

 

 
 

 

4
1
6
 

2
.7

.7
.1

.5
.2

 
S
P

 Y
Y
Y
 

 
IA

E
A

の
本

文
を

採
用

す
る

。
 

 

4
1
7
 

2
.7

.7
.1

.6
 

2
.7

.2
.4

.6
.3

 
 

 
 

4
1
8
 

2
.7

.7
.1

.7
 

4
.1

.9
.Z

 
 

 
 

4
1
9
 

2
.7

.7
.1

.8
 

2
.7

.2
.4

.5
.1

 
 

 
 

5
0
1
 

5
.1

.5
.1

.1
 

4
.1

.9
.1

.6
 

 
 

 

5
0
2
 

5
.1

.5
.1

.2
 

4
.1

.9
.1

.7
 

 
 

 

5
0
3
 

4
.1

.9
.1

.3
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
0
4
 

5
.1

.3
.2

 

4
.2

.1
.1

6
 

変
更

な
し

 
5
.1

.3
.2

に
「

輸
送

容
器

」
を

追
加

し
、

4
.2

.1
.1

6
を

削
除

す
る

。
 

放
射

性
物

質
の

輸
送

に
使

用
す

る
輸

送

容
器

は
、

ベ
ー

タ
及

び
ガ

ン
マ

放
射

体
並

び
に

低
毒

性
ア

ル
フ

ァ
放

射
体

に
つ

い
て

は
0
.4

B
q/

c
m

2
、

そ
の

他
す

べ
て

の
ア

ル

フ
ァ

放
射

体
に

つ
い

て
は

0
.0

4
B

q/
c
m

2

の
レ

ベ
ル

未
満

に
除

染
さ

れ
て

い
な

け

放
射

性
物

質
の

輸
送

に
使

用
す

る
輸

送

容
器

は
、

ベ
ー

タ
及

び
ガ

ン
マ

放
射

体
並

び
に

低
毒

性
ア

ル
フ

ァ
放

射
体

に
つ

い
て

は
0
.4

B
q/

c
m

2
、

そ
の

他
す

べ
て

の
ア

ル

フ
ァ

放
射

体
に

つ
い

て
は

0
.0

4
B

q/
c
m

2

の
レ

ベ
ル

未
満

に
除

染
さ

れ
て

い
な

け
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れ
ば

、
他

の
物

品
の

保
管

又
は

輸
送

に

使
用

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

れ
ば

、
他

の
物

品
の

保
管

又
は

輸
送

に

使
用

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

5
0
5
 

X
 

変
更

な
し

 
 

 
5
0
5

を
削

除
し

、
5
0
5
.1

を
専

用
積

載
の

定

義
に

追
加

す
る

。
 

5
0
6
 

X
 

変
更

な
し

 
モ

デ
ル

規
則

の
7
.1

.2
.1

は
同

等
で

あ
る

。
 

 

5
0
7
 

4
.1

.9
.1

.5
 

1
.1

.2
.5

.1
 

2
.0

.3
 

4
.1

.9
.1

.5
 

1
.5

.5
.1

 

2
.0

.3
 

 
 

 

5
0
8
 

4
.1

.9
.1

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
0
9
 

4
.1

.9
.1

.4
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
1
0
 

7
.1

.8
.5

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
1
1
 

7
.1

.8
.5

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
1
2
 

7
.1

.8
.5

.3
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
1
3
 

7
.1

.8
.5

.4
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
1
4
 

7
.1

.8
.5

.5
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
1
5
 

2
.7

.9
.1

, 

2
.7

.9
.7

 

1
.5

.1
.5

.1
 

1
.5

.1
.5

.2
 

こ
れ

は
U

N
へ

の
移

行
が

難
し

い
条

項
で

あ
り

、
作

業
を

必
要

と
す

る
。

 

 
IA

E
A

は
こ

れ
に

つ
い

て
検

討
す

べ
き

で

あ
る

。
 

5
1
6
 

2
.7

.9
.2

 
2
.7

.2
.4

.1
.2

 
 

 
 

5
1
7
 

2
.7

.9
.3

 
2
.7

.2
.4

.1
.3

 
 

 
第

Ⅳ
章

へ
の

移
動

に
つ

い
て

検
討

す

る
。

 

5
1
8
 

2
.7

.9
.4

 
2
.7

.2
.4

.1
.4

 
 

 
第

Ⅳ
章

へ
の

移
動

に
つ

い
て

検
討

す

る
。

 

5
1
9
 

2
.7

.9
.5

 
2
.7

.2
.4

.1
.6

 
 

 
第

Ⅳ
章

へ
の

移
動

に
つ

い
て

検
討

す

る
。

 

5
2
0
 

2
.7

.9
.6

 
2
.7

.2
.4

.1
.5

 
 

 
第

Ⅳ
章

へ
の

移
動

に
つ

い
て

検
討

す

る
。

 

5
2
1
 

4
.1

.9
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
2
2
 

4
.1

.9
.2

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
2
3
 

4
.1

.9
.2

.3
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
2
4
 

4
.1

.9
.2

.4
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
2
5
 

7
.1

.8
.2

 
変

更
な

し
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5
2
6
 

2
.7

.6
.1

.1
 

5
.1

.5
.X

 
 

 
 

5
2
7
 

2
.7

.6
.1

.2
 

5
.1

.5
.X

 
 

 
 

5
2
8
 

2
.7

.6
.2

.1
 

6
.4

.1
1
.1

3
 

 
 

5
2
8

は
6
8
1

及
び

6
8
2

に
直

接
関

連
し

て

お
り

、
IA

E
A

は
こ

れ
ら

を
一

緒
に

移
動

す

る
こ

と
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
 

5
2
9
 

2
.7

.6
.2

.2
 

5
.1

.5
.X

 
 

 
 

5
3
0
 

2
.7

.8
.1

 
4
.1

.9
.Y

.1
 

 
 

 

5
3
1
 

2
.7

.8
.2

 
4
.1

.9
.Y

.2
 

 
 

 

5
3
2
 

2
.7

.8
.3

 
4
.1

.9
.Y

.3
 

 
 

 

5
3
3
 

2
.7

.8
.4

 
5
.1

.5
.X

 
 

 
 

5
3
4
 

2
.7

.8
.5

 
2
.7

.2
.4

.6
 

 
 

 

5
3
5
 

5
.2

.1
.5

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
3
6
 

5
.2

.1
.5

.2
 

5
.2

.1
.5

.2
 

5
.2

.1
.1

 

モ
デ

ル
規

則
に

は
T
S
-
R

の
本

文
に

あ
る

郵
便

に
よ

る
再

輸
送

が
な

い
。

 

既
に

5
.2

.1
.1

で
扱

わ
れ

て
い

る
5
.2

.1
.5

.2

の
最

初
の

文
章

を
削

除
す

る
。

適
用

除

外
輸

送
物

の
場

合
に

は
、

輸
送

物
固

有

の
名

称
の

表
示

は
要

求
さ

れ
な

い
。

 

適
用

除
外

輸
送

物
以

外
の

各
輸

送
物

に

つ
い

て
は

、
輸

送
容

器
の

外
側

に
「
U

N
」

の
文

字
を

先
頭

に
し

た
国

連
番

号
（
第

Ⅷ

表
参

照
）
及

び
輸

送
物

固
有

の
名

称
（
第

Ⅷ
表

参
照

）
が

読
み

や
す

く
、

か
つ

消
え

な
い

よ
う

に
表

示
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

適
用

除
外

輸
送

物
の

場
合

に
は

、

輸
送

物
固

有
の

名
称

の
表

示
は

要
求

さ

れ
な

い
。

郵
便

に
よ

る
国

際
輸

送
の

た
め

に
受

理
さ

れ
た

輸
送

物
に

つ
い

て
は

、

5
8
1

項
の

要
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

5
3
7
 

5
.2

.1
.5

.3
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
3
8
 

5
.2

.1
.5

.4
 

変
更

な
し

 
 

 
IA

E
A

は
、

輸
送

物
の

型
が

変
わ

る
状

況

に
言

及
し

て
、

表
示

の
問

題
を

検
討

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
 

5
3
9
 

5
.2

.1
.5

.5
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
4
0
 

5
.2

.1
.5

.6
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
4
1
 

5
.2

.1
.5

.7
 

変
更

な
し

 
 

 
 

 
 

 
U

N
標

識
は

IA
E
A

標
識

と
異

な
る

。
 

図
7
B

、
7
C

、
7
E

は
IA

E
A

と
同

様
に

さ
れ
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る
べ

き
で

あ
る

（
輸

送
指

数
の

枠
内

に
数

字
用

の
余

白
）
。

 

5
4
2
 

5
.2

.2
.1

.1
2
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
4
3
 

5
.2

.2
.1

.1
2
.1

 
変

更
な

し
 

 
拡

大
し

た
標

識
が

5
.3

.1
.1

.5
.1

に
従

っ
て

使
用

さ
れ

る
場

合
を

除
き

、
 

 

5
4
4
 

5
.2

.2
.1

.1
2
.2

 
変

更
な

し
 

 
（
d
）
 

輸
送

指
数

：
 

2
.7

.6
.1

.1
項

及
び

2
.7

.6
.1

.2
項

に
従

っ
て

決
定

さ
れ

る
数

。

（
輸

送
指

数
の

記
入

は
第

Ⅰ
類

－
白

に

は
不

要
で

あ
る

。
）
 

（
d
）
 

輸
送

指
数

： 
5
26

項
及

び
5
2
7

項

に
従

っ
て

決
定

さ
れ

る
数

。
（
輸

送
指

数

の
記

入
は

第
Ⅰ

類
－

白
に

は
不

要
で

あ

る
。

）
 

5
4
5
 

5
.2

.2
.1

.1
2
.3

 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
4
6
 

5
.2

.2
.1

.1
2
.4

 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
4
7
 

5
.3

.1
.1

.5
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
4
8
 

5
.3

.2
.1

.1
 

(d
) 

(e
) 

5
.3

.2
.1

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
4
9
 

5
.1

.1
.2

 
変

更
な

し
 

文
言

が
両

本
文

で
若

干
異

な
る

。
T
S
-
R

は
「
荷

送
人

の
責

任
」
と

記
載

し
て

お
り

、

モ
デ

ル
規

則
は

「
何

人
も

．
．

．
供

す
る

こ

と
が

で
き

な
い

」
と

し
て

い
る

。
 

 
本

規
則

に
別

段
の

定
め

が
あ

る
場

合
を

除
き

、
何

人
も

、
適

切
に

表
示

、
標

識
及

び
標

札
が

な
さ

れ
、

輸
送

文
書

に
記

載
さ

れ
及

び
証

明
が

な
さ

れ
、

か
つ

、
そ

の
他

の
点

に
お

い
て

、
本

規
則

で
要

求
さ

れ
る

輸
送

の
た

め
の

状
態

に
あ

る
も

の
で

な

い
限

り
、

放
射

性
物

質
を

輸
送

に
供

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

5
5
0
 

5
.4

.1
.5

.7
.1

 

5
.4

.1
.3

 

5
.4

.1
.4

.1
 

変
更

な
し

 
情

報
提

供
の

要
件

と
順

序
が

異
な

る
。

 
 

U
N

の
順

序
を

5
.4

.1
.4

.2
か

ら
採

用
す

る
。

IA
E
A

は
、

情
報

提
供

義
務

の
必

要

性
に

つ
い

て
レ

ビ
ュ

ー
を

検
討

す
る

の
が

よ
い

で
あ

ろ
う

。
 

5
5
1
 

5
.4

.1
.6

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
次

の
U

N
の

宣
言

を
採

用
す

る
。

「
こ

の

運
搬

物
の

収
納

物
は

、
輸

送
物

固
有

の

名
称

に
よ

り
、

上
記

に
、

す
べ

て
正

確
に

記
載

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

該
当

す
る

国
際
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及
び

国
内

の
規

則
に

従
っ

て
分

類
さ

れ
、

梱
包

さ
れ

、
表

示
及

び
標

識
／

標
札

が

な
さ

れ
、

か
つ

、
す

べ
て

の
点

に
お

い

て
、

輸
送

に
適

し
た

状
態

に
あ

る
こ

と
を

こ
こ

に
宣

言
す

る
。

」
 

5
5
2
 

X
 

変
更

な
し

 
モ

デ
ル

規
則

に
は

該
当

し
な

い
。

 
 

IA
E
A

は
こ

の
条

項
の

継
続

的
有

効
性

に

つ
い

て
検

討
す

べ
き

で
あ

る
。

 

5
5
3
 

5
.4

.1
.6

 
変

更
な

し
 

 
 

 

X
 

5
.4

.1
.6

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
IA

E
A

は
U

N
の

条
項

を
5
5
3
bi

s
と

し
て

採
用

す
べ

き
で

あ
る

。
 

X
 

5
.4

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
IA

E
A

は
U

N
の

要
件

を
5
5
3
bi

s＋
1

と
し

て
採

用
す

べ
き

で
あ

る
。

 

5
5
4
 

5
.4

.1
.6

 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
5
5
 

2
.7

.9
.6

 d
) 

変
更

な
し

 
 

 
削

除
 

－
 

既
に

5
2
0
（
d
）
で

扱
わ

れ
て

い
る

。
 

5
5
6
 

5
.4

.1
.5

.7
.2

 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
5
7
 

5
.4

.1
.5

.7
.4

 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
5
8
 

5
.1

.5
.2

.4
 a

) 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
5
9
 

5
.1

.5
.2

.4
 b

) 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
6
0
 

5
.1

.5
.2

.4
 d

) 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
6
1
 

5
.1

.5
.2

.4
 c

) 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
6
2
 

5
.1

.5
.3

.2
 

二
番

目
の

文
を

4
.1

.9
.1

.8
に

 

移
動

。
 

 
 

 

5
6
3
 

7
.1

.8
.1

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
6
4
 

7
.1

.8
.1

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
6
5
 

7
.1

.8
.3

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
6
6
 

7
.1

.8
.3

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
6
7
 

7
.1

.8
.3

.3
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
6
8
 

7
.1

.8
.3

.4
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
6
9
 

7
.1

.8
.4

.1
 

変
更

な
し
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5
7
0
 

7
.1

.8
.4

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
1
 

5
.3

.1
.1

.5
.2

及

び
7
.2

.3
.1

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
2
 

5
.3

.2
.1

.1
及

び

5
.3

.2
.1

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
3
 

7
.2

.3
.1

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
4
 

7
.2

.3
.1

.3
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
5
 

7
.2

.3
.2

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
6
 

7
.2

.3
.2

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
7
 

7
.2

.3
.3

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
8
 

7
.2

.3
.3

.2
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
7
9
 

7
.2

.3
.3

.3
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
8
0
 

1
.1

.1
.6

 
変

更
な

し
 

 
 

 

5
8
1
 

X
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
8
2
 

X
 

変
更

な
し

 
 

 
 

5
8
3
 

7
.1

.8
.6

.1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

6
0
1
 

2
.7

.2
.3

.1
.3

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
0
2
 

2
.7

.4
.1

 
2
.7

.2
.3

.3
.1

 
 

 
 

6
0
3
 

2
.7

.4
.2

 
2
.7

.2
.3

.3
.2

 
 

 
 

6
0
4
 

2
.7

.4
.1

 
2
.7

.2
.3

.3
.1

 
 

 
 

6
0
5
 

2
.7

.1
0
.1

 
2
.7

.2
.3

.4
.1

 

2
.7

.2
.3

.4
.2

 

 
 

 

6
0
6
 

6
.4

.2
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
0
7
 

6
.4

.2
.2

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
0
8
 

6
.4

.2
.3

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
0
9
 

6
.4

.2
.4

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
1
0
 

6
.4

.2
.5

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
1
1
 

6
.2

.4
.6

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
1
2
 

6
.2

.4
.7

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
1
3
 

6
.4

.2
.8

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
1
4
 

6
.4

.2
.9

 
変

更
な

し
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6
1
5
 

6
.4

.2
.1

0
 

変
更

な
し

 
 

 
 

6
1
6
 

6
.4

.2
.1

1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

6
1
7
 

6
.4

.3
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
1
8
 

6
.4

.3
.2

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
1
9
 

6
.4

.3
.3

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
2
0
 

6
.4

.4
 

変
更

な
し

 
 

 
 

6
2
1
 

6
.4

.5
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
2
2
 

6
.4

.5
.2

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
2
3
 

6
.4

.5
.3

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
2
4
 

6
.4

.5
.4

.1
 

変
更

な
し

 
U

N
モ

デ
ル

規
則

に
等

し
い

そ
の

他
の

要

件
を

こ
の

条
項

及
び

以
下

の
条

項
に

移

す
。

 

輸
送

物
は

、
次

の
条

件
の

場
合

、
IP

-
2

型
輸

送
物

と
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
a）

 
6
.4

.5
.1

の
要

件
を

満
足

し
、

 

（
b）

 
本

規
則

の
第

6
.1

章
に

国
連

包
装

等
級

Ⅰ
又

は
Ⅱ

に
つ

い
て

規
定

さ
れ

る

要
件

を
満

足
す

る
よ

う
に

設
計

さ
れ

、
か

つ
、

 

（
c
）
 

国
連

包
装

等
級

Ⅰ
又

は
Ⅱ

に
つ

い

て
第

6
.1

章
で

要
求

さ
れ

る
試

験
を

受
け

た
場

合
、

次
の

こ
と

を
防

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
ⅰ

）
 

放
射

性
収

納
物

の
喪

失
又

は
散

逸
、

及
び

、
 

（
ⅱ

）
 

輸
送

物
の

い
か

な
る

外
表

面
に

お
い

て
も

そ
の

最
大

放
射

線
レ

ベ
ル

の

増
加

が
2
0
%
を

超
え

る
こ

と
 

輸
送

物
は

、
次

の
条

件
の

場
合

、
IP

-2

型
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
a）

 
6
2
1

項
に

定
め

る
IP

-
1

型
の

要
件

を
満

足
し

、
 

（
b
）
 

危
険

物
輸

送
に

関
す

る
国

連
勧

告

［
7
］
の

第
6
.1

章
に

国
連

包
装

等
級

Ⅰ
又

は
Ⅱ

に
つ

い
て

規
定

さ
れ

る
要

件
を

満

足
す

る
よ

う
に

設
計

さ
れ

、
か

つ
、

 

（
c
）
 

国
連

包
装

等
級

Ⅰ
又

は
Ⅱ

に
つ

い

て
要

求
さ

れ
る

試
験

を
受

け
た

場
合

、
次

の
こ

と
を

防
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
ⅰ

）
 

放
射

性
収

納
物

の
喪

失
又

は
散

逸
、

及
び

、
 

（
ⅱ

）
 

輸
送

物
の

外
表

面
に

お
い

て
そ

の
最

大
放

射
線

レ
ベ

ル
の

増
加

が
2
0
%

を
超

え
る

こ
と

 

6
2
5
 

6
.4

.5
.4

.2
 

変
更

な
し

 
T
S
-
R

は
「
タ

ン
ク

コ
ン

テ
ナ

」
に

つ
い

て
、

U
N

モ
デ

ル
規

則
は

「
ポ

ー
タ

ブ
ル

タ
ン

ク
」
に

つ
い

て
言

及
し

て
い

る
。

 

ポ
ー

タ
ブ

ル
タ

ン
ク

も
、

次
の

条
件

の
場

合
、

IP
-2

型
又

は
IP

-3
型

と
し

て
使

用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
a）

 
6
.4

.5
.1

の
要

件
を

満
足

し
、

 

（
b
）
 

本
規

則
の

第
6
.7

章
に

規
定

さ
れ

ポ
ー

タ
ブ

ル
タ

ン
ク

も
、

次
の

条
件

の
場

合
、

IP
-2

型
又

は
IP

-3
型

と
し

て
使

用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
a）

 
6
2
1

項
に

定
め

る
IP

-1
型

の
要

件

を
満

足
し

、
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る
要

件
を

満
足

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
、

か
つ

、
2
6
5
kP

a
の

試
験

圧
力

に
耐

え
る

こ
と

が
で

き
、

か
つ

、
 

（
c
）
 

追
加

的
に

与
え

ら
れ

た
い

か
な

る

遮
へ

い
も

、
取

り
扱

い
及

び
通

常
の

輸
送

条
件

の
結

果
生

じ
る

静
的

及
び

動
的

応

力
に

耐
え

る
こ

と
が

で
き

、
か

つ
、

ポ
ー

タ

ブ
ル

タ
ン

ク
の

い
か

な
る

外
表

面
に

お
い

て
も

そ
の

最
大

放
射

線
レ

ベ
ル

の
増

加

が
2
0
%
を

超
え

る
こ

と
を

防
止

す
る

こ
と

が

で
き

る
よ

う
に

設
計

さ
れ

る
。

 

（
b
）
 

危
険

物
輸

送
に

関
す

る
国

連
勧

告

［
7
］
の

第
6
.7

章
に

規
定

さ
れ

る
要

件
を

満
足

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
、

か
つ

、

2
6
5
kP

a
の

試
験

圧
力

に
耐

え
る

こ
と

が

で
き

、
か

つ
、

 

（
c
）
 

追
加

的
に

与
え

ら
れ

た
い

か
な

る

遮
へ

い
も

、
取

り
扱

い
及

び
通

常
の

輸
送

条
件

の
結

果
生

じ
る

静
的

及
び

動
的

応

力
に

耐
え

る
こ

と
が

で
き

、
か

つ
、

ポ
ー

タ

ブ
ル

タ
ン

ク
の

外
表

面
に

お
い

て
そ

の
最

大
放

射
線

レ
ベ

ル
の

増
加

が
2
0
%
を

超

え
る

こ
と

を
防

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う

に
設

計
さ

れ
る

。
 

6
2
6
 

6
.4

.5
.4

.3
 

変
更

な
し

 
6
2
5

と
し

て
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
し

直
し

、
適

用
す

べ
き

基
準

を
よ

り
明

確
に

す
る

。
 

ポ
ー

タ
ブ

ル
タ

ン
ク

以
外

の
タ

ン
ク

も
ま

た
、

次
の

条
件

の
場

合
、

表
4
.1

.9
.2

.4
に

定
め

ら
れ

る
L
S
A

-Ⅰ
及

び
L
S
A

-Ⅱ
の

液
体

及
び

気
体

の
輸

送
の

た
め

の
IP

-2

型
又

は
IP

-3
型

と
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
a）

 
6
.4

.5
.1

の
要

件
を

満
足

し
、

 

（
b
）
 

危
険

物
輸

送
に

関
す

る
地

域
規

則

又
は

国
内

規
則

に
規

定
さ

れ
る

要
件

を

満
足

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
、

か
つ

、

2
6
5
kP

a
の

試
験

圧
力

に
耐

え
る

こ
と

が

で
き

、
か

つ
、

 

（
c
）
 

追
加

的
に

与
え

ら
れ

た
い

か
な

る

遮
へ

い
も

、
取

り
扱

い
及

び
通

常
の

輸
送

条
件

の
結

果
生

じ
る

静
的

及
び

動
的

応

力
に

耐
え

る
こ

と
が

で
き

、
か

つ
、

タ
ン

ク

の
い

か
な

る
外

表
面

に
お

い
て

も
そ

の

最
大

放
射

線
レ

ベ
ル

の
増

加
が

2
0
%
を

超
え

る
こ

と
を

防
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ

ポ
ー

タ
ブ

ル
タ

ン
ク

以
外

の
タ

ン
ク

も
ま

た
、

次
の

条
件

の
場

合
、

第
Ⅳ

表
に

定

め
ら

れ
る

L
S
A

-Ⅰ
及

び
L
S
A

-Ⅱ
の

液

体
及

び
気

体
の

輸
送

の
た

め
の

IP
-2

型

又
は

IP
-3

型
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
a）

 
6
2
1

項
に

定
め

る
IP

-1
型

の
要

件

を
満

足
し

、
 

（
b
）
 

危
険

物
輸

送
に

関
す

る
地

域
規

則

又
は

国
内

規
則

に
規

定
さ

れ
る

要
件

を

満
足

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
、

か
つ

、

2
6
5
kP

a
の

試
験

圧
力

に
耐

え
る

こ
と

が

で
き

、
か

つ
、

 

（
c
）
 

追
加

的
に

与
え

ら
れ

た
い

か
な

る

遮
へ

い
も

、
取

り
扱

い
及

び
通

常
の

輸
送

条
件

の
結

果
生

じ
る

静
的

及
び

動
的

応

力
に

耐
え

る
こ

と
が

で
き

、
か

つ
、

タ
ン

ク

の
外

表
面

に
お

い
て

そ
の

最
大

放
射

線

レ
ベ

ル
の

増
加

が
2
0
%
を

超
え

る
こ

と
を
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う
に

設
計

さ
れ

る
。

 
防

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

設
計

さ

れ
る

。
 

6
2
7
 

6
.4

.5
.4

.4
 

変
更

な
し

 
「
永

久
的

な
密

閉
特

性
」
を

追
加

。
 

永
久

的
な

密
閉

特
性

を
有

す
る

貨
物

コ

ン
テ

ナ
も

ま
た

、
次

の
条

件
の

場
合

、

IP
-2

型
又

は
IP

-3
型

と
し

て
使

用
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
a）

 
放

射
性

収
納

物
が

固
体

に
限

定
さ

れ
、

 

（
b）

 
6
.4

.5
.1

の
要

件
を

満
足

し
、

か
つ

、

（
c
）
 

IS
O

1
4
96

-
1
：
19

90
「
シ

リ
ー

ズ
1

貨
物

コ
ン

テ
ナ

－
規

格
及

び
試

験
－

第
1

部
：
一

般
貨

物
コ

ン
テ

ナ
」
に

、
寸

法
と

等

級
を

除
い

て
、

合
致

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
て

い
る

。
も

し
そ

の
文

書
中

に
定

め
ら

れ
る

試
験

や
通

常
輸

送
時

に
起

こ
る

加

速
度

を
受

け
た

場
合

、
次

の
こ

と
を

防
止

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
ⅰ

）
 

放
射

性
収

納
物

の
喪

失
又

は
散

逸
、

及
び

、
 

（
ⅱ

）
 

貨
物

コ
ン

テ
ナ

の
い

か
な

る
外

表

面
に

お
い

て
も

そ
の

最
大

放
射

線
レ

ベ

ル
の

増
加

が
2
0
%
を

超
え

る
こ

と
 

永
久

的
な

密
閉

特
性

を
有

す
る

貨
物

コ

ン
テ

ナ
も

ま
た

、
次

の
条

件
の

場
合

、

IP
-2

型
又

は
IP

-3
型

と
し

て
使

用
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
a）

 
放

射
性

収
納

物
が

固
体

に
限

定
さ

れ
、

 

（
b）

 
62

1
項

に
定

め
る

IP
-1

型
の

要
件

を
満

足
し

、
か

つ
、

 

（
c

）
 

国
際

標
準

化
機

構
文

書

IS
O

1
4
9
6
/
1
「
シ

リ
ー

ズ
1
 

貨
物

コ
ン

テ

ナ
－

規
格

及
び

試
験

－
第

1
部

：
一

般

貨
物

コ
ン

テ
ナ

」
［
9
］
に

、
寸

法
と

等
級

を

除
い

て
、

合
致

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
て

い
る

。
も

し
そ

の
文

書
中

に
定

め
ら

れ
る

試
験

や
通

常
輸

送
時

に
起

こ
る

加
速

度

を
受

け
た

場
合

、
次

の
こ

と
を

防
止

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
ⅰ

）
 

放
射

性
収

納
物

の
喪

失
又

は
散

逸
、

及
び

、
 

（
ⅱ

）
 

貨
物

コ
ン

テ
ナ

の
外

表
面

に
お

い

て
そ

の
最

大
放

射
線

レ
ベ

ル
の

増
加

が

2
0
%
を

超
え

る
こ

と
 

6
2
8
 

6
.4

.5
.4

.5
 

変
更

な
し

 
IA

E
A

は
、

本
当

に
試

験
に

つ
い

て
最

も

損
傷

を
う

け
る

姿
勢

を
希

望
す

る
の

か
否

か
を

議
論

す
る

の
が

よ
い

で
あ

ろ
う

。
フ

ォ
ー

マ
ッ

テ
ィ

ン
グ

で
6
2
4

項
を

反
映

す
る

こ
と

が
で

き
る

か
？

 

金
属

製
の

中
型

容
器

も
ま

た
、

次
の

条

件
の

場
合

、
IP

-2
型

又
は

IP
-3

型
と

し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
a）

 
6
.4

.5
.1

の
要

件
を

満
足

し
、

か
つ

、

（
b
）
 

包
装

等
級

Ⅰ
又

は
Ⅱ

に
つ

い
て

本

規
則

の
第

6
.5

章
に

定
め

る
要

件
を

満
足

す
る

よ
う

に
設

計
さ

れ
、

し
か

も
、

最
も

損

金
属

製
の

中
型

容
器

も
ま

た
、

次
の

条

件
の

場
合

、
IP

-2
型

又
は

IP
-3

型
と

し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
a）

 
6
2
1

項
に

定
め

る
IP

-1
型

の
要

件

を
満

足
し

、
か

つ
、

 

（
b
）
 

包
装

等
級

Ⅰ
又

は
Ⅱ

に
つ

い
て

危

険
物

輸
送

に
関

す
る

国
連

勧
告

［
7
］
の
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傷
を

う
け

る
姿

勢
で

実
施

さ
れ

た
落

下
試

験
に

お
い

て
、

次
の

こ
と

を
防

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
ⅰ

）
 

放
射

性
収

納
物

の
喪

失
又

は
散

逸
、

及
び

、
 

（
ⅱ

）
 

中
型

容
器

の
外

表
面

に
お

い
て

そ
の

最
大

放
射

線
レ

ベ
ル

の
増

加
が

2
0
%
を

超
え

る
こ

と
 

中
型

容
器

に
関

す
る

勧
告

の
第

6
.5

章

に
定

め
ら

れ
る

要
件

を
満

足
す

る
よ

う
に

設
計

さ
れ

、
か

つ
、

そ
の

文
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

試
験

を
受

け
た

場
合

、
し

か

も
、

最
も

損
傷

を
う

け
る

姿
勢

で
実

施
さ

れ
た

落
下

試
験

に
お

い
て

、
次

の
こ

と
を

防
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
ⅰ

）
 

放
射

性
収

納
物

の
喪

失
又

は
散

逸
、

及
び

、
 

（
ⅱ

）
 

中
型

容
器

の
外

表
面

に
お

い
て

そ
の

最
大

放
射

線
レ

ベ
ル

の
増

加
が

2
0
%
を

超
え

る
こ

と
 

6
2
9
 

6
.4

.6
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
3
0
 

6
.4

.6
.2

 
変

更
な

し
 

 
 

IA
E
A

は
試

験
の

同
等

性
に

つ
い

て
再

検

討
す

べ
き

で
あ

る
。

 

6
3
1
 

6
.4

.6
.3

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
3
2
 

6
.4

.6
.4

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
3
3
 

6
.4

.7
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
3
4
 

6
.4

.7
.2

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
3
5
 

6
.4

.7
.3

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
3
6
 

6
.4

.7
.4

 
変

更
な

し
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な
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6
.4

.8
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変

更
な

し
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な
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5
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な
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6
6
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6
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更
な

し
 

 
 

 

6
6
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6
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0
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変

更
な

し
 

 
 

 

6
6
8
 

6
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0
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変

更
な

し
 

 
 

 

6
6
9
 

6
.4
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0
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変

更
な

し
 

 
 

 

6
7
0
 

6
.4
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0
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変

更
な

し
 

 
 

 

6
7
1
 

6
.4

.1
1
.1

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
7
2
 

6
.4

.1
1
.2

 
2
.7

.2
.3

.5
 

6
.4

.1
1
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6
7
3
 

6
.4

.1
1
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変

更
な

し
 

 
 

 

6
7
4
 

6
.4
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1
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変

更
な

し
 

 
 

 

6
7
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6
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1
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変

更
な

し
 

 
 

 

6
7
6
 

6
.4

.1
1
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更
な

し
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6
7
7
 

6
.4

.1
1
.7

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
7
8
 

6
.4

.1
1
.8

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
7
9
 

6
.4

.1
1
.9

 
変

更
な

し
 

 
 

 

6
8
0
 

6
.4

.1
1
.1

0
 

変
更

な
し

 
 

 
 

6
8
1
 

6
.4

.1
1
.1

1
 

変
更

な
し

 
 

 
 

6
8
2
 

6
.4

.1
1
.1
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変
更

な
し

 
 

 
 

7
0
1
 

2
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.2
.3

.1
.5

 
2
.7

.2
.3

.3
.3

 

2
.7

.2
.3

.3
.7

 

 
 

 

7
0
2
 

6
.4

.1
2
.2

 
変

更
な

し
 

 
 

 

7
0
3
 

2
.7

.2
.3

.1
.4

 
変

更
な

し
 

 
 

 

7
0
4
 

2
.7

.4
.4

 
2
.7

.2
.3

.3
.4

 
 

 
 

7
0
5
 

2
.7

.4
.5

 a
) 

2
.7

.2
.3

.3
.5

 
 

 
 

7
0
6
 

2
.7

.4
.5

 b
) 

2
.7

.2
.3

.3
.5

 
 

 
 

7
0
7
 

2
.7

.4
.5

 c
) 

変
更

な
し

 
 

 
 

7
0
8
 

2
.7

.4
.5

 d
) 

変
更

な
し

 
 

 
 

7
0
9
 

2
.7

.4
.6

 
2
.7

.2
.3

.3
.6

 
 

 
 

7
1
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2
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.4
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更
な

し
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1
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.4
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.3
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7
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4
 

変
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1
8
 

6
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1
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な
し

 
 

U
N

は
圧

力
と

し
て

1
.3

8
及

び
2
.7

6
を

採

用
す

べ
き

で
あ

る
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0
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6
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3
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更
な

し
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0
5
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6
.4

.2
3
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5
.1

.5
.3

.1
 

変
更

な
し

 
*
間

接
的

言
及

 
 

 

8
0
5
d 

5
.1
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.3
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変
更

な
し

 
 

 
 

8
0
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1
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な

し
 

 
 

 

8
1
9
 

6
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3
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5
 

変
更

な
し

 
 

「
6
.4

.2
2
.2

項
、

6
.4

.2
2
.3

項
、

6
.4

.2
2
.4

項
、

6
.4

.2
4
.2

項
及

び
6
.4

.2
4
.3

項
に

基

づ
き

」
を

追
加

す
る
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8
2
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5
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U
N

本
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は
6
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（
o
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あ
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IAEA 輸送規則 2011 年改定提案に係る TRANSSC15 での審議結果 
 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

A
U

S
T
R

A
L
IA

/
0
7
/
0
1

2
4
6

ウ
ラ

ニ
ウ

ム
と

ウ
ラ

ニ
ウ

ム
鉱

石
で

は
娘

核
種

の
取

扱
い

が
異

な
る

が
が

、
T
ab

le
１

で
の

取
扱

い
が

混
乱

し
て

い
る

の
で

こ
れ

を
解

消
す

る
。

賛
成

（
整

理
で

き
る

な
ら

こ
の

際
見

直
す

べ
き

。
U

S
A

/
0
7
/
0
5
、

U
S
A

/
0
7
/
1
6
に

関
連

）
R

A
S
S
C

か
ら

の
指

摘
で

も
あ

り
、

定
義

の
明

確
化

が
必

要
な

た
め

、
共

同
研

究
計

画
（
C

R
P

）
に

よ
る

検
討

が
提

言
さ

れ
た

。
課

題
・
C

R
P

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

B
E
L
G

IU
M

/
0
7
/
0
1

8
2
9

タ
イ

プ
コ

ー
ド

の
間

違
っ

た
使

用
法

の
修

正
賛

成
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

内
部

整
合

の
た

め
の

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
る

。
課

題
・
内

部
整

合
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

4

B
E
L
G

IU
M

/
0
7
/
0
2

4
0
4

運
搬

物
の

適
用

除
外

に
つ

い
て

、
「
m

ix
tu

re
」

は
「
混

載
」
で

は
な

く
「
混

合
」
と

し
て

扱
う

よ
う

に
、

記
載

を
改

め
る

。

適
宜

対
処

（
日

本
語

訳
を

変
え

る
必

要
は

な
い

と
考

え
ら

れ
影

響
は

な
い

）
4
0
4
項

の
式

の
潜

在
的

な
誤

用
の

お
そ

れ
を

認
識

し
、

規
則

（
及

び
助

言
文

書
）
の

改
訂

を
提

言
し

た
。

承
認

（
規

則
・
助

言
文

書
改

訂
）

W
G

2

B
E
L
G

IU
M

/
0
7
/
0
3

8
3
4

輸
送

規
則

の
整

合
性

（
多

国
間

承
認

の
原

証
明

書
に

係
る

有
効

性
確

認
の

裏
書

き
）

適
宜

対
処

（
英

語
の

問
題

な
の

で
真

意
確

認
し

、
英

語
圏

の
反

論
を

聞
く
）

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
内

部
整

合
の

た
め

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
る

。
課

題
・
内

部
整

合
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

4

B
E
L
G

IU
M

/
0
7
/
0
4

8
2
9

識
別

記
号

の
用

法
に

係
る

規
則

遵
守

賛
成

（
実

態
を

調
査

し
て

議
論

す
る

こ
と

は
良

い
）

明
確

化
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
規

制
当

局
者

間
会

合
（
R

T
S
G

）
に

て
検

討
す

る
。

課
題

・
R

T
S
G

で
検

討
。

W
G

4

C
A

N
A

D
A

/
0
7
/
0
2

6
1
7

6
5
2

1
5
W

/
m

2
以

上
の

熱
流

束
の

輸
送

物
が

航
空

輸
送

で
き

る
か

ど
う

か
明

確
に

す
る

。
輸

送
物

は
近

接
し

て
積

付
け

た
条

件
で

表
面

温
度

が
5
0
℃

を
超

え
な

い
こ

と
が

評
価

さ
れ

て
い

れ
ば

航
空

輸
送

で
き

る
旨

条
項

に
記

述
を

追
加

。

賛
成

。
航

空
輸

送
時

の
稠

密
な

積
付

け
状

態
で

も
温

度
条

件
が

保
た

れ
る

こ
と

を
評

価
す

る
の

は
妥

当
。

明
確

化
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
助

言
文

書
に

関
す

る
短

期
間

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

）
で

検
討

す
る

。
た

だ
し

、
T
R

A
N

S
S
C

と
し

て
は

行
わ

ず
、

カ
ナ

ダ
が

作
業

す
る

。

課
題

・
短

期
C

S
M

で
検

討
。

た
だ

し
、

カ
ナ

ダ
が

実
施

す
る

。
W

G
4

C
A

N
A

D
A

/
0
7
/
0
3

4
1
6

5
2
1

6
0
5

6
0
5
(a

)低
散

逸
性

物
質

の
放

射
線

レ
ベ

ル
制

限
(1

0
μ

S
v/

h
 a

t 
3
m

)を
削

除
す

る
。

反
対

 科
学

的
根

拠
な

し
　

【
U

S
A

/
0
7
/
0
7
と

同
一

】
C

an
ad

a/
0
7
/
0
3
・
U

K
/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
0
7
を

ま
と

め
て

議
論

。
高

放
射

性
物

質
の

航
空

輸
送

規
定

改
訂

に
カ

ナ
ダ

よ
り

強
い

ア
ピ

ー
ル

が
あ

っ
た

が
、

航
空

事
故

苛
酷

性
C

R
P

結
果

等
に

基
づ

く
更

な
る

検
討

が
必

要
と

さ
れ

た
。

課
題

・
更

な
る

検
討

要
。

W
G

2

C
A

N
A

D
A

/
0
7
/
0
4

5
1
8

適
用

除
外

輸
送

物
の

内
部

に
標

識
を

入
れ

ら
れ

な
い

場
合

外
部

で
も

良
い

と
す

る
。

賛
成

し
て

良
い

と
思

わ
れ

る
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

提
案

で
あ

っ
た

が
、

適
用

除
外

輸
送

物
の

マ
ー

キ
ン

グ
の

課
題

と
し

て
助

言
文

書
の

み
の

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
さ

れ
た

【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

W
G

3

C
Z
E
C

H
/
0
7
/
0
1

1
0
7

消
費

者
製

品
は

現
在

、
販

売
後

は
輸

送
規

則
の

適
用

か
ら

外
れ

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
。

K
r-

8
5
及

び
T
h
-
2
3
2
を

含
む

ラ
ン

プ
の

消
費

者
製

品
に

つ
い

て
は

、
大

量
輸

送
中

も
規

則
適

用
か

ら
外

れ
る

よ
う

、
規

制
免

除
の

項
目

を
新

に
追

加
す

る
。

適
宜

対
処

（
技

術
的

妥
当

性
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
と

共
に

特
定

の
製

品
毎

に
規

則
を

変
更

す
る

の
は

バ
ラ

ン
ス

を
欠

く
た

め
、

文
言

の
修

正
が

必
要

）
U

S
A

/
0
7
/
1
6
,U

S
A

0
7
/
1
4
,U

S
A

0
7
/
1
6
と

関
連

C
ze

c
h
/
0
7
/
0
1
・
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
1
4
・

U
S
A

/
0
7
/
1
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
8
と

と
も

に
ま

と
め

て
少

量
放

射
性

物
質

の
大

量
輸

送
に

関
す

る
規

制
免

除
の

課
題

と
し

て
議

論
。

た
だ

し
U

S
A

/
0
7
/
1
8
は

、
報

告
書

で
は

欠
落

し
て

い
る

。
輸

送
容

器
の

過
剰

規
制

に
よ

り
産

業
界

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

事
項

で
あ

り
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
開

催
に

て
開

催
す

べ
き

と
提

言
さ

れ
た

。
W

G
2
で

の
検

討
事

項
の

う
ち

最
重

要
課

題
と

位
置

付
け

ら
れ

た
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

付 2-1 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

C
Z
E
C

H
/
0
7
/
0
2

5
1
7

上
記

の
補

足
提

案
で

あ
り

、
上

記
の

製
品

に
つ

い
て

は
内

面
に

’
R

A
D

IO
A

C
T
IV

E
'の

表
示

を
す

る
こ

と
を

免
除

す
る

。

適
宜

対
処

（
C

H
E
C

H
/
0
7
/
0
1
を

優
先

し
て

議
論

す
べ

き
）

C
ze

c
h
/
0
7
/
0
1
・
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
1
4
・

U
S
A

/
0
7
/
1
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
8
と

と
も

に
ま

と
め

て
少

量
放

射
性

物
質

の
大

量
輸

送
に

関
す

る
規

制
免

除
の

課
題

と
し

て
議

論
。

た
だ

し
U

S
A

/
0
7
/
1
8
は

、
報

告
書

で
は

欠
落

し
て

い
る

。
輸

送
容

器
の

過
剰

規
制

に
よ

り
産

業
界

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

事
項

で
あ

り
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
開

催
に

て
開

催
す

べ
き

と
提

言
さ

れ
た

。
W

G
2
で

の
検

討
事

項
の

う
ち

最
重

要
課

題
と

位
置

付
け

ら
れ

た
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
1

F
ig

3
,4

図
３

，
４

（
第

Ⅱ
類

、
第

Ⅲ
類

の
標

識
）
を

英
語

表
記

と
す

る
適

宜
対

処
（
フ

ラ
ン

ス
語

版
の

エ
デ

ィ
ト

リ
ア

ル
な

修
正

）
翻

訳
の

訂
正

。
承

認
（
規

則
誤

訳
の

訂
正

）
W

G
4

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
2

T
A

B
L
E
 I

仏
語

訳
版

の
誤

植
の

修
正

適
宜

対
処

（
日

本
語

訳
を

変
え

る
必

要
は

な
い

と
考

え
ら

れ
影

響
は

な
い

）
誤

訳
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

承
認

（
規

則
誤

訳
の

訂
正

）
W

G
2

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
4

8
3
1

8
3
2

8
3
3

最
近

の
事

故
経

験
の

反
映

（
特

別
措

置
承

認
証

明
書

へ
の

記
載

事
項

に
最

小
限

の
説

明
を

付
け

加
え

る
）

賛
成

（
緊

急
時

対
策

等
特

別
措

置
に

必
要

な
情

報
と

は
何

か
議

論
す

る
こ

と
は

良
い

）
課

題
で

あ
る

が
、

規
則

改
訂

等
を

要
す

る
か

ど
う

か
規

制
当

局
者

間
会

合
（
R

T
S
G

）
に

て
検

討
す

る
。

課
題

・
R

T
S
G

で
検

討
。

W
G

4

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
5

5
3
3

5
3
3
項

の
分

類
に

、
貨

物
コ

ン
テ

ナ
も

区
分

(白
･黄

標
識

)を
与

え
る

こ
と

で
、

追
記

す
る

。
原

則
賛

成
。

G
e
rm

an
y/

0
7
/
0
4
、

W
N

T
I/

0
7
/
1
4
に

類
似

提
案

あ
り

、
W

N
T
Iが

最
も

包
括

的
で

あ
る

。
F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
5
・
G

e
rm

an
y/

0
7
/
0
4
を

ま
と

め
て

、
貨

物
コ

ン
テ

ナ
定

義
の

明
確

化
を

要
す

る
課

題
と

さ
れ

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

記
載

の
明

確
化

が
提

言
さ

れ
た

。

承
認

（
規

則
・
助

言
文

書
の

記
載

明
確

化
）

W
G

2

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
7

S
e
c
ti
o
n
 V

II
参

考
文

献
の

IS
O

7
1
9
5
を

最
新

版
に

す
る

。
IS

O
7
1
9
5
は

1
9
9
3
年

版
で

な
く
2
0
0
5
年

版
が

最
新

。

賛
成

。
賛

成
 2

0
0
7
年

版
で

訂
正

済
？

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
5
・
IS

O
/
0
7
/
0
1
を

ま
と

め
て

、
IS

O
7
1
9
5
及

び
他

の
参

照
文

献
の

最
新

化
の

課
題

と
し

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

参
照

文
献

の
最

新
化

が
提

言
さ

れ
た

。
T
S
-
R

-
1
_2

0
0
9
年

版
へ

の
反

映
を

提
言

。
6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
参

考
文

献
は

、
本

件
も

含
め

最
新

版
を

参
照

す
べ

き
で

あ
る

課
題

・
更

な
る

検
討

/
情

報
要

。
6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

2
0
0
9
年

版
反

映
を

提
言

。
承

認

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
8

4
1
0
bi

s[
n
e

w
],
5
8
0

4
1
0
bi

s
5
8
0

4
1
0

5
8
0

国
連

モ
デ

ル
規

則
に

従
い

、
U

F
6
の

規
制

免
除

を
導

入

4
1
0
bi

sに
適

用
除

外
輸

送
物

は
1
kg

を
超

え
る

U
F
6
を

収
納

し
て

は
な

ら
な

く
、

ま
た

、
1
0
9
,

5
0
7
, 
5
1
5
項

の
要

件
を

満
た

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

規
定

す
る

。
国

連
番

号
U

N
2
9
7
8
が

指
定

さ
れ

て
い

る
た

め
、

適
用

除
外

輸
送

物
(2

9
1
0
)と

し
て

運
べ

な
い

。

国
連

モ
デ

ル
規

則
に

従
い

、
U

F
6
の

規
制

免
除

を
導

入

適
宜

対
処

（
日

本
へ

の
影

響
が

な
い

か
、

慎
重

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

）

賛
成

。
U

F
6
が

0
.1

ｋ
ｇ
未

満
で

あ
れ

ば
適

用
除

外
輸

送
物

と
し

て
輸

送
で

き
と

す
べ

き
。

【
W

N
T
I/

0
7
/
0
7
と

ほ
ぼ

同
じ

】

賛
成

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
8
・
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

少
量

の
U

F
6

の
課

題
と

し
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
0
.1

kg
以

下
の

U
F
6
の

運
搬

方
法

が
不

明
確

で
あ

り
、

か
つ

ま
た

、
0
.1

kg
以

上
の

U
F
6
を

運
搬

す
る

場
合

で
も

、
E
xc

e
pt

e
d 

P
ac

ka
ge

と
し

て
の

運
搬

が
可

能
で

あ
り

、
運

搬
方

法
を

明
確

に
す

る
必

要
が

あ
る

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

（
小

グ
ル

ー
プ

で
の

検
討

要
）

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
9

5
1
5

5
1
0
項

(漏
え

い
等

異
常

時
措

置
)の

対
象

に
、

適
用

除
外

輸
送

物
に

も
加

え
る

。
賛

成
。

1
0
0
ｇ
未

満
で

あ
れ

ば
適

用
除

外
輸

送
物

と
し

て
輸

送
で

き
る

よ
う

に
し

た
場

合
、

緊
急

時
対

応
措

置
も

考
慮

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

た
め

。

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
9
・
G

e
rm

an
y/

0
7
/
0
2
を

ま
と

め
て

、
適

用
除

外
輸

送
物

要
件

の
課

題
と

し
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3

付 2-2 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
0

7
2
3

試
験

荷
重

は
空

容
器

で
は

な
く
実

入
り

の
容

器
で

行
う

こ
と

を
明

記
す

る
。

賛
成

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
1

5
1
6
.4

5
3
1
.1

5
3
2
.1

5
7
5
.2

6
2
2
.8

6
4
6
.6

6
5
7
.1

4

液
体

を
収

納
す

る
輸

送
物

の
放

射
線

レ
ベ

ル
の

計
算

に
、

収
納

物
の

移
動

、
放

射
性

核
種

の
分

離
、

沈
降

を
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。
最

大
線

量
レ

ベ
ル

は
“
収

納
物

の
移

動
、

液
体

中
の

核
種

の
分

離
・
沈

降
を

考
慮

す
る

”
旨

を
新

た
に

追
記

す
る

。

賛
成

。
試

験
条

件
に

関
す

る
課

題
で

あ
り

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

中
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

中
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
2

7
1
8
～

7
3
7

温
度

に
よ

る
物

性
変

化
を

安
全

側
に

与
え

て
試

験
す

べ
き

こ
と

を
追

記
す

る
。

賛
成

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
他

国
か

ら
強

い
支

持
あ

り

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
3

7
2
8
.1

炉
内

耐
火

試
験

時
の

酸
素

割
合

と
し

て
液

化
炭

化
水

素
－

空
気

火
炎

の
も

の
を

代
表

と
す

る
。

（
試

験
条

件
の

明
確

化
）

賛
成

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

（
T
C

に
よ

る
レ

ヴ
ュ

ー
が

必
要

）

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
4

6
8
2
.2

「
（
臨

界
評

価
に

お
い

て
）
事

故
時

条
件

下
で

漏
え

い
し

た
核

分
裂

性
物

質
と

輸
送

物
配

列
と

の
中

性
子

相
互

作
用

も
考

慮
す

べ
き

」
旨

追
記

。

賛
成

。
明

確
化

の
た

め
助

言
文

書
に

追
記

を
承

認
。

承
認

（
明

確
化

・
助

言
文

書
）

W
G

1

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
5

6
7
1

6
7
1
bi

s
6
7
1
項

：
（
a)

(i
)「

輸
送

物
内

の
当

初
か

ら
あ

る
水

（
浸

水
、

漏
水

に
加

え
て

）
」
追

記
。

6
7
1
.4

bi
sと

し
て

上
記

の
説

明
を

追
記

賛
成

。
明

確
化

と
し

て
は

認
め

ら
れ

る
が

、
規

則
に

追
記

す
べ

き
レ

ベ
ル

で
は

な
い

と
し

て
、

助
言

文
書

へ
の

追
記

を
承

認
。

承
認

（
明

確
化

・
助

言
文

書
）

＊
規

則
修

正
は

却
下

W
G

1

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
6

6
7
7

孤
立

系
評

価
で

輸
送

物
内

ボ
イ

ド
に

つ
い

て
「
漏

え
い

の
な

い
こ

と
」
→

「
単

一
の

誤
操

作
や

欠
陥

を
仮

定
し

、
ボ

イ
ド

の
水

量
は

事
故

時
に

輸
送

物
に

蓄
積

で
き

る
最

大
水

量
に

制
限

し
て

も
可

」
と

変
更

賛
成

。
明

確
化

と
し

て
は

認
め

ら
れ

る
が

、
規

則
に

追
記

す
べ

き
レ

ベ
ル

で
は

な
い

と
し

て
、

助
言

文
書

へ
の

追
記

を
承

認
。

承
認

（
明

確
化

・
助

言
文

書
）

＊
規

則
修

正
は

却
下

W
G

1

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
7

2
2
1

海
洋

航
行

船
舶

で
の

専
用

積
載

の
定

義
の

明
確

化
。

賛
成

。
英

語
の

問
題

。
経

済
・
社

会
的

考
慮

を
要

す
る

課
題

と
し

て
認

識
。

た
だ

し
、

規
則

又
は

助
言

文
書

変
更

に
は

更
な

る
検

討
を

要
す

る
と

さ
れ

た
。

課
題

・
更

な
る

検
討

要
。

W
G

1

付 2-3 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
8

7
3
5

パ
ン

ク
／

引
き

裂
き

試
験

で
最

大
の

損
傷

を
与

え
る

よ
う

な
輸

送
物

供
試

体
と

輸
送

物
表

面
の

衝
突

点
の

方
向

で
垂

直
な

プ
ロ

ー
ブ

上
に

落
下

さ
せ

る
。

（
試

験
条

件
の

明
確

化
）

賛
成

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

（
T
C

で
の

検
討

が
必

要
）

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
9

7
0
1

縮
尺

モ
デ

ル
試

験
に

お
け

る
落

下
高

さ
補

正
の

こ
と

を
助

言
文

書
に

記
載

す
る

。
適

宜
対

処
（
賛

成
）

仮
定

の
正

し
さ

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

。
試

験
条

件
に

関
す

る
課

題
で

あ
り

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

中
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
経

過
措

置
に

も
影

響
が

あ
る

か
も

し
れ

な
い

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

【
重

要
度

中
】

承
認

（
T
C

で
の

検
討

が
必

要
）

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
0

6
1
1
.2

耐
火

試
験

に
お

い
て

可
燃

性
の

中
性

子
遮

へ
い

材
の

影
響

を
考

慮
す

る
。

賛
成

。
試

験
条

件
に

関
す

る
課

題
で

あ
り

、
助

言
文

書
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
下

記
、

F
ra

n
c
e
0
7
/
2
1
も

含
め

て
検

討
す

べ
き

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

（
T
C

で
の

検
討

が
必

要
）

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
1

6
1
1

6
1
1
.n

輸
送

架
台

及
び

固
縛

装
置

を
含

む
い

か
な

る
輸

送
物

へ
の

付
加

物
も

、
輸

送
物

の
安

全
性

を
損

な
っ

て
は

な
ら

な
い

。

反
対

 一
般

の
試

験
条

件
で

の
考

慮
は

可
と

す
る

も
、

特
別

の
試

験
条

件
で

の
考

慮
要

と
考

え
る

べ
き

か
？

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
2
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
9
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

中
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
た

だ
し

、
輸

送
容

器
の

付
属

物
を

ど
の

範
囲

と
す

る
か

、
規

則
で

ど
う

規
定

す
る

か
、

申
請

者
に

過
大

な
負

担
が

か
か

る
可

能
性

が
あ

る
等

の
議

論
が

あ
っ

た
。

現
状

、
各

国
で

取
り

扱
い

が
異

な
っ

て
お

り
輸

送
物

の
付

加
物

の
範

囲
を

定
め

る
の

は
難

し
い

。
規

則
は

こ
の

ま
ま

に
し

て
各

国
の

裁
量

に
任

せ
る

の
が

よ
い

。
一

部
の

輸
送

で
は

、
一

連
の

輸
送

で
輸

送
架

台
を

変
え

る
こ

と
も

あ
る

。
→

重
要

な
課

題
で

あ
る

の
で

、
T
C

で
の

検
討

が
必

要
で

あ
る

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

【
重

要
度

中
】

承
認

（
T
C

で
の

検
討

が
必

要
）

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
2

6
1
5

6
1
5
bi

s.
1

輸
送

物
の

設
計

要
件

の
中

に
、

通
常

の
輸

送
条

件
で

の
放

射
線

レ
ベ

ル
制

限
を

追
記

す
る

。

適
宜

対
処

。
 あ

え
て

記
載

す
る

必
要

が
あ

る
か

？
規

則
改

訂
が

提
案

さ
れ

て
お

り
、

追
加

の
要

求
に

つ
な

が
ら

な
い

よ
う

に
提

案
文

書
を

再
確

認
す

る
こ

と
を

提
言

し
た

。
課

題
・
提

案
確

認
要

。
W

G
2

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
3

2
1
4
,2

2
7
,2

4
1
,

5
0
4
,5

0
8

他
の

ア
ル

フ
ァ

放
射

体
と

吸
入

線
量

係
数

に
差

が
な

い
こ

と
か

ら
、

低
毒

性
ア

ル
フ

ァ
放

射
体

の
定

義
を

削
除

す
る

。

表
面

汚
染

に
つ

い
て

、
低

毒
性

α
放

射
体

の
表

現
を

削
除

。

反
対

（
輸

送
規

則
に

は
、

比
放

射
能

を
考

慮
し

た
基

準
が

盛
り

込
ま

れ
て

お
り

、
本

件
の

み
比

放
射

能
を

考
慮

し
な

い
考

え
方

に
変

え
る

べ
き

で
は

な
い

。
）

放
射

線
防

護
の

観
点

で
議

論
さ

れ
た

結
果

を
反

映
す

る
。

提
案

内
容

が
適

当
で

あ
る

こ
と

は
認

め
る

が
、

産
業

へ
の

影
響

の
大

き
さ

の
評

価
が

不
十

分
で

あ
り

、
検

討
継

続
と

な
っ

た
。

課
題

・
更

な
る

検
討

要
。

W
G

2

付 2-4 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
4

7
2
7
(c

)
落

下
試

験
Ⅲ

の
詳

細
な

試
験

条
件

を
明

確
化

す
る

た
め

に
C

S
M

で
検

討
す

る
。

賛
成

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
2
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
7
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
8
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

（
T
C

で
の

検
討

が
必

要
）

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
5

6
5
7

6
6
9

K
r-

8
5
を

収
納

す
る

B
型

容
器

の
、

一
般

の
試

験
条

件
に

お
け

る
K
r-

8
5
の

許
容

放
出

率
の

一
桁

緩
和

を
廃

止
す

る
。

適
宜

対
処

放
射

線
学

上
は

正
し

い
が

、
既

存
輸

送
物

の
設

計
へ

の
影

響
が

未
確

認
で

あ
り

、
実

務
へ

の
影

響
が

未
評

価
の

た
め

、
検

討
を

継
続

す
る

よ
う

提
言

し
た

。
課

題
・
更

な
る

検
討

要
。

W
G

2

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
7

8
0
1

当
局

の
承

認
が

必
要

な
い

輸
送

物
の

証
明

書
反

対
（
現

状
で

も
必

要
に

応
じ

て
当

局
は

確
認

が
で

き
る

）
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

短
期

間
の

専
門

家
会

合
（
C

S
M

)
で

検
討

す
る

。
課

題
・
短

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
9

8
1
6

8
1
8

タ
イ

ト
ル

か
ら

1
9
7
3
及

び
1
9
7
3
（
A

s
am

e
n
de

d)
を

削
除

す
る

。
賛

成
（
1
9
7
3
年

設
計

の
容

器
は

な
い

）
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

経
過

措
置

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

課
題

・
経

過
措

置
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

G
E
R

M
A

N
Y
/
0
7
/
0
1

2
2
6

輸
送

規
則

の
実

運
用

を
支

援
す

る
た

め
の

明
確

化
 –

 S
C

O
に

適
用

し
た

適
用

除
外

輸
送

物
の

定
義

の
L
S
A

物
質

へ
の

適
用

拡
張

適
宜

対
処

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
天

然
起

源
放

射
性

物
質

（
N

O
R

M
）
C

R
P

で
検

討
す

る
。

課
題

・
N

O
R

M
-
C

R
P

で
解

決
。

W
G

4

G
E
R

M
A

N
Y
/
0
7
/
0
2

5
1
5

適
用

除
外

輸
送

物
の

要
件

列
挙

に
抜

け
が

あ
る

。
5
0
2
(a

),
 (
b)

, 
(f
),
 5

0
4
, 
5
0
9
, 
5
1
0
等

追
記

。

賛
成

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
9
・
G

e
rm

an
y/

0
7
/
0
2
を

ま
と

め
て

、
適

用
除

外
輸

送
物

要
件

の
課

題
と

し
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

W
G

3

G
E
R

M
A

N
Y
/
0
7
/
0
3

5
2
6
(b

)
5
2
6
.2

大
き

な
断

面
積

の
輸

送
物

の
輸

送
指

数
も

コ
ン

テ
ナ

と
同

様
に

断
面

積
に

応
じ

た
増

倍
係

数
を

乗
じ

る
。

適
宜

対
処

。
可

能
性

の
あ

る
輸

送
物

は
使

用
済

燃
料

輸
送

物
で

あ
ろ

う
が

、
本

評
価

手
法

を
適

用
す

る
も

の
な

の
か

？

規
則

改
訂

を
要

す
る

課
題

と
さ

れ
た

が
、

助
言

文
書

に
明

確
化

の
記

載
を

行
う

こ
と

と
し

た
。

承
認

（
助

言
文

書
へ

の
追

記
）

W
G

2

G
E
R

M
A

N
Y
/
0
7
/
0
4

5
3
3

5
4
2
項

に
は

輸
送

物
、

オ
ー

バ
ー

パ
ッ

ク
、

貨
物

コ
ン

テ
ナ

に
は

分
類

に
応

じ
て

ラ
ベ

ル
を

つ
け

る
べ

き
と

あ
る

が
、

5
3
3
項

に
は

貨
物

コ
ン

テ
ナ

の
分

類
方

法
が

な
い

た
め

、
5
3
3
項

を
変

更
す

べ
き

。

原
則

賛
成

(詳
細

は
N

o
. 
9
7
 W

N
T
I 
0
7
/
1
4
提

案
及

び
対

処
方

針
を

参
照

の
こ

と
）

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
5
・
G

e
rm

an
y/

0
7
/
0
4
を

ま
と

め
て

、
貨

物
コ

ン
テ

ナ
定

義
の

明
確

化
を

要
す

る
課

題
と

さ
れ

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

記
載

の
明

確
化

が
提

言
さ

れ
た

。

承
認

（
規

則
・
助

言
文

書
の

記
載

明
確

化
）

W
G

2

IA
E
A

/
0
7
/
0
1

各
所

品
質

保
証

を
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

書
き

換
え

る
。

賛
成

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
る

。
た

だ
し

、
経

済
的

メ
リ

ッ
ト

が
明

確
で

な
い

。
却

下
？

（
経

済
的

メ
リ

ッ
ト

不
明

確
）

W
G

4

IC
A

O
/
0
7
/
0
1

1
0
7

消
費

者
製

品
の

定
義

を
明

確
化

す
る

必
要

が
あ

る
と

の
指

摘
（
具

体
的

な
条

文
の

変
更

案
は

な
し

）

賛
成

（
内

容
を

明
確

化
す

る
こ

と
は

望
ま

し
い

）
規

則
及

び
助

言
文

書
改

訂
の

提
案

で
あ

る
が

、
更

な
る

検
討

が
必

要
。

R
A

S
S
C

及
び

W
A

S
S
C

と
議

論
す

る
。

課
題

・
R

A
S
S
C

/
W

A
S
S
C

と
議

論
す

る
。

W
G

4

付 2-5 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

IS
O

/
0
7
/
0
1

参
考

文
献

他
T
S
-
R

-
1
と

T
S
-
G

-
1
.1

の
IS

O
標

準
を

最
新

版
に

す
る

。
賛

成
。

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
5
・
IS

O
/
0
7
/
0
1
を

ま
と

め
て

、
IS

O
7
1
9
5
及

び
他

の
参

照
文

献
の

最
新

化
の

課
題

と
し

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

参
照

文
献

の
最

新
化

が
提

言
さ

れ
た

。
T
S
-
R

-
1
_2

0
0
9
年

版
へ

の
反

映
を

提
言

。
6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
F
ra

n
c
e
0
7
/
0
7
に

同
じ

。

課
題

・
更

な
る

検
討

/
情

報
要

。
6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

2
0
0
9
年

版
反

映
を

提
言

。

W
G

3

P
O

L
A

N
D

/
0
7
/
0
1

8
3
1

8
3
2

設
計

承
認

の
当

局
識

別
番

号
を

9
6
か

ら
1
1
に

す
る

。
議

論
す

る
こ

と
に

は
賛

成
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

)
で

検
討

す
る

。
課

題
・
経

過
措

置
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
2

4
1
4

A
型

容
器

に
つ

い
て

、
設

計
想

定
以

外
の

輸
送

物
を

入
れ

る
こ

と
の

禁
止

適
宜

対
処

 （
A

型
輸

送
に

必
要

な
要

件
。

た
だ

し
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

で
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

よ
う

と
す

る
べ

き
で

あ
る

。
）

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
短

期
間

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

課
題

・
短

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
3

4
1
2

IP
型

輸
送

物
の

輸
送

に
お

い
て

、
A

型
輸

送
物

の
適

用
や

、
設

計
想

定
以

外
の

物
質

を
入

れ
る

こ
と

の
禁

止

適
宜

対
処

 （
IP

型
輸

送
に

必
要

な
要

件
。

た
だ

し
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

で
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

よ
う

と
す

る
べ

き
で

あ
る

。
）

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
短

期
間

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

課
題

・
短

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
4

4
0
9

適
用

除
外

輸
送

物
の

輸
送

に
お

い
て

、
設

計
想

定
以

外
の

物
質

、
想

定
以

外
の

物
理

的
性

状
、

化
学

的
性

状
の

物
質

を
入

れ
る

こ
と

の
禁

止

適
宜

対
処

 （
適

用
除

外
輸

送
に

必
要

な
要

件
。

た
だ

し
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

で
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

よ
う

と
す

る
べ

き
で

あ
る

。
）

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
短

期
間

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

課
題

・
短

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
5

5
0
4

他
の

物
品

の
貯

蔵
若

し
く
は

輸
送

に
供

す
る

た
め

に
は

、
タ

ン
ク

、
ＩＢ

Ｃ
の

他
に

、
貨

物
コ

ン
テ

ナ
、

輸
送

容
器

も
除

染
さ

れ
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

5
0
4
項

を
変

更
す

る
。

原
則

賛
成

。
他

の
物

品
の

貯
蔵

、
輸

送
に

供
さ

れ
る

可
能

性
が

あ
る

の
で

あ
れ

ば
、

横
並

び
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

明
確

化
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

記
載

の
明

確
化

が
提

言
さ

れ
た

。
承

認
（
規

則
・
助

言
文

書
の

記
載

明
確

化
）

W
G

2

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
7

6
5
6

6
5
6
項

（
熱

防
護

物
を

含
む

輸
送

物
に

対
す

る
試

験
条

件
）
が

明
確

で
な

く
、

ま
た

過
剰

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
落

下
試

験
等

他
の

試
験

条
件

を
満

足
す

る
こ

と
で

6
5
6
項

は
満

足
で

き
る

の
で

、
6
5
6
項

を
削

除
す

る
。

反
対

。
基

準
と

し
て

不
明

確
と

し
て

い
る

が
、

現
基

準
は

th
e
rm

al
 p

ro
te

c
ti
o
n
 が

そ
の

役
割

を
果

た
さ

な
く

な
る

危
惧

に
つ

い
て

の
事

象
を

列
挙

し
て

お
り

十
分

と
考

え
ら

れ
る

。

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
T
C

で
の

議
論

が
望

ま
し

い
。

そ
の

際
、

ガ
イ

ド
文

章
が

必
要

で
あ

る
。

（
提

案
は

6
5
6
項

の
削

除
で

あ
る

が
、

提
案

の
趣

旨
か

ら
、

6
5
6
項

の
最

後
文

書
の

み
の

削
除

に
相

当
）

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

（
T
C

で
の

議
論

が
望

ま
し

い
）

W
G

3

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
9

6
7
2

核
分

裂
性

物
質

除
外

規
定

に
お

い
て

、
6
7
2
(a

)(
i)
は

余
計

で
あ

り
、

内
容

も
適

切
で

な
い

。

反
対

の
立

場
で

適
宜

対
処

。
（
主

張
し

て
い

る
こ

と
が

提
案

書
だ

け
で

は
理

解
で

き
な

い
た

め
）
。

1
5
ｇ
の

根
拠

に
言

及
し

つ
つ

、
現

実
と

規
則

の
乖

離
を

指
摘

し
て

い
る

が
、

根
本

の
問

題
で

あ
る

。

ロ
シ

ア
で

現
行

T
S
-
R

-
1
と

異
な

る
輸

送
が

行
わ

れ
て

お
り

、
そ

の
規

制
方

策
を

求
め

る
提

案
で

あ
っ

た
が

、
W

G
と

し
て

は
課

題
と

し
て

は
認

め
る

も
の

の
更

な
る

議
論

は
不

要
と

し
た

。
本

件
を

推
進

す
る

に
は

他
の

加
盟

国
も

含
め

た
幅

広
い

支
持

が
必

要
と

し
た

。

課
題

・
更

な
る

検
討

要
。

W
G

1

S
P

A
IN

/
0
7
/
0
1

6
7
2

核
燃

料
加

工
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

ウ
ラ

ン
汚

染
物

質
が

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
で

あ
る

事
実

に
鑑

み
、

実
用

上
等

の
観

点
か

ら
ウ

ラ
ン

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
の

物
質

に
対

す
る

核
分

裂
性

物
質

除
外

規
定

を
追

加
す

る
。

賛
成

の
立

場
で

適
宜

対
処

。
（
改

訂
さ

れ
れ

ば
我

が
国

に
お

い
て

も
利

点
が

あ
る

）
。

し
か

し
な

が
ら

、
提

案
さ

れ
て

い
る

数
値

の
妥

当
性

も
含

め
て

、
要

検
討

の
立

場
を

と
る

。

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
・
S
w

e
de

n
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
1
0
・

W
N

T
I/

0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
6
を

ま
と

め
て

核
分

裂
性

適
用

除
外

規
定

（
6
7
2
項

）
の

課
題

と
し

て
取

り
上

げ
た

。
従

来
か

ら
の

継
続

検
討

で
あ

る
と

と
も

に
、

国
別

認
可

の
概

念
提

案
も

あ
り

、
効

率
化

・
最

適
化

・
実

用
性

・
経

済
-
社

会
的

効
果

を
有

す
る

課
題

と
し

て
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
に

よ
る

解
決

を
目

指
し

、
C

S
M

付
託

事
項

を
作

成
し

た
。

Ｗ
Ｇ

で
は

規
則

改
訂

の
ト

リ
ガ

ー
と

し
て

【
安

全
上

重
要

】
と

し
た

が
、

全
体

会
合

で
取

り
下

げ
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

1

付 2-6 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

S
W

E
D

E
N

/
0
7
/
0
1

6
7
2

原
子

炉
解

体
廃

棄
物

に
適

用
す

る
た

め
、

少
量

の
核

分
裂

性
物

質
を

含
む

放
射

性
物

質
の

適
用

除
外

規
定

を
見

直
す

。

基
本

的
に

賛
成

（
我

が
国

も
同

様
の

問
題

を
抱

え
て

い
る

。
し

か
し

、
他

の
提

案
も

あ
り

、
統

一
化

が
必

要
）
。

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
・
S
w

e
de

n
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
1
0
・

W
N

T
I/

0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
6
を

ま
と

め
て

核
分

裂
性

適
用

除
外

規
定

（
6
7
2
項

）
の

課
題

と
し

て
取

り
上

げ
た

。
従

来
か

ら
の

継
続

検
討

で
あ

る
と

と
も

に
、

国
別

認
可

の
概

念
提

案
も

あ
り

、
効

率
化

・
最

適
化

・
実

用
性

・
経

済
-
社

会
的

効
果

を
有

す
る

課
題

と
し

て
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
に

よ
る

解
決

を
目

指
し

、
C

S
M

付
託

事
項

を
作

成
し

た
。

Ｗ
Ｇ

で
は

規
則

改
訂

の
ト

リ
ガ

ー
と

し
て

【
安

全
上

重
要

】
と

し
た

が
、

全
体

会
合

で
取

り
下

げ
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

1

U
K
/
0
7
/
0
1

4
0
1
 4

0
4

5
0
8
 5

0
9

5
1
3
 5

2
0

輸
送

物
の

表
面

汚
染

に
つ

い
て

、
グ

ロ
ス

の
基

準
に

加
え

て
核

種
毎

の
基

準
を

オ
プ

シ
ョ

ン
と

し
て

追
加

す
る

。

賛
成

作
業

者
と

公
衆

の
線

量
バ

ラ
ン

ス
が

不
適

切
と

考
え

ら
れ

、
ま

た
、

提
案

に
示

さ
れ

た
約

2
0
件

の
懸

案
事

項
を

解
決

す
る

必
要

が
あ

る
と

さ
れ

た
。

こ
れ

ら
に

つ
い

て
、

引
き

続
き

議
論

を
継

続
す

る
こ

と
と

し
た

。
な

い
、

小
型

輸
送

物
へ

の
適

用
は

行
わ

ず
、

核
燃

料
輸

送
物

に
限

定
す

る
と

い
う

認
識

が
共

有
さ

れ
た

。

課
題

・
更

な
る

議
論

要
。

W
G

2

U
K
/
0
7
/
0
2

6
7
2

核
燃

料
加

工
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

ウ
ラ

ン
汚

染
物

質
が

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
で

あ
る

事
実

に
鑑

み
、

実
用

上
等

の
観

点
か

ら
の

記
述

を
ウ

ラ
ン

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
の

物
質

に
対

す
る

核
分

裂
性

物
質

除
外

規
定

に
追

加
す

る
。

基
本

的
に

賛
成

（
改

訂
さ

れ
れ

ば
我

が
国

に
お

い
て

も
利

点
が

あ
る

）
。

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
・
S
w

e
de

n
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
1
0
・

W
N

T
I/

0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
6
を

ま
と

め
て

核
分

裂
性

適
用

除
外

規
定

（
6
7
2
項

）
の

課
題

と
し

て
取

り
上

げ
た

。
従

来
か

ら
の

継
続

検
討

で
あ

る
と

と
も

に
、

国
別

認
可

の
概

念
提

案
も

あ
り

、
効

率
化

・
最

適
化

・
実

用
性

・
経

済
-
社

会
的

効
果

を
有

す
る

課
題

と
し

て
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
に

よ
る

解
決

を
目

指
し

、
C

S
M

付
託

事
項

を
作

成
し

た
。

Ｗ
Ｇ

で
は

規
則

改
訂

の
ト

リ
ガ

ー
と

し
て

【
安

全
上

重
要

】
と

し
た

が
、

全
体

会
合

で
取

り
下

げ
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

1

U
K
/
0
7
/
0
3

す
べ

て
の

航
空

輸
送

条
項

航
空

輸
送

に
か

か
わ

る
問

題
点

を
こ

の
際

見
直

し
て

お
く
。

適
宜

対
処

。
航

空
機

事
故

で
適

用
除

外
輸

送
物

が
耐

え
た

事
例

を
示

し
つ

つ
、

航
空

機
事

故
条

件
が

不
要

に
厳

し
い

旨
述

べ
て

い
る

。
C

o
等

の
輸

送
を

取
り

上
げ

て
お

り
、

検
討

す
る

こ
と

は
意

義
が

あ
る

も
の

の
、

安
全

性
の

確
保

が
重

要
と

の
立

場
を

と
る

。

C
an

ad
a/

0
7
/
0
3
・
U

K
/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
0
7
を

ま
と

め
て

議
論

。
高

放
射

性
物

質
の

航
空

輸
送

規
定

改
訂

に
カ

ナ
ダ

よ
り

強
い

ア
ピ

ー
ル

が
あ

っ
た

が
、

航
空

事
故

苛
酷

性
C

R
P

結
果

等
に

基
づ

く
更

な
る

検
討

が
必

要
と

さ
れ

た
。

課
題

・
更

な
る

検
討

要
。

W
G

2

U
K
/
0
7
/
0
4

A
pp

.Ⅳ
固

縛
評

価
を

IM
O

/
IL

O
/
U

N
E
C

E
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

基
づ

き
見

直
す

賛
成

U
N

勧
告

等
と

整
合

を
は

か
る

た
め

U
K
/
0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
2
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

助
言

文
書

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
前

回
T
R

A
N

S
S
C

で
否

認
済

み
で

再
度

提
案

に
あ

た
っ

て
の

J
u
st

if
ic

at
io

n
が

不
十

分
で

あ
る

。
H

ar
m

o
n
iz

at
io

n
の

問
題

で
あ

り
、

Id
e
n
ti
fi
e
d 

Is
su

e
 と

し
て

の
取

り
扱

い
が

望
ま

し
い

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3

U
K
/
0
7
/
0
5

5
0
7
,5

4
9

副
次

的
危

険
性

を
有

す
る

適
用

除
外

輸
送

物
の

扱
い

が
不

明
確

で
あ

り
、

輸
送

文
書

、
標

識
な

ど
双

方
の

記
載

を
す

る

適
宜

対
処

W
G

3
に

て
検

討
洩

れ
な

る
も

、
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
と

同
じ

と
し

て
可

。
W

G
3
報

告
書

の
D

ra
ft

in
g 

F
o
ｒｍ

に
は

記
載

あ
り

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

W
G

3

U
K
/
0
7
/
0
6

ー
U

N
 O

ra
n
ge

 B
o
o
kの

制
限

数
量

（
L
im

it
e
d

Q
u
an

ti
ty

)の
コ

ン
セ

プ
ト

の
導

入
適

宜
対

処
（
具

体
的

な
内

容
が

提
示

さ
れ

て
い

な
い

の
で

判
断

で
き

な
い

）
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

提
案

で
あ

る
が

、
更

な
る

検
討

を
要

す
る

た
め

、
U

N
整

合
の

長
期

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
で

検
討

を
行

う
。

す
ぐ

に
は

解
決

に
至

ら
な

い
。

課
題

・
U

N
整

合
の

長
期

C
S
M

で
検

討
。

W
G

4

付 2-7 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

U
K
/
0
7
/
0
7

8
2
5

特
別

措
置

下
の

輸
送

で
は

業
務

全
体

の
最

適
化

が
必

要
で

あ
り

、
輸

送
行

為
は

ほ
ん

の
一

部
で

あ
る

た
め

、
記

載
か

ら
輸

送
中

を
削

除
す

る
。

反
対

課
題

の
提

示
で

あ
り

助
言

文
書

の
改

訂
に

至
る

と
考

え
ら

れ
る

が
、

長
期

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
で

検
討

を
行

う
。

す
ぐ

に
は

解
決

に
至

ら
な

い
。

課
題

・
長

期
C

S
M

で
検

討
。

W
G

4

U
K
/
0
7
/
0
8

5
5
0

専
用

積
載

に
か

か
る

荷
送

人
の

責
任

を
纏

め
、

荷
送

人
以

外
の

関
係

者
の

義
務

の
明

確
化

不
合

理
な

規
制

と
な

ら
な

い
よ

う
T
R

A
N

S
S
C

の
議

論
を

踏
ま

え
て

適
宜

対
処

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
短

期
間

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

課
題

・
短

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

U
K
/
0
7
/
0
9

4
1
1
bi

s
［
n
e
w

],
5
2
0

空
容

器
が

適
用

除
外

輸
送

物
と

し
て

運
べ

る
こ

と
を

明
記

（
W

N
T
I/

0
7
/
1
5
）

適
用

除
外

輸
送

物
と

し
て

使
用

さ
れ

た
空

容
器

が
収

納
で

き
る

放
射

能
量

を
、

表
Ⅲ

あ
る

い
は

5
0
8
項

で
規

定
す

る
値

の
1
0
0
倍

の
い

ず
れ

か
以

下
で

あ
る

と
す

る
。

賛
成

（
要

件
が

明
確

に
な

っ
た

）

適
宜

対
処

。

U
K
/
0
7
/
0
9
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
5
を

合
わ

せ
て

、
適

用
除

外
輸

送
物

の
収

納
量

制
限

に
関

す
る

課
題

と
し

、
規

則
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

W
G

3

U
K
/
0
7
/
1
0

3
0
3

「
輸

送
指

数
合

計
が

3
0
0
T
I」

に
関

す
る

記
述

を
削

除
す

べ
き

で
あ

る
。

賛
成

　
　

　
　

「
輸

送
指

数
合

計
が

3
0
0
T
I」

は
保

守
的

な
数

値
で

、
実

輸
送

時
に

問
題

が
あ

る
。

U
K
/
0
7
/
1
0
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
3
は

同
じ

提
案

。
ガ

イ
ド

文
書

T
S
-
G

-
1
.3

（
放

射
線

防
護

計
画

）
に

明
確

化
の

追
記

を
す

る
。

承
認

（
ガ

イ
ド

文
書

T
S
-
G

-
1
.3

へ
の

追
記

）
W

G
2

U
N

E
C

E
/
0
7
/
0
1

1
1
0

副
次

的
危

険
性

に
係

る
表

示
の

U
N

規
則

と
の

整
合

1
1
0
項

の
修

正
提

案
は

今
回

提
出

し
な

い
。

適
宜

対
処

。

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
8
・
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

少
量

の
U

F
6

の
課

題
と

し
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
。

ま
た

、
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

一
般

的
な

副
次

的
危

険
性

の
課

題
と

し
、

助
言

文
書

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
F
ra

n
c
e
0
7
/
0
8
に

同
じ

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3

U
N

E
C

E
/
0
7
/
0
2

2
2
3

貨
物

コ
ン

テ
ナ

の
最

小
容

積
が

設
定

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

に
よ

る
、

2
2
3
項

の
小

型
貨

物
コ

ン
テ

ナ
の

定
義

の
IS

O
8
3
0
と

の
不

一
致

。

適
宜

対
処

規
則

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

内
部

整
合

の
た

め
の

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
る

。
課

題
・
内

部
整

合
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

4

U
N

E
C

E
/
0
7
/
0
4

2
4
2

6
2
5
 6

2
6

タ
ン

ク
、

ポ
ー

タ
ブ

ル
タ

ン
ク

等
の

用
語

の
使

い
方

を
U

N
に

あ
わ

せ
て

統
一

す
る

。
（
賛

成
）

規
則

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

内
部

整
合

の
た

め
の

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
る

。
課

題
・
内

部
整

合
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

4

U
S
A

/
0
7
/
0
1

1
0
7

意
図

の
有

無
に

関
わ

ら
ず

、
天

然
物

質
及

び
鉱

石
に

つ
い

て
、

1
0
倍

ま
で

規
制

免
除

範
囲

を
拡

大
す

る

反
対

（
原

子
力

以
外

で
の

従
来

輸
送

へ
の

影
響

を
緩

和
す

る
た

め
の

特
例

で
あ

り
、

こ
れ

ま
で

の
議

論
を

無
視

し
て

安
易

に
緩

和
す

べ
き

で
は

な
い

。
）

検
討

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

天
然

起
源

放
射

性
物

質
（
N

O
R

M
）
C

R
P

で
の

検
討

（
明

確
化

）
が

提
言

さ
れ

た
。

課
題

・
N

O
R

M
-
C

R
P

で
の

解
決

。
W

G
2

U
S
A

/
0
7
/
0
2

2
2
3
,3

1
5

輸
送

規
則

と
国

連
オ

レ
ン

ジ
ブ

ッ
ク

と
IA

E
A

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ガ
イ

ダ
ン

ス
と

の
一

致
反

対
（
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
シ

リ
ー

ズ
は

、
輸

送
規

則
と

は
別

に
体

系
付

け
ら

れ
て

お
り

、
輸

送
規

則
の

中
に

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

係
る

詳
細

を
書

き
込

む
必

要
は

な
い

と
思

わ
れ

る
た

め
。

）

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
提

案
で

あ
る

が
、

更
な

る
検

討
を

要
す

る
た

め
、

長
期

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
で

検
討

を
行

う
。

課
題

・
長

期
C

S
M

で
検

討
。

W
G

4
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IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

U
S
A

/
0
7
/
0
3

2
3
0
,2

3
6
,4

0
1
,T

A
B

L
E

I,4
0
4
,

T
A

B
L
E
 I
I

輸
送

の
放

射
能

量
に

つ
い

て
の

規
制

免
除

値
は

運
搬

物
を

対
象

と
し

て
い

る
が

、
こ

れ
を

輸
送

物
を

対
象

に
替

え
る

。

適
宜

対
処

（
適

用
除

外
に

つ
い

て
の

大
幅

な
方

針
転

換
で

あ
り

、
慎

重
な

議
論

が
必

要
。

一
概

に
否

定
す

る
べ

き
で

も
な

い
）

C
ze

c
h
/
0
7
/
0
1
・
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
1
4
・

U
S
A

/
0
7
/
1
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
8
と

と
も

に
ま

と
め

て
少

量
放

射
性

物
質

の
大

量
輸

送
に

関
す

る
規

制
免

除
の

課
題

と
し

て
議

論
。

た
だ

し
U

S
A

/
0
7
/
1
8
は

、
報

告
書

で
は

欠
落

し
て

い
る

。
輸

送
容

器
の

過
剰

規
制

に
よ

り
産

業
界

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

事
項

で
あ

り
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
開

催
に

て
開

催
す

べ
き

と
提

言
さ

れ
た

。
W

G
2
で

の
検

討
事

項
の

う
ち

最
重

要
課

題
と

位
置

付
け

ら
れ

た
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

U
S
A

/
0
7
/
0
4

T
A

B
L
E
 I

Ir
-
1
9
3
m

、
B

a-
1
3
5
m

の
追

加
賛

成
（
有

意
義

で
あ

る
）

Ir
-
1
9
3
m

、
B

a-
1
3
5
m

と
と

も
に

、
G

e
-
6
9
の

A
1
、

A
2
値

の
追

記
を

行
う

。
（
U

S
A

/
0
7
/
0
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
6
参

照
）

承
認

（
規

則
の

修
正

）
→

C
S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

U
S
A

/
0
7
/
0
5

T
A

B
L
E
 I

値
の

再
検

証
（
A

1
、

A
２

値
と

規
制

免
除

値
の

娘
核

種
の

取
り

扱
い

の
違

い
を

整
合

化
）

適
宜

対
処

（
問

題
点

の
指

摘
は

必
ず

し
も

正
し

く
は

な
い

が
、

数
値

の
ア

ッ
プ

デ
ー

ト
は

必
要

。
な

お
、

整
合

化
は

相
当

な
作

業
と

な
る

。
）

A
U

S
T
R

A
L
IA

/
0
7
/
0
1
に

関
連

U
S
A

/
0
7
/
0
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
6
あ

わ
せ

て
、

明
確

化
の

た
め

の
補

助
資

料
の

作
成

を
提

言
し

、
U

S
A

/
0
7
/
0
4
も

含
め

て
C

S
M

で
解

決
す

る
こ

と
と

し
た

。
課

題
・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

U
S
A

/
0
7
/
0
7

6
0
5
(a

)
6
0
5
(a

)を
削

除
す

る
。

Ｂ
型

の
航

空
輸

送
は

4
1
6
項

に
よ

り
3
0
0
0
A

1
又

は
3
0
0
0
A

2
ま

で
許

容
さ

れ
て

い
る

(4
1
7
項

）
が

、
6
0
5
項

（
L
D

M
の

要
件

）
に

よ
り

A
1
程

度
し

か
で

き
な

い
。

適
宜

対
処

。
C

an
ad

a/
0
7
/
0
3
・
U

K
/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
0
7
を

ま
と

め
て

議
論

。
高

放
射

性
物

質
の

航
空

輸
送

規
定

改
訂

に
カ

ナ
ダ

よ
り

強
い

ア
ピ

ー
ル

が
あ

っ
た

も
が

、
航

空
事

故
苛

酷
性

C
R

P
結

果
等

に
基

づ
く
更

な
る

検
討

が
必

要
と

さ
れ

た
。

課
題

・
更

な
る

検
討

要
。

W
G

2

U
S
A

/
0
7
/
0
8

6
1
9

w
it
h
o
u
t 

le
ak

ag
e
と

い
う

語
は

誤
解

を
招

く
の

で
、

適
切

な
表

現
に

置
き

換
え

る
。

主
た

る
疑

問
は

、
こ

れ
は

内
容

物
を

言
及

し
て

い
る

の
か

、
第

二
に

は
、

輸
送

物
は

通
常

使
用

最
高

圧
力

＋
9
5
ｋ
P

aの
圧

力
に

た
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
か

？

賛
成

。
で

は
あ

る
が

、
耐

え
る

(c
ap

ab
le

 o
f

w
it
h
st

an
di

n
g)

と
は

何
に

耐
え

る
べ

き
な

の
か

要
検

討
。

明
確

化
を

要
す

る
。

課
題

・
長

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

U
S
A

/
0
7
/
0
9

6
1
9

6
1
9
項

の
差

圧
に

関
す

る
要

求
に

は
混

乱
を

生
じ

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

差
圧

に
関

す
る

考
え

方
を

明
確

化
す

る
。

賛
成

（
U

S
A

/
0
7
/
0
8
と

セ
ッ

ト
で

検
討

す
べ

き
）

明
確

化
を

要
す

る
。

課
題

・
長

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

U
S
A

/
0
7
/
1
0

6
7
2

核
分

裂
性

物
質

を
含

む
輸

送
物

の
除

外
規

定
に

関
す

る
改

訂
（
6
7
2
項

の
提

案
と

し
て

、
他

と
一

括
検

討
）

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
・
S
w

e
de

n
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
1
0
・

W
N

T
I/

0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
6
を

ま
と

め
て

核
分

裂
性

適
用

除
外

規
定

（
6
7
2
項

）
の

課
題

と
し

て
取

り
上

げ
た

。
従

来
か

ら
の

継
続

検
討

で
あ

る
と

と
も

に
、

国
別

認
可

の
概

念
提

案
も

あ
り

、
効

率
化

・
最

適
化

・
実

用
性

・
経

済
-
社

会
的

効
果

を
有

す
る

課
題

と
し

て
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
に

よ
る

解
決

を
目

指
し

、
C

S
M

付
託

事
項

を
作

成
し

た
。

Ｗ
Ｇ

で
は

規
則

改
訂

の
ト

リ
ガ

ー
と

し
て

【
安

全
上

重
要

】
と

し
た

が
、

全
体

会
合

で
取

り
下

げ
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

1

U
S
A

/
0
7
/
1
1

新
大

型
解

体
廃

棄
物

の
要

件
の

提
案

賛
成

（
議

論
が

必
要

）
専

門
家

会
合

（
長

期
）
で

レ
ビ

ュ
ー

し
、

当
局

へ
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
を

提
供

す
る

。
規

則
改

訂
を

要
す

る
可

能
性

も
あ

り
。

課
題

・
長

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4
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IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

U
S
A

/
0
7
/
1
4

1
0
7

少
量

の
放

射
性

気
体

を
含

む
電

球
は

規
則

の
適

用
か

ら
外

す
。

適
宜

対
処

（
C

H
E
C

H
/
0
7
/
0
1
の

議
論

に
含

ま
れ

る
。

）
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
1
・
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
1
4
・

U
S
A

/
0
7
/
1
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
8
と

と
も

に
ま

と
め

て
少

量
放

射
性

物
質

の
大

量
輸

送
に

関
す

る
規

制
免

除
の

課
題

と
し

て
議

論
。

た
だ

し
U

S
A

/
0
7
/
1
8
は

、
報

告
書

で
は

欠
落

し
て

い
る

。
輸

送
容

器
の

過
剰

規
制

に
よ

り
産

業
界

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

事
項

で
あ

り
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
開

催
に

て
開

催
す

べ
き

と
提

言
さ

れ
た

。
W

G
2
で

の
検

討
事

項
の

う
ち

最
重

要
課

題
と

位
置

付
け

ら
れ

た
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

U
S
A

/
0
7
/
1
5

1
0
7

適
用

除
外

輸
送

物
の

な
か

で
、

輸
送

中
リ

ス
ク

が
な

い
機

器
や

物
品

は
、

規
則

の
適

用
対

象
外

と
す

る
。

適
宜

対
処

（
C

H
E
C

H
/
0
7
/
0
1
の

議
論

に
含

ま
れ

る
。

）
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
1
・
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
1
4
・

U
S
A

/
0
7
/
1
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
8
と

と
も

に
ま

と
め

て
少

量
放

射
性

物
質

の
大

量
輸

送
に

関
す

る
規

制
免

除
の

課
題

と
し

て
議

論
。

た
だ

し
U

S
A

/
0
7
/
1
8
は

、
報

告
書

で
は

欠
落

し
て

い
る

。
輸

送
容

器
の

過
剰

規
制

に
よ

り
産

業
界

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

事
項

で
あ

り
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
開

催
に

て
開

催
す

べ
き

と
提

言
さ

れ
た

。
W

G
2
で

の
検

討
事

項
の

う
ち

最
重

要
課

題
と

位
置

付
け

ら
れ

た
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

U
S
A

/
0
7
/
1
6

2
3
6
 2

4
6

4
0
1
 4

0
3

4
0
4
 他

天
然

ウ
ラ

ン
と

天
然

ト
リ

ウ
ム

の
A

2
値

（
無

制
限

）
は

超
寿

命
の

子
孫

核
種

（
R

a2
2
6
等

）
の

影
響

を
考

慮
し

、
見

直
す

必
要

が
あ

る
。

適
宜

対
処

（
A

値
で

は
、

化
学

的
に

分
離

さ
れ

た
も

の
を

対
象

と
し

て
お

り
、

提
案

者
は

規
則

成
立

の
経

緯
を

理
解

し
て

い
な

い
。

U
S
A

/
0
7
/
0
5
、

A
U

S
T
R

A
L
IA

/
0
7
/
0
1
に

関
連

）

U
S
A

/
0
7
/
0
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
6
あ

わ
せ

て
、

明
確

化
の

た
め

の
補

助
資

料
の

作
成

を
提

言
し

、
U

S
A

/
0
7
/
0
4
も

含
め

て
C

S
M

で
解

決
す

る
こ

と
と

し
た

。
課

題
・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

2

U
S
A

/
0
7
/
1
8

5
1
7

放
電

端
子

（
sp

ar
k 

ga
p）

等
の

U
N

2
9
1
1
で

求
め

ら
れ

る
本

体
へ

の
「
R

A
D

IO
A

C
T
IV

E
」
表

示
が

現
実

的
で

な
い

場
合

に
は

、
U

N
2
9
1
0
の

表
示

（
開

封
時

に
目

に
つ

く
個

装
の

内
側

に
表

示
）
を

可
と

す
る

。

適
宜

対
処

（
提

案
内

容
の

明
確

化
が

必
要

）
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
1
・
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
1
4
・

U
S
A

/
0
7
/
1
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
8
と

と
も

に
ま

と
め

て
少

量
放

射
性

物
質

の
大

量
輸

送
に

関
す

る
規

制
免

除
の

課
題

と
し

て
議

論
。

た
だ

し
U

S
A

/
0
7
/
1
8
は

、
報

告
書

で
は

欠
落

し
て

い
る

。
輸

送
容

器
の

過
剰

規
制

に
よ

り
産

業
界

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

事
項

で
あ

り
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
開

催
に

て
開

催
す

べ
き

と
提

言
さ

れ
た

。
W

G
2
で

の
検

討
事

項
の

う
ち

最
重

要
課

題
と

位
置

付
け

ら
れ

た
。

C
an

ad
a 

0
7
/
0
4
と

あ
わ

せ
て

検
討

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

承
認

W
G

2

W
N

T
I/

0
7
/
0
1

6
7
2

多
量

な
ベ

リ
リ

ウ
ム

が
存

在
す

る
場

合
の

核
分

裂
性

物
質

除
外

。
適

宜
対

処
（
我

が
国

に
お

い
て

も
状

況
は

同
じ

で
あ

る
。

但
し

、
具

体
的

な
検

討
が

不
足

し
て

い
る

）
。

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
・
S
w

e
de

n
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
1
0
・

W
N

T
I/

0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
6
を

ま
と

め
て

核
分

裂
性

適
用

除
外

規
定

（
6
7
2
項

）
の

課
題

と
し

て
取

り
上

げ
た

。
従

来
か

ら
の

継
続

検
討

で
あ

る
と

と
も

に
、

国
別

認
可

の
概

念
提

案
も

あ
り

、
効

率
化

・
最

適
化

・
実

用
性

・
経

済
-
社

会
的

効
果

を
有

す
る

課
題

と
し

て
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
に

よ
る

解
決

を
目

指
し

、
C

S
M

付
託

事
項

を
作

成
し

た
。

Ｗ
Ｇ

で
は

規
則

改
訂

の
ト

リ
ガ

ー
と

し
て

【
安

全
上

重
要

】
と

し
た

が
、

全
体

会
合

で
取

り
下

げ
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

1

W
N

T
I/

0
7
/
0
2

6
8
1

6
8
2

未
臨

界
と

な
る

数
N

が
1
未

満
へ

の
対

応
。

適
宜

対
処

（
専

用
積

載
の

場
合

に
、

未
臨

界
と

な
る

C
N

Iが
5
0
を

超
え

う
る

こ
と

が
、

提
案

者
の

主
張

す
る

よ
う

に
規

則
5
3
0
項

か
ら

は
あ

り
う

る
。

し
か

し
、

提
案

の
改

訂
だ

け
で

は
、

趣
旨

が
十

分
に

理
解

さ
れ

る
と

は
思

え
な

い
の

で
、

追
加

の
説

明
が

必
要

で
あ

る
）
。

Ｃ
Ｓ

Ｉ設
定

経
緯

を
含

め
た

議
論

が
あ

り
、

明
確

化
の

た
め

助
言

文
書

へ
の

追
記

を
承

認
。

（
フ

ラ
ン

ス
か

ら
は

Ｃ
Ｓ

Ｉ＜
1
に

対
し

て
強

い
反

対
が

あ
り

、
T
R

A
N

S
S
C

1
5
後

も
議

論
が

続
い

て
い

る
）

承
認

（
明

確
化

・
助

言
文

書
）

W
G

1

付 2-10 



IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

W
N

T
I/

0
7
/
0
4

6
7
2

原
子

力
産

業
に

お
け

る
臨

界
安

全
の

審
査

者
は

、
IA

E
A

の
核

分
裂

性
物

質
除

外
規

定
を

核
分

裂
性

物
質

を
含

む
廃

棄
物

に
適

用
で

き
る

よ
う

拡
張

す
る

こ
と

を
希

望
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

廃
棄

物
の

流
れ

の
多

く
は

、
臨

界
リ

ス
ク

が
非

常
に

小
さ

い
。

適
宜

対
応

（
我

が
国

に
お

い
て

も
状

況
は

同
じ

で
あ

る
。

し
か

し
、

具
体

的
な

検
討

が
不

足
し

て
い

る
）
。

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
・
S
w

e
de

n
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
1
0
・

W
N

T
I/

0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
6
を

ま
と

め
て

核
分

裂
性

適
用

除
外

規
定

（
6
7
2
項

）
の

課
題

と
し

て
取

り
上

げ
た

。
従

来
か

ら
の

継
続

検
討

で
あ

る
と

と
も

に
、

国
別

認
可

の
概

念
提

案
も

あ
り

、
効

率
化

・
最

適
化

・
実

用
性

・
経

済
-
社

会
的

効
果

を
有

す
る

課
題

と
し

て
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
に

よ
る

解
決

を
目

指
し

、
C

S
M

付
託

事
項

を
作

成
し

た
。

Ｗ
Ｇ

で
は

規
則

改
訂

の
ト

リ
ガ

ー
と

し
て

【
安

全
上

重
要

】
と

し
た

が
、

全
体

会
合

で
取

り
下

げ
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

1

W
N

T
I/

0
7
/
0
6

6
7
2

濃
度

の
低

い
核

分
裂

性
物

質
に

汚
染

さ
れ

た
多

量
の

放
射

性
物

質
の

輸
送

を
許

可
し

、
核

分
裂

性
物

質
輸

送
容

器
を

減
ら

す
た

め
、

廃
棄

物
の

観
点

か
ら

核
分

裂
性

物
質

除
外

規
定

を
見

直
す

。

基
本

的
に

賛
成

（
我

が
国

に
お

い
て

も
同

じ
問

題
に

既
に

遭
遇

し
た

の
で

、
状

況
は

理
解

で
き

る
。

廃
棄

物
除

外
規

定
の

表
現

が
複

雑
に

な
っ

て
お

り
、

W
N

T
Iか

ら
は

核
物

質
除

外
規

定
に

つ
い

て
、

他
に

も
改

訂
提

案
が

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
統

一
し

た
形

で
の

提
案

を
望

む
）
。

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
・
S
w

e
de

n
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
1
0
・

W
N

T
I/

0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
6
を

ま
と

め
て

核
分

裂
性

適
用

除
外

規
定

（
6
7
2
項

）
の

課
題

と
し

て
取

り
上

げ
た

。
従

来
か

ら
の

継
続

検
討

で
あ

る
と

と
も

に
、

国
別

認
可

の
概

念
提

案
も

あ
り

、
効

率
化

・
最

適
化

・
実

用
性

・
経

済
-
社

会
的

効
果

を
有

す
る

課
題

と
し

て
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
に

よ
る

解
決

を
目

指
し

、
C

S
M

付
託

事
項

を
作

成
し

た
。

Ｗ
Ｇ

で
は

規
則

改
訂

の
ト

リ
ガ

ー
と

し
て

【
安

全
上

重
要

】
と

し
た

が
、

全
体

会
合

で
取

り
下

げ
。

課
題

・
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

1

W
N

T
I/

0
7
/
0
7

4
1
0
bi

s
5
1
5
,5

1
9
bi

s

0
.1

kg
未

満
の

U
F
6
輸

送
物

は
、

U
F
6
輸

送
物

要
件

の
適

用
を

受
け

な
い

が
、

国
連

番
号

U
N

2
9
7
8
を

付
け

る
た

め
、

適
用

除
外

輸
送

物
(I
U

2
9
1
0
)と

で
き

な
い

の
で

、
関

連
条

項
を

改
訂

す
る

。

賛
成

。
W

G
3
に

て
検

討
洩

れ
な

る
も

、
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
と

同
じ

と
し

て
可

。
W

G
3
報

告
書

の
D

ra
ft

in
g 

F
o
ｒｍ

に
も

記
載

な
し

。
F
ra

n
c
e
0
7
/
0
8
に

同
じ

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3

W
N

T
I/

0
7
/
0
9

6
1
6

U
F
6
輸

送
容

器
は

IS
O

7
1
9
5
と

ク
ラ

ス
８

(腐
食

性
)の

要
件

を
同

時
に

満
た

す
よ

う
に

製
造

で
き

な
い

た
め

、
6
3
0
項

、
6
3
1
項

を
満

た
せ

ば
、

6
1
6
項

を
適

用
す

る
必

要
は

な
い

。

賛
成

。
U

F
6
の

副
次

的
危

険
性

に
関

す
る

課
題

と
し

、
助

言
文

書
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
た

【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

承
認

W
G

3

W
N

T
I/

0
7
/
1
0

1
0
9
, 
5
0
7

6
1
6

副
次

危
険

性
に

関
す

る
条

項
に

適
用

除
外

の
制

限
量

(L
im

it
e
d 

qu
an

ti
ty

)と
い

う
閾

値
を

導
入

す
る

。

適
宜

対
処

。
F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
8
・
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

少
量

の
U

F
6

の
課

題
と

し
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
。

ま
た

、
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

一
般

的
な

副
次

的
危

険
性

の
課

題
と

し
、

助
言

文
書

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
F
ra

n
c
e
0
7
/
0
8
に

同
じ

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3

W
N

T
I/

0
7
/
1
1

5
5
0

専
用

積
載

に
係

る
荷

送
人

の
責

任
を

纏
め

、
荷

送
人

以
外

の
関

係
者

の
義

務
の

明
確

化
不

合
理

な
規

制
と

な
ら

な
い

よ
う

T
R

A
N

S
S
C

の
議

論
を

踏
ま

え
て

適
宜

対
処

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
短

期
間

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

課
題

・
短

期
C

S
M

で
解

決
。

W
G

4

W
N

T
I/

0
7
/
1
2

A
pp

.Ⅳ
固

縛
評

価
を

IM
O

/
IL

O
/
U

N
E
C

E
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

基
づ

き
見

直
す

賛
成

U
N

規
則

等
と

整
合

を
は

か
る

た
め

U
K
/
0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
2
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

助
言

文
書

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
U

K
0
7
/
0
4
と

同
じ

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3
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IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

W
N

T
I/

0
7
/
1
3

3
0
3

「
輸

送
指

数
合

計
が

3
0
0
T
I」

に
関

す
る

記
述

を
削

除
す

べ
き

で
あ

る
。

賛
成

　
　

　
　

「
輸

送
指

数
合

計
が

3
0
0
T
I」

は
保

守
的

な
数

値
で

、
実

輸
送

時
に

問
題

が
あ

る
。

U
K
/
0
7
/
1
0
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
3
は

同
じ

提
案

。
ガ

イ
ド

文
書

T
S
-
G

-
1
.3

（
放

射
線

防
護

計
画

）
に

明
確

化
の

追
記

を
す

る
。

承
認

（
ガ

イ
ド

文
書

T
S
-
G

-
1
.3

へ
の

追
記

）
W

G
2

W
N

T
I/

0
7
/
1
4

5
3
3

5
4
2
項

に
は

輸
送

物
、

オ
ー

バ
ー

パ
ッ

ク
、

貨
物

コ
ン

テ
ナ

に
は

分
類

に
応

じ
て

ラ
ベ

ル
を

つ
け

る
べ

き
と

あ
る

が
、

5
3
3
項

に
は

貨
物

コ
ン

テ
ナ

の
分

類
方

法
が

な
い

た
め

、
5
3
3
項

と
表

７
を

別
紙

の
通

り
修

正
す

べ
き

。

改
定

自
体

は
合

意
。

し
か

し
輸

送
指

数
を

ど
う

す
る

か
と

い
っ

た
具

体
的

な
改

定
内

容
に

つ
い

て
は

先
方

意
見

を
聴

取
す

る
。

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
内

部
整

合
の

た
め

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
る

。
課

題
・
内

部
整

合
C

S
M

に
よ

る
解

決
。

W
G

4

W
N

T
I/

0
7
/
1
5

4
1
1
bi

s
［
n
e
w

],
5
2
0

空
容

器
が

適
用

除
外

輸
送

物
と

し
て

運
べ

る
こ

と
を

明
記

（
U

K
/
0
7
/
0
9
）

賛
成

（
要

件
が

明
確

に
な

っ
た

）
Ｕ

Ｋ
0
7
/
0
9
と

同
じ

。
U

K
/
0
7
/
0
9
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
5
を

合
わ

せ
て

、
適

用
除

外
輸

送
物

の
収

納
量

制
限

に
関

す
る

課
題

と
し

、
規

則
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

W
G

3

W
N

T
I/

0
7
/
1
7

7
2
7
(c

)
落

下
試

験
Ⅲ

の
試

験
条

件
明

確
化

と
し

て
、

鋼
板

の
形

状
を

7
2
7
項

(b
)の

落
下

試
験

Ⅱ
と

同
様

な
条

件
と

す
る

よ
う

記
載

す
る

。

賛
成

（
F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
4
に

て
検

討
）

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
2
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
7
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
8
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3

W
N

T
I/

0
7
/
1
8

7
2
7
(c

)
落

下
試

験
Ⅲ

の
試

験
条

件
明

確
化

と
し

て
、

鋼
板

が
供

試
体

に
水

平
に

あ
た

る
よ

う
供

試
体

の
位

置
決

め
を

行
う

よ
う

記
載

す
る

。

賛
成

（
F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
4
に

て
検

討
）

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
2
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
7
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
8
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
【
重

要
度

低
】

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

W
G

3

W
N

T
I/

0
7
/
1
9

6
0
6
～

6
1
9

輸
送

架
台

に
関

す
る

考
慮

を
規

制
側

と
し

て
一

定
の

理
解

と
す

る
た

め
に

、
通

常
の

輸
送

条
件

で
あ

る
こ

と
を

明
確

に
す

る
。

F
ra

n
c
e
0
7
/
2
1
と

同
じ

主
旨

。
F
ra

n
c
e
/
0
7
/
2
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
9
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

中
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
た

だ
し

、
輸

送
容

器
の

付
属

物
を

ど
の

範
囲

と
す

る
か

、
規

則
で

ど
う

規
定

す
る

か
、

申
請

者
に

過
大

な
負

担
が

か
か

る
可

能
性

が
あ

る
等

の
議

論
が

あ
っ

た
。

課
題

・
更

な
る

作
業

/
情

報
要

。
6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
開

催
。

【
重

要
度

中
】

W
G

3

C
A

N
A

D
A

/
0
7
/
0
1

5
4
9
.1

希
ガ

ス
の

場
合

、
輸

送
文

書
に

化
学

的
性

状
を

記
述

で
き

な
い

た
め

、
貨

物
関

係
者

が
拒

否
す

る
結

果
と

な
っ

て
い

る
。

T
S
-
G

-
1
.1

を
改

訂
。

賛
成

。
IC

A
O

-
T
Iは

一
般

的
な

表
現

は
記

載
可

と
な

っ
て

い
る

。
(A

 g
e
n
e
ri
c
 c

h
e
m

ia
c
al

 d
e
sc

ri
pt

io
n

is
 a

c
c
e
pt

ab
al

e
)

現
行

規
則

、
助

言
文

書
変

更
の

必
要

な
く
、

更
な

る
T
R

A
N

S
S
C

で
の

対
応

は
不

要
と

さ
れ

た
。

却
下

W
G

4

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
3

T
A

B
L
E
 I

K
r-

7
9
の

A
2
値

が
A

D
R

の
値

と
齟

齬
適

宜
対

処
（
正

し
い

値
に

修
正

す
る

。
）

T
S
-
R

-
1
の

値
が

正
し

く
、

A
D

R
の

値
が

間
違

い
で

あ
る

。
解

決
済

み
W

G
2

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
6

5
2
3
(a

)
N

O
R

M
鉱

石
も

他
の

Ｌ
Ｓ

Ａ
-
Iと

同
様

に
非

梱
包

で
輸

送
す

る
こ

と
を

禁
止

す
る

べ
く
、

5
2
3
(a

)
を

改
訂

。
本

項
の

適
用

外
を

受
け

る
、

受
け

内
の

2
通

り
に

解
釈

で
き

る
た

め
。

経
緯

調
査

 後
者

に
読

め
る

が
？

課
題

と
は

認
め

ら
れ

ず
、

今
後

の
検

討
不

要
。

却
下

W
G

2
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IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
6

7
2
9
､7

3
0
､

7
3
3

実
績

や
評

価
を

も
と

に
、

浸
漬

試
験

時
間

を
0
.9

m
浸

漬
試

験
：
８

時
間

→
２

日
・
1
5
m

浸
漬

試
験

：
8
時

間
→

１
週

間
・
2
0
0
m

浸
漬

試
験

：
１

時
間

→
６

ヶ
月

に
変

更
す

る
。

反
対

（
現

状
の

設
定

で
試

験
目

的
を

満
た

し
て

い
る

か
ら

）
申

請
者

に
過

大
な

負
担

・
コ

ス
ト

が
課

せ
ら

れ
る

こ
と

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
腐

食
に

関
す

る
情

報
が

な
い

な
ど

正
当

化
が

不
十

分
と

考
え

ら
れ

、
必

要
な

情
報

が
提

出
さ

れ
れ

ば
改

め
て

検
討

す
る

。

却
下

W
G

3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
8

7
2
8

ト
ン

ネ
ル

火
災

が
8
0
0
℃

、
3
0
分

等
の

試
験

条
件

よ
り

厳
し

い
こ

と
を

考
慮

し
、

不
燃

性
及

び
固

体
、

又
は

A
2
値

以
下

の
非

核
分

裂
性

輸
送

物
を

除
き

、
ト

ン
ネ

ル
通

行
に

つ
い

て
当

局
が

付
加

要
件

を
課

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
W

G
に

よ
る

付
加

要
件

の
検

討
を

提
案

。

反
対

。
 現

行
耐

火
試

験
条

件
は

ト
ン

ネ
ル

火
災

も
包

絡
し

て
い

る
と

の
立

場
陸

上
輸

送
に

限
っ

た
案

件
で

あ
り

、
国

際
輸

送
規

則
に

は
不

適
切

で
あ

る
と

し
て

、
却

下
さ

れ
た

。
却

下
W

G
3

IC
A

O
/
0
7
/
0
2

3
0
9

放
射

線
レ

ベ
ル

や
汚

染
に

関
す

る
不

適
合

発
生

時
に

荷
受

人
の

対
応

義
務

を
な

く
す

る
。

（
航

空
規

制
の

管
轄

範
囲

の
問

題
）

反
対

　
重

要
事

項
で

あ
り

、
荷

受
人

を
除

外
す

る
理

由
は

無
い

課
題

で
あ

り
明

確
化

が
必

要
と

認
め

る
も

の
の

、
現

行
規

則
、

助
言

文
書

変
更

の
必

要
な

く
、

更
な

る
T
R

A
N

S
S
C

で
の

対
応

は
不

要
と

さ
れ

た
。

却
下

W
G

4

J
A

P
A

N
/
0
7
/
0
1

ー
天

然
U

F
6
輸

送
物

を
確

認
対

象
外

輸
送

物
と

す
る

。
ー

１
９

９
６

年
版

策
定

時
に

議
論

済
み

で
あ

り
、

当
局

確
認

は
必

要
で

あ
る

。
却

下
W

G
3

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
1

6
0
4

6
0
4
項

の
削

除
（
分

解
可

能
な

カ
プ

セ
ル

の
需

要
が

あ
る

）
適

宜
対

処
現

行
規

制
は

適
切

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

現
行

規
則

、
助

言
文

書
変

更
の

必
要

な
く
、

更
な

る
T
R

A
N

S
S
C

で
の

対
応

は
不

要
と

さ
れ

た
。

却
下

W
G

4

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
6

4
1
7

B
(U

)型
あ

る
い

は
B

(M
)型

で
低

散
逸

性
物

質
（
L
D

M
）
を

輸
送

す
る

際
の

、
L
D

M
の

制
限

値
を

明
確

に
す

る

適
宜

（
内

容
に

問
題

は
な

い
。

こ
の

内
容

は
、

要
綱

に
記

し
た

ほ
う

が
適

当
）

W
G

に
て

解
決

。
解

決
済

み
W

G
2

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
8

6
3
0

U
F
6
輸

送
容

器
の

要
件

に
は

広
く
使

用
さ

れ
て

い
る

熱
的

防
護

に
つ

い
て

、
B

(U
)型

の
よ

う
な

要
件

が
考

慮
さ

れ
て

い
な

い
。

適
宜

対
処

（
R

U
S
S
IA

/
0
7
/
0
7
と

セ
ッ

ト
で

熱
的

防
護

物
に

対
す

る
試

験
要

件
を

整
理

し
、

検
討

す
べ

き
）

課
題

と
は

認
め

ら
れ

な
い

。
却

下
W

G
3

S
P

A
IN

/
0
7
/
0
2

全
般

特
に

混
載

の
場

合
に

運
搬

人
の

責
任

が
明

確
で

な
い

た
め

検
討

さ
れ

た
い

反
対

責
任

権
限

は
集

中
（
荷

送
人

な
ど

）
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る

課
題

で
あ

り
明

確
化

が
必

要
と

認
め

る
も

の
の

、
現

行
規

則
、

助
言

文
書

変
更

の
必

要
な

く
、

更
な

る
T
R

A
N

S
S
C

で
の

対
応

は
不

要
と

さ
れ

た
。

却
下

W
G

4

U
K
/
0
7
/
0
3

す
べ

て
の

航
空

輸
送

条
項

航
空

輸
送

に
か

か
わ

る
問

題
点

を
こ

の
際

見
直

し
て

お
く
。

適
宜

対
処

。
航

空
機

事
故

で
適

用
除

外
輸

送
物

が
耐

え
た

事
例

を
示

し
つ

つ
、

航
空

機
事

故
条

件
が

不
要

に
厳

し
い

旨
述

べ
て

い
る

。
C

o
等

の
輸

送
を

取
り

上
げ

て
お

り
、

検
討

す
る

こ
と

は
意

義
が

あ
る

も
の

の
、

安
全

性
の

確
保

が
重

要
と

の
立

場
を

と
る

。

C
an

ad
a/

0
7
/
0
3
・
U

K
/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
0
7
を

ま
と

め
て

議
論

。
高

放
射

性
物

質
の

航
空

輸
送

規
定

改
訂

に
カ

ナ
ダ

よ
り

強
い

ア
ピ

ー
ル

が
あ

っ
た

も
が

、
航

空
事

故
苛

酷
性

C
R

P
結

果
等

に
基

づ
く
更

な
る

検
討

が
必

要
と

さ
れ

た
。

課
題

・
更

な
る

検
討

要
。

W
G

2

U
N

E
C

E
/
0
7
/
0
3

5
5
0

U
N

規
則

と
の

整
合

の
た

め
、

項
目

記
載

順
序

を
変

更
賛

成
T
S
-
R

-
1
_2

0
0
9
年

版
に

取
入

れ
。

解
決

済
み

W
G

4

U
S
A

/
0
7
/
0
6

5
4
4

表
示

と
標

札
を

英
語

と
現

地
語

の
２

ヶ
国

語
標

記
と

す
る

反
対

（
ラ

ベ
ル

の
意

味
を

ど
の

よ
う

に
説

明
す

る
の

か
。

輸
送

経
路

上
の

言
語

で
は

表
示

し
な

く
て

良
い

の
か

等
、

十
分

な
検

討
が

さ
れ

て
い

な
い

）

現
行

規
制

は
適

切
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
現

行
規

則
、

助
言

文
書

変
更

の
必

要
な

く
、

更
な

る
T
R

A
N

S
S
C

で
の

対
応

は
不

要
と

さ
れ

た
。

却
下

W
G

4

W
N

T
I/

0
7
/
0
3

2
2
1

海
洋

航
行

船
舶

で
の

専
用

積
載

の
定

義
の

明
確

化
。

F
ra

n
c
e
0
7
/
1
7
と

同
じ

。
F
ra

n
c
e
/
0
7
/
1
7
と

同
じ

で
あ

り
、

W
N

T
I取

下
げ

。
取

下
げ

W
G

1
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IA
E
A

輸
送

規
則

2
0
1
1
年

改
定

提
案

に
係

る
T
R

A
N

S
S
C

1
5
で

の
審

議
結

果

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

対
処

方
針

（
案

）
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）

結
論

Ｗ
Ｇ

T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

結
果

我
が

国
の

方
針

W
N

T
I/

0
7
/
0
5

6
7
2

核
燃

料
加

工
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

ウ
ラ

ン
汚

染
物

質
が

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
で

あ
る

事
実

に
鑑

み
、

実
用

上
等

の
観

点
か

ら
ウ

ラ
ン

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
の

物
質

に
対

す
る

核
分

裂
性

物
質

除
外

規
定

を
追

加
す

る
。

基
本

的
に

賛
成

（
改

訂
さ

れ
れ

ば
我

が
国

に
お

い
て

も
利

点
が

あ
る

）
。

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
と

同
じ

。

S
pa

in
/
0
7
/
0
1
と

同
じ

で
あ

り
、

W
N

T
I取

下
げ

。
取

下
げ

W
G

1

W
N

T
I/

0
7
/
0
8

6
2
9

6
3
2

0
.1

kg
以

上
の

U
F
6
を

輸
送

す
る

場
合

IS
O

7
1
9
5
に

合
致

し
て

い
な

く
と

も
同

等
の

安
全

性
を

有
し

て
い

る
場

合
は

、
多

国
間

承
認

が
必

要
で

あ
る

（
6
3
2
項

）
で

あ
る

が
、

こ
れ

は
過

剰
手

続
き

で
あ

る
の

で
、

緩
和

す
る

。

反
対

。
現

行
規

制
は

適
切

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

現
行

規
則

、
助

言
文

書
変

更
の

必
要

な
く
、

更
な

る
検

討
も

不
要

で
あ

る
。

却
下

W
G

3

W
N

T
I/

0
7
/
1
6

6
4
3
.1

bi
s

w
it
h
o
u
t 

le
ak

ag
e
と

い
う

語
は

誤
解

を
招

く
の

で
、

適
切

な
表

現
に

置
き

換
え

る
。

U
S
A

0
7
/
0
8
と

同
じ

主
旨

。
提

案
が

不
完

全
で

あ
る

と
し

て
却

下
さ

れ
た

。
却

下
W

G
4

P
A

K
IS

T
A

N
/
0
7
/
0
1

3
0
1

3
0
3

線
量

レ
ベ

ル
を

明
確

化
す

る
た

め
3
0
1
項

に
3
0
3
項

を
呼

び
込

む
。

ま
た

6
m

S
v/

h
を

超
え

た
場

合
は

報
告

対
象

と
す

る
。

反
対

（
現

行
で

十
分

で
あ

る
）

W
G

報
告

書
に

記
載

が
な

い
も

の
の

、
現

行
規

定
で

十
分

で
あ

り
却

下
さ

れ
た

と
考

え
ら

れ
る

。
却

下
W

G
4

P
A

K
IS

T
A

N
/
0
7
/
0
2

ー
N

O
R

M
や

T
e
N

O
R

M
に

つ
い

て
規

則
に

取
り

入
れ

る
。

適
宜

対
処

（
提

案
が

具
体

化
し

た
と

こ
ろ

で
確

認
）

具
体

的
提

案
で

な
く
、

課
題

で
な

い
と

し
て

今
後

の
検

討
不

要
。

却
下

W
G

2

P
A

K
IS

T
A

N
/
0
7
/
0
3

5
4
2

他
IS

O
で

新
た

に
定

め
ら

れ
た

標
識

の
取

り
入

れ
。

反
対

現
行

規
則

で
問

題
な

く
、

更
な

る
T
R

A
N

S
S
C

で
の

対
応

は
不

要
と

さ
れ

た
。

却
下

W
G

4

U
S
A

/
0
7
/
1
3

1
0
6
 1

0
7

2
1
4
 2

3
6

4
0
1
-
4
0
6

表
面

汚
染

、
表

面
汚

染
物

と
合

わ
せ

、
放

射
性

物
質

の
定

義
を

見
直

す
。

適
用

に
あ

た
っ

て
は

S
C

O
の

定
義

と
関

連
付

け
る

。

適
宜

対
処

（
規

則
の

利
用

者
に

と
っ

て
解

り
に

く
け

れ
ば

、
議

論
の

う
え

放
射

性
物

質
の

定
義

に
汚

染
の

定
義

を
関

連
づ

け
て

も
良

い
。

し
か

し
、

S
C

O
の

定
義

と
の

関
連

付
け

は
無

理
）

T
S
-
R

-
1
_2

0
0
5
年

版
1
0
7
項

（
ｆ）

に
記

載
の

と
お

り
。

解
決

済
み

W
G

2

U
S
A

/
0
7
/
1
7

2
1
4
 2

4
1

5
0
4
 5

0
8

5
1
3

汚
染

に
関

す
る

規
則

間
の

整
合

性
に

つ
い

て
明

確
化

が
必

要
で

あ
る

。
（
空

コ
ン

テ
ナ

や
輸

送
手

段
の

汚
染

が
非

固
定

汚
染

の
限

度
値

（
5
0
8
)及

び
除

染
基

準
（
5
1
3
）
を

ク
リ

ア
す

れ
ば

S
C

O
な

ら
な

い
こ

と
を

明
確

に
す

る
。

）

反
対

（
汚

染
の

定
義

（
２

１
４

）
を

超
え

れ
ば

規
制

を
受

け
る

こ
と

に
な

る
の

で
、

適
用

除
外

輸
送

物
又

は
S
C

O
と

し
て

運
ば

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
）

T
S
-
R

-
1
_2

0
0
5
年

版
1
0
7
項

（
ｆ）

に
記

載
の

と
お

り
。

解
決

済
み

W
G

2
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ＩＡ
Ｅ

Ａ
輸

送
規

則
2
0
1
1
年

課
題

に
係

る
技

術
会

合
の

結
果

N
o
.

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

我
が

国
の

T
R

1
5
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）
と

結
論

W
P

/
Ｗ

Ｇ
我

が
国

の
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

と
結

論

3
.1

W
N

T
I/

0
7
/
0
1

6
7
2

多
量

な
ベ

リ
リ

ウ
ム

が
存

在
す

る
場

合
の

核
分

裂
性

物
質

除
外

。
適

宜
対

処
（
我

が
国

に
お

い
て

も
状

況
は

同
じ

で
あ

る
。

但
し

、
具

体
的

な
検

討
が

不
足

し
て

い
る

）
。

W
P

3
/

W
G

1

3
.2

W
N

T
I/

0
7
/
0
4

6
7
2

原
子

力
産

業
に

お
け

る
臨

界
安

全
の

審
査

者
は

、
IA

E
A

の
核

分
裂

性
物

質
除

外
規

定
を

核
分

裂
性

物
質

を
含

む
廃

棄
物

に
適

用
で

き
る

よ
う

拡
張

す
る

こ
と

を
希

望
し

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

廃
棄

物
の

流
れ

の
多

く
は

、
臨

界
リ

ス
ク

が
非

常
に

小
さ

い
。

適
宜

対
応

（
我

が
国

に
お

い
て

も
状

況
は

同
じ

で
あ

る
。

し
か

し
、

具
体

的
な

検
討

が
不

足
し

て
い

る
）
。

W
P

3
/

W
G

1

3
.3

W
N

T
I/

0
7
/
0
6

6
7
2

濃
度

の
低

い
核

分
裂

性
物

質
に

汚
染

さ
れ

た
多

量
の

放
射

性
物

質
の

輸
送

を
許

可
し

、
核

分
裂

性
物

質
輸

送
容

器
を

減
ら

す
た

め
、

廃
棄

物
の

観
点

か
ら

核
分

裂
性

物
質

除
外

規
定

を
見

直
す

。

基
本

的
に

賛
成

（
我

が
国

に
お

い
て

も
同

じ
問

題
に

既
に

遭
遇

し
た

の
で

、
状

況
は

理
解

で
き

る
。

廃
棄

物
除

外
規

定
の

表
現

が
複

雑
に

な
っ

て
お

り
、

W
N

T
Iか

ら
は

核
物

質
除

外
規

定
に

つ
い

て
、

他
に

も
改

訂
提

案
が

出
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
統

一
し

た
形

で
の

提
案

を
望

む
）
。

W
P

3
/

W
G

1

3
.4

S
P

A
IN

/
0
7
/
0
1

6
7
2

核
燃

料
加

工
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

ウ
ラ

ン
汚

染
物

質
が

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
で

あ
る

事
実

に
鑑

み
、

実
用

上
等

の
観

点
か

ら
ウ

ラ
ン

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
の

物
質

に
対

す
る

核
分

裂
性

物
質

除
外

規
定

を
追

加
す

る
。

賛
成

の
立

場
で

適
宜

対
処

。
（
改

訂
さ

れ
れ

ば
我

が
国

に
お

い
て

も
利

点
が

あ
る

）
。

し
か

し
な

が
ら

、
提

案
さ

れ
て

い
る

数
値

の
妥

当
性

も
含

め
て

、
要

検
討

の
立

場
を

と
る

。

W
P

3
/

W
G

1

3
.5

S
W

E
D

E
N

/
0
7
/
0
1

6
7
2

原
子

炉
解

体
廃

棄
物

に
適

用
す

る
た

め
、

少
量

の
核

分
裂

性
物

質
を

含
む

放
射

性
物

質
の

適
用

除
外

規
定

を
見

直
す

。

基
本

的
に

賛
成

（
我

が
国

も
同

様
の

問
題

を
抱

え
て

い
る

。
し

か
し

、
他

の
提

案
も

あ
り

、
統

一
化

が
必

要
）
。

W
P

3
/

W
G

1

3
.6

U
K
/
0
7
/
0
2

6
7
2

核
燃

料
加

工
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

ウ
ラ

ン
汚

染
物

質
が

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
で

あ
る

事
実

に
鑑

み
、

実
用

上
等

の
観

点
か

ら
の

記
述

を
ウ

ラ
ン

濃
縮

度
5
w

t%
未

満
の

物
質

に
対

す
る

核
分

裂
性

物
質

除
外

規
定

に
追

加
す

る
。

基
本

的
に

賛
成

（
改

訂
さ

れ
れ

ば
我

が
国

に
お

い
て

も
利

点
が

あ
る

）
。

W
P

3
/

W
G

1

3
.7

U
S
A

/
0
7
/
1
0

6
7
2

核
分

裂
性

物
質

を
含

む
輸

送
物

の
除

外
規

定
に

関
す

る
改

訂
（
6
7
2
項

の
提

案
と

し
て

、
他

と
一

括
検

討
）

W
P

3
/

W
G

1

4
.1

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
7

IS
O

/
0
7
/
0
1

S
e
c
ti
o
n
 V

I参
考

文
献

の
IS

O
7
1
9
5
を

最
新

版
に

す
る

。
IS

O
7
1
9
5
は

1
9
9
3
年

版
で

な
く
2
0
0
5
年

版
が

最
新

。

賛
成

。
賛

成
 2

0
0
7
年

版
で

訂
正

済
？

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
5
・
IS

O
/
0
7
/
0
1
を

ま
と

め
て

、
IS

O
7
1
9
5
及

び
他

の
参

照
文

献
の

最
新

化
の

課
題

と
し

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

参
照

文
献

の
最

新
化

が
提

言
さ

れ
た

。
T
S

-
R

-
1
_2

0
0
9
年

版
へ

の
反

映
を

提
言

。
6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

4
/

W
G

2
助

言
文

書
6
3
9
.2

項
の

草
案

を
作

成
し

た
。

4
1
0
bi

s[
n
e

w
],
5
8
0

国
連

モ
デ

ル
規

則
に

従
い

、
U

F
6
の

規
制

免
除

を
導

入
適

宜
対

処
（
日

本
へ

の
影

響
が

な
い

か
、

慎
重

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

）

4
1
0
bi

s
5
8
0

4
1
0
bi

sに
適

用
除

外
輸

送
物

は
1
kg

を
超

え
る

U
F
6
を

収
納

し
て

は
な

ら
な

く
、

ま
た

、
1
0
9
,

5
0
7
, 
5
1
5
項

の
要

件
を

満
た

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

規
定

す
る

。
国

連
番

号
U

N
2
9
7
8
が

指
定

さ
れ

て
い

る
た

め
、

適
用

除
外

輸
送

物
(2

9
1
0
)と

し
て

運
べ

な
い

。

賛
成

。
U

F
6
が

0
.1

ｋ
ｇ
未

満
で

あ
れ

ば
適

用
除

外
輸

送
物

と
し

て
輸

送
で

き
と

す
べ

き
。

【
W

N
T
I/

0
7
/
0
7
と

ほ
ぼ

同
じ

】

4
1
0

5
8
0

国
連

モ
デ

ル
規

則
に

従
い

、
U

F
6
の

規
制

免
除

を
導

入
賛

成

4
.2

改
訂

提
案

内
容

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
8

T
R

A
N

S
S
C

1
5

技
術

会
合

T
M

-
3
5
9
1
6
結

果

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
8
・
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

少
量

の
U

F
6
の

課
題

と
し

、
規

則
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

S
p
ai

n
/
0
7
/
0
1
・
S

w
e
de

n
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
1
・
U

K
/
0
7
/
0
2
・

U
S

A
/
0
7
/
1
0
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
0
6

を
ま

と
め

て
核

分
裂

性
適

用
除

外
規

定
（
6
7
2
項

）
の

課
題

と
し

て
取

り
上

げ
た

。
従

来
か

ら
の

継
続

検
討

で
あ

る
と

と
も

に
、

国
別

認
可

の
概

念
提

案
も

あ
り

、
効

率
化

・
最

適
化

・
実

用
性

・
経

済
-
社

会
的

効
果

を
有

す
る

課
題

と
し

て
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
に

よ
る

解
決

を
目

指
し

、
C

S
M

付
託

事
項

を
作

成
し

た
。

Ｗ
Ｇ

で
は

規
則

改
訂

の
ト

リ
ガ

ー
と

し
て

【
安

全
上

重
要

】
と

し
た

が
、

全
体

会
合

で
取

り
下

げ
。

U
S

A
提

案
の

濃
度

に
よ

る
規

制
導

入
に

賛
同

。
土

壌
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

含
ま

れ
る

核
分

裂
物

質
に

限
る

こ
と

？
た

だ
し

、
２

ｇ
無

制
限

に
は

反
対

。
論

点
：
当

局
の

関
与

、
fi
ss

ile
 c

o
n
c
e
n
tr

at
io

n

IA
E
A

規
則

と
国

連
勧

告
の

双
方

に
少

量
危

険
物

の
取

扱
い

の
規

定
が

必
要

。
通

信
ベ

ー
ス

で
早

急
に

解
決

策
を

検
討

し
、

T
R

A
N

S
S

C
1
6
に

結
論

を
提

出
す

る
（
→

国
連

勧
告

1
6
訂

版
に

反
映

要
）
。

W
P

4
/

W
G

2
0
.1

kg
以

下
の

U
F
6
の

運
搬

方
法

が
不

明
確

で
あ

り
、

か
つ

ま
た

、
0
.1

kg
以

上
の

U
F
6
を

運
搬

す
る

場
合

で
も

、
E
xc

e
pt

e
d

P
ac

ka
ge

と
し

て
の

運
搬

が
可

能
で

あ
り

、
運

搬
方

法
を

明
確

に
す

る
必

要
が

あ
る

。

・
輸

送
中

に
制

限
を

要
し

な
い

も
の

を
本

質
的

な
核

分
裂

性
適

用
除

外
物

と
定

義
（
区

分
１

）
。

・
輸

送
中

に
制

限
を

要
す

る
も

の
（
区

分
２

）
に

つ
い

て
、

そ
れ

を
可

能
と

す
る

方
策

を
検

討
す

る
【
通

信
ベ

ー
ス

】
。

・
用

途
が

限
定

的
な

も
の

に
つ

い
て

、
多

国
間

承
認

（
当

事
国

の
当

局
承

認
）
を

導
入

す
べ

き
。

・
新

た
な

核
分

裂
性

適
用

除
外

規
定

の
規

則
・
助

言
文

書
改

訂
案

作
成

及
び

多
国

間
承

認
に

よ
る

規
制

枠
組

み
の

検
討

の
た

め
の

専
門

家
会

合
を

開
催

す
る

。

付 3-1 



ＩＡ
Ｅ

Ａ
輸

送
規

則
2
0
1
1
年

課
題

に
係

る
技

術
会

合
の

結
果

N
o
.

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

我
が

国
の

T
R

1
5
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）
と

結
論

W
P

/
Ｗ

Ｇ
我

が
国

の
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

と
結

論

改
訂

提
案

内
容

T
R

A
N

S
S
C

1
5

技
術

会
合

T
M

-
3
5
9
1
6
結

果

副
次

的
危

険
性

に
係

る
表

示
の

U
N

規
則

と
の

整
合

1
1
0
項

の
修

正
提

案
は

今
回

提
出

し
な

い
。

適
宜

対
処

。

W
N

T
I/

0
7
/
1
0

1
0
9
, 
5
0
7

6
1
6

副
次

危
険

性
に

関
す

る
条

項
に

適
用

除
外

の
制

限
量

(L
im

it
e
d 

qu
an

ti
ty

)と
い

う
閾

値
を

導
入

す
る

。

適
宜

対
処

。

4
.3

W
N

T
I/

0
7
/
0
9

6
1
6

U
F
6
輸

送
容

器
は

IS
O

7
1
9
5
と

ク
ラ

ス
８

(腐
食

性
)の

要
件

を
同

時
に

満
た

す
よ

う
に

製
造

で
き

な
い

た
め

、
6
3
0
項

、
6
3
1
項

を
満

た
せ

ば
、

6
1
6
項

を
適

用
す

る
必

要
は

な
い

。

賛
成

。
U

F
6
の

副
次

的
危

険
性

に
関

す
る

課
題

と
し

、
助

言
文

書
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
た

【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

4
/

W
G

2
・
IA

E
A

規
則

と
国

連
勧

告
の

双
方

に
規

定
明

確
化

要
（
4
.1

項
）
。

・
細

部
の

検
討

は
6
.1

項
に

含
め

る
。

5
.1

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
0

7
2
3

試
験

荷
重

は
空

容
器

で
は

な
く
実

入
り

の
容

器
で

行
う

こ
と

を
明

記
す

る
。

賛
成

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

5
/

W
G

3
7
2
3
項

を
修

正
し

明
確

化
し

た
。

助
言

文
書

検
討

要
。

5
.2

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
1

5
1
6
.4

5
3
1
.1

5
3
2
.1

5
7
5
.2

6
2
2
.8

6
4
6
.6

6
5
7
.1

4

液
体

を
収

納
す

る
輸

送
物

の
放

射
線

レ
ベ

ル
の

計
算

に
、

収
納

物
の

移
動

、
放

射
性

核
種

の
分

離
、

沈
降

を
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。
最

大
線

量
レ

ベ
ル

は
“
収

納
物

の
移

動
、

液
体

中
の

核
種

の
分

離
・
沈

降
を

考
慮

す
る

”
旨

を
新

た
に

追
記

す
る

。

賛
成

。
試

験
条

件
に

関
す

る
課

題
で

あ
り

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

中
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

5
/

W
G

4
助

言
文

書
に

新
5
1
6
.5

項
及

び
新

6
2
2
.8

項
を

作
り

、
関

連
項

で
参

照
す

る
。

5
.3

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
3

7
2
8
.1

炉
内

耐
火

試
験

時
の

酸
素

割
合

と
し

て
液

化
炭

化
水

素
－

空
気

火
炎

の
も

の
を

代
表

と
す

る
。

（
試

験
条

件
の

明
確

化
）

賛
成

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

5
/

W
G

3
7
2
8
.2

1
項

に
原

則
論

と
し

て
記

載
し

た
。

5
.4

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
8

7
3
5

パ
ン

ク
／

引
き

裂
き

試
験

で
最

大
の

損
傷

を
与

え
る

よ
う

な
輸

送
物

供
試

体
と

輸
送

物
表

面
の

衝
突

点
の

方
向

で
垂

直
な

プ
ロ

ー
ブ

上
に

落
下

さ
せ

る
。

（
試

験
条

件
の

明
確

化
）

賛
成

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

5
/

W
G

3
提

案
意

図
は

合
意

さ
れ

た
が

、
本

要
件

の
本

来
の

趣
旨

に
合

っ
て

い
る

か
提

案
国

中
心

に
確

認
す

る
こ

と
と

な
っ

た
。

5
.5

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
1
9

7
0
1

縮
尺

モ
デ

ル
試

験
に

お
け

る
落

下
高

さ
補

正
の

こ
と

を
助

言
文

書
に

記
載

す
る

。
適

宜
対

処
（
賛

成
）

仮
定

の
正

し
さ

を
確

認
す

る
必

要
が

あ
る

。
試

験
条

件
に

関
す

る
課

題
で

あ
り

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

中
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

5
/

W
G

3
経

過
措

置
に

も
影

響
が

あ
る

か
も

し
れ

な
い

。
改

訂
要

と
は

合
意

さ
れ

た
が

、
提

案
国

中
心

に
ガ

イ
ド

文
書

を
作

成
す

る
よ

う
要

求
す

る
こ

と
と

し
た

。

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
1

6
1
1

6
1
1
.n

輸
送

架
台

及
び

固
縛

装
置

を
含

む
い

か
な

る
輸

送
物

へ
の

付
加

物
も

、
輸

送
物

の
安

全
性

を
損

な
っ

て
は

な
ら

な
い

。

反
対

 一
般

の
試

験
条

件
で

の
考

慮
は

可
と

す
る

も
、

特
別

の
試

験
条

件
で

の
考

慮
要

と
考

え
る

べ
き

か
？

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
2
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
9
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

中
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
た

だ
し

、
輸

送
容

器
の

付
属

物
を

ど
の

範
囲

と
す

る
か

、
規

則
で

ど
う

規
定

す
る

か
、

申
請

者
に

過
大

な
負

担
が

か
か

る
可

能
性

が
あ

る
等

の
議

論
が

あ
っ

た
。

W
N

T
I/

0
7
/
1
9

6
0
6
～

6
1
9

輸
送

架
台

に
関

す
る

考
慮

を
規

制
側

と
し

て
一

定
の

理
解

と
す

る
た

め
に

、
通

常
の

輸
送

条
件

で
あ

る
こ

と
を

明
確

に
す

る
。

F
ra

n
c
e
0
7
/
2
1
と

同
じ

主
旨

。
F
ra

n
c
e
/
0
7
/
2
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
9
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

中
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
た

だ
し

、
輸

送
容

器
の

付
属

物
を

ど
の

範
囲

と
す

る
か

、
規

則
で

ど
う

規
定

す
る

か
、

申
請

者
に

過
大

な
負

担
が

か
か

る
可

能
性

が
あ

る
等

の
議

論
が

あ
っ

た
。

W
P

5
/

W
G

3
現

状
、

各
国

で
取

り
扱

い
が

異
な

っ
て

お
り

輸
送

物
の

付
加

物
の

範
囲

を
定

め
る

の
は

難
し

い
。

規
則

は
こ

の
ま

ま
に

し
て

各
国

の
裁

量
に

任
せ

る
の

が
よ

い
。

一
部

の
輸

送
で

は
、

一
連

の
輸

送
で

輸
送

架
台

を
変

え
る

こ
と

も
あ

る
。

反
対

で
対

処
。

規
則

・
助

言
文

書
改

訂
の

要
否

検
討

の
た

め
の

C
S
M

を
勧

告
し

た
。

5
.6

U
N

E
C

E
/
0
7
/
0
1

1
1
0

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
8
・
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

少
量

の
U

F
6
の

課
題

と
し

、
規

則
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
。

ま
た

、
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・

W
N

T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

一
般

的
な

副
次

的
危

険
性

の
課

題
と

し
、

助
言

文
書

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

付 3-2 



ＩＡ
Ｅ

Ａ
輸

送
規

則
2
0
1
1
年

課
題

に
係

る
技

術
会

合
の

結
果

N
o
.

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

我
が

国
の

T
R

1
5
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）
と

結
論

W
P

/
Ｗ

Ｇ
我

が
国

の
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

と
結

論

改
訂

提
案

内
容

T
R

A
N

S
S
C

1
5

技
術

会
合

T
M

-
3
5
9
1
6
結

果

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
4

7
2
7
(c

)
落

下
試

験
Ⅲ

の
詳

細
な

試
験

条
件

を
明

確
化

す
る

た
め

に
C

S
M

で
検

討
す

る
。

賛
成

W
N

T
I/

0
7
/
1
7

7
2
7
(c

)
落

下
試

験
Ⅲ

の
試

験
条

件
明

確
化

と
し

て
、

鋼
板

の
形

状
を

7
2
7
項

(b
)の

落
下

試
験

Ⅱ
と

同
様

な
条

件
と

す
る

よ
う

記
載

す
る

。

賛
成

（
F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
4
に

て
検

討
）

W
N

T
I/

0
7
/
1
8

7
2
7
(c

)
落

下
試

験
Ⅲ

の
試

験
条

件
明

確
化

と
し

て
、

鋼
板

が
供

試
体

に
水

平
に

あ
た

る
よ

う
供

試
体

の
位

置
決

め
を

行
う

よ
う

記
載

す
る

。

賛
成

（
F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
4
に

て
検

討
）

5
.8

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
0

6
1
1
.2

耐
火

試
験

に
お

い
て

可
燃

性
の

中
性

子
遮

へ
い

材
の

影
響

を
考

慮
す

る
。

賛
成

。
試

験
条

件
に

関
す

る
課

題
で

あ
り

、
助

言
文

書
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

5
/

W
G

3
下

記
、

F
ra

n
c
e
0
7
/
2
1
も

含
め

て
検

討
す

べ
き

。
5
.6

項
の

C
S
M

に
て

あ
わ

せ
て

検
討

す
る

こ
と

と
し

た
。

5
.9

U
K
/
0
7
/
0
4

W
N

T
I/

0
7
/
1
2

A
pp

.Ⅳ
固

縛
評

価
を

IM
O

/
IL

O
/
U

N
E
C

E
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

基
づ

き
見

直
す

賛
成

U
N

勧
告

等
と

整
合

を
は

か
る

た
め

U
K
/
0
7
/
0
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
2
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

助
言

文
書

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

5
/

W
G

3
前

回
T
R

A
N

S
S
C

で
否

認
済

み
で

再
度

提
案

に
あ

た
っ

て
の

J
u
st

if
ic

at
io

n
が

不
十

分
で

あ
る

。
H

ar
m

o
n
iz

at
io

n
の

問
題

で
あ

り
、

Id
e
n
ti
fi
e
d
 I
ss

u
e
 と

し
て

の
取

り
扱

い
が

望
ま

し
い

。

提
案

さ
れ

た
資

料
を

助
言

文
書

の
参

考
文

献
と

し
て

掲
載

す
る

こ
と

と
し

た
。

5
1
0

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
7

6
5
6

6
5
6
項

（
熱

防
護

物
を

含
む

輸
送

物
に

対
す

る
試

験
条

件
）
が

明
確

で
な

く
、

ま
た

過
剰

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
落

下
試

験
等

他
の

試
験

条
件

を
満

足
す

る
こ

と
で

6
5
6
項

は
満

足
で

き
る

の
で

、
6
5
6
項

を
削

除
す

る
。

反
対

。
基

準
と

し
て

不
明

確
と

し
て

い
る

が
、

現
基

準
は

th
e
rm

al
 p

ro
te

c
ti
o
n
 が

そ
の

役
割

を
果

た
さ

な
く
な

る
危

惧
に

つ
い

て
の

事
象

を
列

挙
し

て
お

り
十

分
と

考
え

ら
れ

る
。

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

5
/

W
G

3
反

対
と

し
て

対
処

。
6
5
6
項

は
維

持
す

る
べ

き
。

提
案

国
よ

り
何

ら
対

応
が

な
い

の
で

実
質

的
に

却
下

。

5
1
1

C
A

N
A

D
A

/
0
4
/
0
7

T
h
e
rm

al
 t

e
st

 r
e
qu

ir
e
m

e
n
ts

 f
o
r 

n
at

u
ra

l
an

d 
de

pl
e
te

d 
u
ra

n
iu

m
 h

e
xa

fl
u
io

ri
de

W
P

5
/

提
案

国
に

対
し

、
関

係
国

も
交

え
技

術
根

拠
資

料
作

成
を

要
求

す
る

。

W
N

T
I/

0
7
/
1
0

1
0
9
, 
5
0
7

6
1
6

副
次

危
険

性
に

関
す

る
条

項
に

適
用

除
外

の
制

限
量

(L
im

it
e
d 

qu
an

ti
ty

)と
い

う
閾

値
を

導
入

す
る

。

適
宜

対
処

。

副
次

的
危

険
性

に
係

る
表

示
の

U
N

規
則

と
の

整
合

1
1
0
項

の
修

正
提

案
は

今
回

提
出

し
な

い
。

適
宜

対
処

。

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
9

5
1
5

5
1
0
項

(漏
え

い
等

異
常

時
措

置
)の

対
象

に
、

適
用

除
外

輸
送

物
に

も
加

え
る

。
賛

成
。

1
0
0
ｇ
未

満
で

あ
れ

ば
適

用
除

外
輸

送
物

と
し

て
輸

送
で

き
る

よ
う

に
し

た
場

合
、

緊
急

時
対

応
措

置
も

考
慮

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

た
め

。

G
E
R

M
A

N
Y
/
0
7
/
0
2

5
1
5

適
用

除
外

輸
送

物
の

要
件

列
挙

に
抜

け
が

あ
る

。
5
0
2
(a

),
 (

b
),
 (

f)
, 
5
0
4
, 
5
0
9
, 
5
1
0
等

追
記

。

賛
成

U
K
/
0
7
/
0
9

空
容

器
が

適
用

除
外

輸
送

物
と

し
て

運
べ

る
こ

と
を

明
記

（
W

N
T
I/

0
7
/
1
5
）

賛
成

（
要

件
が

明
確

に
な

っ
た

）

W
N

T
I/

0
7
/
1
5

適
用

除
外

輸
送

物
と

し
て

使
用

さ
れ

た
空

容
器

が
収

納
で

き
る

放
射

能
量

を
、

表
Ⅲ

あ
る

い
は

5
0
8
項

で
規

定
す

る
値

の
1
0
0
倍

の
い

ず
れ

か
以

下
で

あ
る

と
す

る
。

適
宜

対
処

。

W
P

5
/

W
G

3
試

験
条

件
に

関
し

て
規

則
・
助

言
文

書
の

改
訂

の
必

要
性

を
検

討
す

る
C

S
M

を
勧

告
。

W
P

6
/

W
G

2
副

次
的

危
険

性
を

有
す

る
場

合
に

つ
い

て
の

ガ
イ

ド
文

書
を

策
定

す
る

た
め

の
C

S
M

を
勧

告
。

新
4
1
1
bi

s項
及

び
5
2
0
項

（
ｃ
）
、

(e
)を

追
加

し
、

適
用

除
外

輸
送

物
の

制
限

を
記

載
。

5
1
5
項

(a
)を

修
正

し
、

必
要

な
規

定
を

参
照

す
る

。
W

P
6
/

W
G

2

1
1
0

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
9
・
G

e
rm

an
y/

0
7
/
0
2
を

ま
と

め
て

、
適

用
除

外
輸

送
物

要
件

の
課

題
と

し
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

U
K
/
0
7
/
0
9
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
5
を

合
わ

せ
て

、
適

用
除

外
輸

送
物

の
収

納
量

制
限

に
関

す
る

課
題

と
し

、
規

則
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

5
.7

6
.1

6
.2

6
.3

4
1
1
bi

s
［
n
e
w

],
5
2
0

U
N

E
C

E
/
0
7
/
0
1

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
2
4
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
7
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
8
を

合
わ

せ
て

試
験

条
件

に
関

す
る

課
題

で
あ

り
、

規
則

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
8
・
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・
W

N
T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

少
量

の
U

F
6
の

課
題

と
し

、
規

則
改

訂
を

要
す

る
も

の
と

し
て

更
な

る
作

業
/
情

報
要

と
し

た
。

ま
た

、
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
1
・

W
N

T
I/

0
7
/
1
0
を

ま
と

め
て

一
般

的
な

副
次

的
危

険
性

の
課

題
と

し
、

助
言

文
書

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
し

た
【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。
F
ra

n
c
e
0
7
/
0
8
に

同
じ

。

W
P

6
/

W
G

2

付 3-3 



ＩＡ
Ｅ

Ａ
輸

送
規

則
2
0
1
1
年

課
題

に
係

る
技

術
会

合
の

結
果

N
o
.

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

我
が

国
の

T
R

1
5
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）
と

結
論

W
P

/
Ｗ

Ｇ
我

が
国

の
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

と
結

論

改
訂

提
案

内
容

T
R

A
N

S
S
C

1
5

技
術

会
合

T
M

-
3
5
9
1
6
結

果

6
.4

C
A

N
A

D
A

/
0
7
/
0
4

5
1
8

適
用

除
外

輸
送

物
の

内
部

に
標

識
を

入
れ

ら
れ

な
い

場
合

外
部

で
も

良
い

と
す

る
。

賛
成

し
て

良
い

と
思

わ
れ

る
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

提
案

で
あ

っ
た

が
、

適
用

除
外

輸
送

物
の

マ
ー

キ
ン

グ
の

課
題

と
し

て
助

言
文

書
の

み
の

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
さ

れ
た

【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

W
P

6
/

W
G

2
提

案
国

カ
ナ

ダ
に

差
し

戻
し

。

C
A

N
A

D
A

/
0
7
/
0
3

4
1
6

5
2
1

6
0
5

6
0
5
(a

)低
散

逸
性

物
質

の
放

射
線

レ
ベ

ル
制

限
(1

0
μ

S
v/

h
 a

t 
3
m

)を
削

除
す

る
。

反
対

 科
学

的
根

拠
な

し
　

【
U

S
A

/
0
7
/
0
7
と

同
一

】

U
K
/
0
7
/
0
3

す
べ

て
の

航
空

輸
送

条
項

航
空

輸
送

に
か

か
わ

る
問

題
点

を
こ

の
際

見
直

し
て

お
く
。

適
宜

対
処

。
航

空
機

事
故

で
適

用
除

外
輸

送
物

が
耐

え
た

事
例

を
示

し
つ

つ
、

航
空

機
事

故
条

件
が

不
要

に
厳

し
い

旨
述

べ
て

い
る

。
C

o
等

の
輸

送
を

取
り

上
げ

て
お

り
、

検
討

す
る

こ
と

は
意

義
が

あ
る

も
の

の
、

安
全

性
の

確
保

が
重

要
と

の
立

場
を

と
る

。

U
S
A

/
0
7
/
0
7

6
0
5
(a

)
6
0
5
(a

)を
削

除
す

る
。

Ｂ
型

の
航

空
輸

送
は

4
1
6
項

に
よ

り
3
0
0
0
A

1
又

は
3
0
0
0
A

2
ま

で
許

容
さ

れ
て

い
る

(4
1
7
項

）
が

、
6
0
5
項

（
L
D

M
の

要
件

）
に

よ
り

A
1
程

度
し

か
で

き
な

い
。

適
宜

対
処

。

2
1
4
,2

2
7
,2

4
1
,

5
0
4
,5

0
8

他
の

ア
ル

フ
ァ

放
射

体
と

吸
入

線
量

係
数

に
差

が
な

い
こ

と
か

ら
、

低
毒

性
ア

ル
フ

ァ
放

射
体

の
定

義
を

削
除

す
る

。

反
対

（
輸

送
規

則
に

は
、

比
放

射
能

を
考

慮
し

た
基

準
が

盛
り

込
ま

れ
て

お
り

、
本

件
の

み
比

放
射

能
を

考
慮

し
な

い
考

え
方

に
変

え
る

べ
き

で
は

な
い

。
）

定
義

の
削

除
に

は
反

対

5
0
4
,5

0
8

表
面

汚
染

に
つ

い
て

、
低

毒
性

α
放

射
体

の
表

現
を

削
除

。
放

射
線

防
護

の
観

点
で

議
論

さ
れ

た
結

果
を

反
映

す
る

。
参

照
線

量
１

ｍ
S

v/
yな

ら
ば

、
他

の
ア

ル
フ

ァ
核

種
と

の
差

が
な

く
な

る
の

で
、

廃
止

に
賛

成
。

安
藤

ペ
ー

パ
ー

を
議

論
用

と
し

て
配

布
。

7
.3

U
K
/
0
7
/
0
1

4
0
1
 4

0
4

5
0
8
 5

0
9

5
1
3
 5

2
0

輸
送

物
の

表
面

汚
染

に
つ

い
て

、
グ

ロ
ス

の
基

準
に

加
え

て
核

種
毎

の
基

準
を

オ
プ

シ
ョ

ン
と

し
て

追
加

す
る

。

賛
成

作
業

者
と

公
衆

の
線

量
バ

ラ
ン

ス
が

不
適

切
と

考
え

ら
れ

、
ま

た
、

提
案

に
示

さ
れ

た
約

2
0
件

の
懸

案
事

項
を

解
決

す
る

必
要

が
あ

る
と

さ
れ

た
。

こ
れ

ら
に

つ
い

て
、

引
き

続
き

議
論

を
継

続
す

る
こ

と
と

し
た

。
な

い
、

小
型

輸
送

物
へ

の
適

用
は

行
わ

ず
、

核
燃

料
輸

送
物

に
限

定
す

る
と

い
う

認
識

が
共

有
さ

れ
た

。

W
P

7
/

W
G

4
更

な
る

検
討

要
・
優

先
度

高
と

し
て

、
英

国
提

案
及

び
そ

れ
に

含
ま

れ
る

問
題

点
に

つ
い

て
検

討
す

る
技

術
会

合
を

勧
告

。

C
Z
E
C

H
/
0
7
/
0
1

1
0
7

消
費

者
製

品
は

現
在

、
販

売
後

は
輸

送
規

則
の

適
用

か
ら

外
れ

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
。

K
r-

8
5
及

び
T
h
-
2
3
2
を

含
む

ラ
ン

プ
の

消
費

者
製

品
に

つ
い

て
は

、
大

量
輸

送
中

も
規

則
適

用
か

ら
外

れ
る

よ
う

、
規

制
免

除
の

項
目

を
新

に
追

加
す

る
。

適
宜

対
処

（
技

術
的

妥
当

性
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
と

共
に

特
定

の
製

品
毎

に
規

則
を

変
更

す
る

の
は

バ
ラ

ン
ス

を
欠

く
た

め
、

文
言

の
修

正
が

必
要

）
U

S
A

/
0
7
/
1
6
,U

S
A

0
7
/
1
4
,U

S
A

0
7
/
1
6
と

関
連

C
Z
E
C

H
/
0
7
/
0
2

5
1
7

上
記

の
補

足
提

案
で

あ
り

、
上

記
の

製
品

に
つ

い
て

は
内

面
に

’
R

A
D

IO
A

C
T
IV

E
'の

表
示

を
す

る
こ

と
を

免
除

す
る

。

適
宜

対
処

（
C

H
E
C

H
/
0
7
/
0
1
を

優
先

し
て

議
論

す
べ

き
）

U
S
A

/
0
7
/
0
3

2
3
0
,2

3
6
,4

0
1
,T

A
B

L
E
 I
,4

0
4
,

T
A

B
L
E
 I
I

輸
送

の
放

射
能

量
に

つ
い

て
の

規
制

免
除

値
は

運
搬

物
を

対
象

と
し

て
い

る
が

、
こ

れ
を

輸
送

物
を

対
象

に
替

え
る

。

適
宜

対
処

（
適

用
除

外
に

つ
い

て
の

大
幅

な
方

針
転

換
で

あ
り

、
慎

重
な

議
論

が
必

要
。

一
概

に
否

定
す

る
べ

き
で

も
な

い
）

U
S
A

/
0
7
/
1
4

1
0
7

少
量

の
放

射
性

気
体

を
含

む
電

球
は

規
則

の
適

用
か

ら
外

す
。

適
宜

対
処

（
C

H
E
C

H
/
0
7
/
0
1
の

議
論

に
含

ま
れ

る
。

）

W
P

7
/

W
G

4
全

面
的

に
反

対
・
航

空
事

故
C

R
P

報
告

書
を

関
係

国
が

レ
ビ

ュ
ー

す
る

。
・
C

R
P

報
告

書
に

基
づ

き
現

行
規

則
・
助

言
文

書
を

レ
ビ

ュ
ー

し
、

必
要

な
場

合
、

改
訂

へ
の

作
業

を
行

う
た

め
の

C
S
M

を
勧

告

W
P

7
/

W
G

4

W
P

7
/

W
G

2
更

な
る

検
討

要
・
重

要
度

高
と

し
て

、
以

下
の

課
題

解
決

の
た

め
の

C
S
M

を
勧

告
。

・
規

制
免

除
す

べ
き

製
品

・
特

定
製

品
か

、
一

般
化

か
・
判

断
基

準
・
規

制
メ

カ
ニ

ズ
ム

放
射

線
学

的
影

響
は

明
ら

か
な

る
も

、
運

用
及

び
コ

ス
ト

へ
の

影
響

の
情

報
収

集
要

と
し

て
、

提
案

国
中

心
に

通
信

ベ
ー

ス
で

情
報

収
集

・
意

見
集

約
す

る
。

7
.4

C
an

ad
a/

0
7
/
0
3
・
U

K
/
0
7
/
0
3
・
U

S
A

/
0
7
/
0
7
を

ま
と

め
て

議
論

。
高

放
射

性
物

質
の

航
空

輸
送

規
定

改
訂

に
カ

ナ
ダ

よ
り

強
い

ア
ピ

ー
ル

が
あ

っ
た

が
、

航
空

事
故

苛
酷

性
C

R
P

結
果

等
に

基
づ

く
更

な
る

検
討

が
必

要
と

さ
れ

た
。

提
案

内
容

が
適

当
で

あ
る

こ
と

は
認

め
る

が
、

産
業

へ
の

影
響

の
大

き
さ

の
評

価
が

不
十

分
で

あ
り

、
検

討
継

続
と

な
っ

た
。

C
ze

c
h
/
0
7
/
0
1
・
C

ze
c
h
/
0
7
/
0
2
・
U

S
A

/
0
7
/
0
3
・

U
S

A
/
0
7
/
1
4
・
U

S
A

/
0
7
/
1
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
8
と

と
も

に
ま

と
め

て
少

量
放

射
性

物
質

の
大

量
輸

送
に

関
す

る
規

制
免

除
の

課
題

と
し

て
議

論
。

た
だ

し
U

S
A

/
0
7
/
1
8
は

、
報

告
書

で
は

欠
落

し
て

い
る

。
輸

送
容

器
の

過
剰

規
制

に
よ

り
産

業
界

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

事
項

で
あ

り
、

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
開

催
に

て
開

催
す

べ
き

と
提

言
さ

れ
た

。
W

G
2
で

の
検

討
事

項
の

う
ち

最
重

要
課

題
と

位
置

付
け

ら
れ

た
。

C
an

ad
a 

0
7
/
0
4
と

あ
わ

せ
て

検
討

7
.1

7
.2

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
3

付 3-4 



ＩＡ
Ｅ

Ａ
輸

送
規

則
2
0
1
1
年

課
題

に
係

る
技

術
会

合
の

結
果

N
o
.

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

我
が

国
の

T
R

1
5
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）
と

結
論

W
P

/
Ｗ

Ｇ
我

が
国

の
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

と
結

論

改
訂

提
案

内
容

T
R

A
N

S
S
C

1
5

技
術

会
合

T
M

-
3
5
9
1
6
結

果

U
S
A

/
0
7
/
1
5

1
0
7

適
用

除
外

輸
送

物
の

な
か

で
、

輸
送

中
リ

ス
ク

が
な

い
機

器
や

物
品

は
、

規
則

の
適

用
対

象
外

と
す

る
。

適
宜

対
処

（
C

H
E
C

H
/
0
7
/
0
1
の

議
論

に
含

ま
れ

る
。

）

（
U

S
A

/
0
7
/
1
8
)

5
1
7

放
電

端
子

（
sp

ar
k 

ga
p
）
等

の
U

N
2
9
1
1
で

求
め

ら
れ

る
本

体
へ

の
「
R

A
D

IO
A

C
T
IV

E
」
表

示
が

現
実

的
で

な
い

場
合

に
は

、
U

N
2
9
1
0
の

表
示

（
開

封
時

に
目

に
つ

く
個

装
の

内
側

に
表

示
）
を

可
と

す
る

。

適
宜

対
処

（
提

案
内

容
の

明
確

化
が

必
要

）

（
C

A
N

A
D

A
/
0
7
/
0
4
）

5
1
8

適
用

除
外

輸
送

物
の

内
部

に
標

識
を

入
れ

ら
れ

な
い

場
合

外
部

で
も

良
い

と
す

る
。

賛
成

し
て

良
い

と
思

わ
れ

る
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

提
案

で
あ

っ
た

が
、

適
用

除
外

輸
送

物
の

マ
ー

キ
ン

グ
の

課
題

と
し

て
助

言
文

書
の

み
の

改
訂

を
要

す
る

も
の

と
し

て
更

な
る

作
業

/
情

報
要

と
さ

れ
た

【
重

要
度

低
】
。

6
ヶ

月
以

内
に

T
C

M
を

開
催

し
て

検
討

を
行

う
こ

と
を

提
言

。

U
S
A

/
0
7
/
0
5

T
A

B
L
E
 I

値
の

再
検

証
（
A

1
、

A
２

値
と

規
制

免
除

値
の

娘
核

種
の

取
り

扱
い

の
違

い
を

整
合

化
）

適
宜

対
処

（
問

題
点

の
指

摘
は

必
ず

し
も

正
し

く
は

な
い

が
、

数
値

の
ア

ッ
プ

デ
ー

ト
は

必
要

。
な

お
、

整
合

化
は

相
当

な
作

業
と

な
る

。
）

A
U

S
T
R

A
L
IA

/
0
7
/
0
1
に

関
連

U
S
A

/
0
7
/
1
6

2
3
6
 2

4
6

4
0
1
 4

0
3

4
0
4
 他

天
然

ウ
ラ

ン
と

天
然

ト
リ

ウ
ム

の
A

2
値

（
無

制
限

）
は

超
寿

命
の

子
孫

核
種

（
R

a2
2
6
等

）
の

影
響

を
考

慮
し

、
見

直
す

必
要

が
あ

る
。

適
宜

対
処

（
A

値
で

は
、

化
学

的
に

分
離

さ
れ

た
も

の
を

対
象

と
し

て
お

り
、

提
案

者
は

規
則

成
立

の
経

緯
を

理
解

し
て

い
な

い
。

U
S
A

/
0
7
/
0
5
、

A
U

S
T
R

A
L
IA

/
0
7
/
0
1
に

関
連

）

（
A

U
S
T
R

A
L
IA

/
0
7
/
0
1
）
2
4
6

ウ
ラ

ニ
ウ

ム
と

ウ
ラ

ニ
ウ

ム
鉱

石
で

は
娘

核
種

の
取

扱
い

が
異

な
る

が
が

、
T
ab

le
１

で
の

取
扱

い
が

混
乱

し
て

い
る

の
で

こ
れ

を
解

消
す

る
。

賛
成

（
整

理
で

き
る

な
ら

こ
の

際
見

直
す

べ
き

。
U

S
A

/
0
7
/
0
5
、

U
S
A

/
0
7
/
1
6
に

関
連

）
R

A
S
S
C

か
ら

の
指

摘
で

も
あ

り
、

定
義

の
明

確
化

が
必

要
な

た
め

、
共

同
研

究
計

画
（
C

R
P

）
に

よ
る

検
討

が
提

言
さ

れ
た

。

7
.6

U
S
A

/
0
7
/
0
1

1
0
7

意
図

の
有

無
に

関
わ

ら
ず

、
天

然
物

質
及

び
鉱

石
に

つ
い

て
、

1
0
倍

ま
で

規
制

免
除

範
囲

を
拡

大
す

る

反
対

（
原

子
力

以
外

で
の

従
来

輸
送

へ
の

影
響

を
緩

和
す

る
た

め
の

特
例

で
あ

り
、

こ
れ

ま
で

の
議

論
を

無
視

し
て

安
易

に
緩

和
す

べ
き

で
は

な
い

。
）

検
討

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

天
然

起
源

放
射

性
物

質
（
N

O
R

M
）
C

R
P

で
の

検
討

（
明

確
化

）
が

提
言

さ
れ

た
。

W
P

7
/

W
G

4
全

面
的

に
反

対
規

則
の

表
改

訂
・
助

言
文

書
改

訂
を

含
む

見
直

し
の

C
S
M

を
勧

告
。

米
・
英

が
作

業
結

果
を

N
O

R
M

-
R

C
M

に
提

供
す

る
。

8
.1

B
E
L
G

IU
M

/
0
7
/
0
1

8
2
9

タ
イ

プ
コ

ー
ド

の
間

違
っ

た
使

用
法

の
修

正
賛

成
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

内
部

整
合

の
た

め
の

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
る

。
W

P
8
/

W
G

2
8
2
9
項

を
提

案
ど

お
り

修
正

。

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
0
5

5
3
3

5
3
3
項

の
分

類
に

、
貨

物
コ

ン
テ

ナ
も

区
分

(白
･黄

標
識

)を
与

え
る

こ
と

で
、

追
記

す
る

。
原

則
賛

成
。

G
e
rm

an
y/

0
7
/
0
4
、

W
N

T
I/

0
7
/
1
4
に

類
似

提
案

あ
り

、
W

N
T
Iが

最
も

包
括

的
で

あ
る

。

G
E
R

M
A

N
Y
/
0
7
/
0
4

5
3
3

5
4
2
項

に
は

輸
送

物
、

オ
ー

バ
ー

パ
ッ

ク
、

貨
物

コ
ン

テ
ナ

に
は

分
類

に
応

じ
て

ラ
ベ

ル
を

つ
け

る
べ

き
と

あ
る

が
、

5
3
3
項

に
は

貨
物

コ
ン

テ
ナ

の
分

類
方

法
が

な
い

た
め

、
5
3
3
項

を
変

更
す

べ
き

。

原
則

賛
成

(詳
細

は
N

o
. 
9
7
 W

N
T
I 
0
7
/
1
4
提

案
及

び
対

処
方

針
を

参
照

の
こ

と
）

W
N

T
I/

0
7
/
1
4

5
3
3

5
4
2
項

に
は

輸
送

物
、

オ
ー

バ
ー

パ
ッ

ク
、

貨
物

コ
ン

テ
ナ

に
は

分
類

に
応

じ
て

ラ
ベ

ル
を

つ
け

る
べ

き
と

あ
る

が
、

5
3
3
項

に
は

貨
物

コ
ン

テ
ナ

の
分

類
方

法
が

な
い

た
め

、
5
3
3
項

と
表

７
を

別
紙

の
通

り
修

正
す

べ
き

。

改
定

自
体

は
合

意
。

し
か

し
輸

送
指

数
を

ど
う

す
る

か
と

い
っ

た
具

体
的

な
改

定
内

容
に

つ
い

て
は

先
方

意
見

を
聴

取
す

る
。

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
内

部
整

合
の

た
め

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
る

。

8
.3

B
E
L
G

IU
M

/
0
7
/
0
3

8
3
4

輸
送

規
則

の
整

合
性

（
多

国
間

承
認

の
原

証
明

書
に

係
る

有
効

性
確

認
の

裏
書

き
）

適
宜

対
処

（
英

語
の

問
題

な
の

で
真

意
確

認
し

、
英

語
圏

の
反

論
を

聞
く
）

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
内

部
整

合
の

た
め

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

）を
開

催
し

て
解

決
す

る
。

W
P

8
/

W
G

2
助

言
文

書
8
3
4
.2

項
を

提
案

ど
お

り
修

正
。

フ
ラ

ン
ス

提
案

を
採

用
し

、
5
3
3
項

、
第

7
表

標
題

等
に

”
F
re

ig
h
t 

C
o
n
ta

in
e
r”

を
追

記
す

る
。

W
P

8
/

W
G

2
8
.2

7
.5

U
S

A
/
0
7
/
0
5
・
U

S
A

/
0
7
/
1
6
あ

わ
せ

て
、

明
確

化
の

た
め

の
補

助
資

料
の

作
成

を
提

言
し

、
U

S
A

/
0
7
/
0
4
も

含
め

て
C

S
M

で
解

決
す

る
こ

と
と

し
た

。
U

S
A

/
0
7
/
0
4
は

承
認

済

F
ra

n
c
e
/
0
7
/
0
5
・
G

e
rm

an
y/

0
7
/
0
4
を

ま
と

め
て

、
貨

物
コ

ン
テ

ナ
定

義
の

明
確

化
を

要
す

る
課

題
と

さ
れ

、
規

則
及

び
助

言
文

書
の

記
載

の
明

確
化

が
提

言
さ

れ
た

。

W
P

7
/

W
G

4
助

言
文

書
3
0
5
.4

項
を

改
訂

す
る

。

付 3-5 



ＩＡ
Ｅ

Ａ
輸

送
規

則
2
0
1
1
年

課
題

に
係

る
技

術
会

合
の

結
果

N
o
.

改
訂

提
案

番
号

対
象

条
項

提
案

要
旨

我
が

国
の

T
R

1
5
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

（
主

な
議

論
）
と

結
論

W
P

/
Ｗ

Ｇ
我

が
国

の
対

処
方

針
審

議
の

経
緯

と
結

論

改
訂

提
案

内
容

T
R

A
N

S
S
C

1
5

技
術

会
合

T
M

-
3
5
9
1
6
結

果

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
4

4
0
9

適
用

除
外

輸
送

物
の

輸
送

に
お

い
て

、
設

計
想

定
以

外
の

物
質

、
想

定
以

外
の

物
理

的
性

状
、

化
学

的
性

状
の

物
質

を
入

れ
る

こ
と

の
禁

止

適
宜

対
処

 （
適

用
除

外
輸

送
に

必
要

な
要

件
。

た
だ

し
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

で
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

よ
う

と
す

る
べ

き
で

あ
る

。
）

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
3

4
1
2

IP
型

輸
送

物
の

輸
送

に
お

い
て

、
A

型
輸

送
物

の
適

用
や

、
設

計
想

定
以

外
の

物
質

を
入

れ
る

こ
と

の
禁

止

適
宜

対
処

 （
IP

型
輸

送
に

必
要

な
要

件
。

た
だ

し
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

で
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

よ
う

と
す

る
べ

き
で

あ
る

。
）

R
U

S
S
IA

/
0
7
/
0
2

4
1
4

A
型

容
器

に
つ

い
て

、
設

計
想

定
以

外
の

輸
送

物
を

入
れ

る
こ

と
の

禁
止

適
宜

対
処

 （
A

型
輸

送
に

必
要

な
要

件
。

た
だ

し
、

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

で
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

よ
う

と
す

る
べ

き
で

あ
る

。
）

8
.5

C
A

N
A

D
A

/
0
7
/
0
2

6
1
7

6
5
2

1
5
W

/
m

2
以

上
の

熱
流

束
の

輸
送

物
が

航
空

輸
送

で
き

る
か

ど
う

か
明

確
に

す
る

。
輸

送
物

は
近

接
し

て
積

付
け

た
条

件
で

表
面

温
度

が
5
0
℃

を
超

え
な

い
こ

と
が

評
価

さ
れ

て
い

れ
ば

航
空

輸
送

で
き

る
旨

条
項

に
記

述
を

追
加

。

賛
成

。
航

空
輸

送
時

の
稠

密
な

積
付

け
状

態
で

も
温

度
条

件
が

保
た

れ
る

こ
と

を
評

価
す

る
の

は
妥

当
。

明
確

化
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
助

言
文

書
に

関
す

る
短

期
間

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

）で
検

討
す

る
。

た
だ

し
、

T
R

A
N

S
S
C

と
し

て
は

行
わ

ず
、

カ
ナ

ダ
が

作
業

す
る

。

W
P

8
/

W
G

3
提

案
国

カ
ナ

ダ
に

対
し

、
関

係
国

も
交

え
技

術
根

拠
資

料
作

成
を

要
求

す
る

と
の

T
R

A
N

S
S

C
1
5
の

決
定

を
支

持
。

カ
ナ

ダ
か

ら
の

追
加

情
報

が
な

い
の

で
実

質
先

送
り

。

8
.6

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
7

8
0
1

当
局

の
承

認
が

必
要

な
い

輸
送

物
の

証
明

書
反

対
（
現

状
で

も
必

要
に

応
じ

て
当

局
は

確
認

が
で

き
る

）
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

短
期

間
の

専
門

家
会

合
（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

W
P

8
/

W
G

2
反

対
提

案
を

修
正

し
、

助
言

文
書

8
0
1
.1

bi
s項

に
記

載
す

る
。

8
.7

F
R

A
N

C
E
/
0
7
/
2
9

8
1
6

8
1
8

タ
イ

ト
ル

か
ら

1
9
7
3
及

び
1
9
7
3
（
A

s
am

e
n
de

d)
を

削
除

す
る

。
賛

成
（
1
9
7
3
年

設
計

の
容

器
は

な
い

）
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

経
過

措
置

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

W
P

8
/

W
G

2
W

G
は

R
T
S

G
付

託
と

し
た

が
、

関
係

国
が

通
信

ベ
ー

ス
で

検
討

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。

8
.8

U
K
/
0
7
/
0
6

ー
U

N
 O

ra
n
ge

 B
o
o
kの

制
限

数
量

（
L
im

it
e
d

Q
u
an

ti
ty

)の
コ

ン
セ

プ
ト

の
導

入
適

宜
対

処
（
具

体
的

な
内

容
が

提
示

さ
れ

て
い

な
い

の
で

判
断

で
き

な
い

）
規

則
及

び
助

言
文

書
の

改
訂

提
案

で
あ

る
が

、
更

な
る

検
討

を
要

す
る

た
め

、
U

N
整

合
の

長
期

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
で

検
討

を
行

う
。

す
ぐ

に
は

解
決

に
至

ら
な

い
。

W
P

8
/

W
G

4
少

量
危

険
物

に
関

す
る

IA
E
A

と
国

連
の

規
制

整
合

を
検

討
す

る
た

め
の

C
S
M

を
勧

告
。

8
.9

U
K
/
0
7
/
0
7

8
2
5

特
別

措
置

下
の

輸
送

で
は

業
務

全
体

の
最

適
化

が
必

要
で

あ
り

、
輸

送
行

為
は

ほ
ん

の
一

部
で

あ
る

た
め

、
記

載
か

ら
輸

送
中

を
削

除
す

る
。

反
対

課
題

の
提

示
で

あ
り

助
言

文
書

の
改

訂
に

至
る

と
考

え
ら

れ
る

が
、

長
期

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
で

検
討

を
行

う
。

す
ぐ

に
は

解
決

に
至

ら
な

い
。

W
P

8
/

W
G

2
反

対
。

変
更

の
必

要
性

を
認

め
ず

。
提

案
国

に
差

戻
し

。

8
.1

0
U

K
/
0
7
/
0
8

5
5
0

専
用

積
載

に
か

か
る

荷
送

人
の

責
任

を
纏

め
、

荷
送

人
以

外
の

関
係

者
の

義
務

の
明

確
化

不
合

理
な

規
制

と
な

ら
な

い
よ

う
T
R

A
N

S
S
C

の
議

論
を

踏
ま

え
て

適
宜

対
処

規
則

及
び

助
言

文
書

の
改

訂
を

要
す

る
課

題
で

あ
り

、
短

期
間

の
専

門
家

会
合

（
C

S
M

)で
検

討
す

る
。

W
P

8
/

W
G

2
専

用
積

載
に

関
す

る
規

則
変

更
を

検
討

す
る

C
S
M

を
提

案
し

た
T
R

A
N

S
S
C

1
5
の

決
定

を
支

持
。

8
.1

1
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
2

2
2
3

貨
物

コ
ン

テ
ナ

の
最

小
容

積
が

設
定

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

に
よ

る
、

2
2
3
項

の
小

型
貨

物
コ

ン
テ

ナ
の

定
義

の
IS

O
8
3
0
と

の
不

一
致

。

適
宜

対
処

規
則

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

内
部

整
合

の
た

め
の

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
る

。
W

P
8
/

W
G

2
2
0
0
9
年

版
取

入
れ

に
て

解
決

済
。

8
.1

2
U

N
E
C

E
/
0
7
/
0
4

2
4
2

6
2
5
 6

2
6

タ
ン

ク
、

ポ
ー

タ
ブ

ル
タ

ン
ク

等
の

用
語

の
使

い
方

を
U

N
に

あ
わ

せ
て

統
一

す
る

。
（
賛

成
）

規
則

改
訂

を
要

す
る

課
題

で
あ

り
、

内
部

整
合

の
た

め
の

専
門

家
会

合
（
C

S
M

）
を

開
催

し
て

解
決

す
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仮訳：放射性物質の輸送に関する放射線防護計画（付属資料は省略） 

1.はじめに 

背景（1.1‐1.9） 

1.1. 1961年以降、IAEAは放射性物質の安全輸送を対象とする規定類を発行してきた。これら規定

類は多くの国において、そのまま採用されてきたか、またはそれぞれの国の規定の基礎として使用

されている。さらに、あらゆる危険物に関する国連の専門家委員会、および国際民間航空機関（ICAO）

および国際海事機関（IMO）を含む様々な国際的規模の規制機関が発行した規制文書の中の放射性

物質に関する要求事項の基礎にもなっている。これらの規定に適合していれば、放射性物質の輸送

に関連するリスクを最小にするのに有効であることが証明されている。 

1.2. IAEA 輸送規則は、ウランおよびトリウムの鉱石、使用済核燃料および高レベル廃棄物のよう

な、放射能が非常に低い物質から非常に高い物質にわたるすべての放射性物質に関する規制の枠組

みを規定している。これらは、荷送人と運搬人が要求する活動を含む、技術上および管理上の安全

要求事項および管理一式によって安全輸送のすべての側面を網羅している。輸送物および輸送容器

に対する要求事項は、収納物に関連する危険に基づいて規定されており、また平常の市販用輸送容

器（危険性の低い収納物用）から厳しい輸送容器設計および性能要求事項（危険の高い収納物用）

までを範囲としている。輸送物およびオーバーパックの表示と標識ならびに車両と貨物コンテナの

標札、文書作成、外部放射線限度、操作管理、緊急時対策、管理システム、およびある運搬ならび

に輸送物の形式の届出と承認についての特別な要求事項が定められている。特定の指針を与えるた

めに、付属Ⅰから V までに放射線防護計画(RPP)の概要例を示す。RPP の評価方法については付属

VIに示す。 

1.3. IAEA 輸送規則は、1973 年、1985 年および 1996 年の改定を含め定期的に包括的な改訂が行な

われてきた。1996年版は10年の検討プロセスの結果であって、放射性物質安全輸送規則(1996年版)1

として発行された。さらに2000年には小修正を加えてTS-R-1(ST-1、改訂)2として再発行され、さら

に 1996 年版(2003 年修正)3として再び発行された。現行版は 2005 年版[１]である。本安全指針に関

                                                 
1 国際原子力機関、放射性物質安全輸送規則、1996年版、安全基準シリーズ、No. ST-1、IAEA、ウィーン（1996） 
2 国際原子力機関、放射性物質安全輸送規則、安全基準シリ-ズ No. TS-R-1(ST-1の改定)、IAEA、ウィーン(2000) 
3 国際原子力機関、放射性物質安全輸送規則、安全基準シリ-ズNo. TS-R-1、1996年版(2003年修正)、IAEA、 

ウィーン、(2004)。 
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係する輸送規則からの抜粋を付属VIIに示す 

1.4. 輸送規則の要求事項を満たすことについての指針を規定するIAEAの安全指針がいくつかすで

に発行されている。またその他のものは様々な整備段階にある。既存の安全指針は勧告資料[２]およ

び緊急時対応[３]をカバーしている。整備段階のものには、放射性物質の輸送容器および輸送の管理

システム[４]、および放射性物質の輸送を規制する当局の管理システム[５]が含まれている。 

1.5. 放射線防護に関連する改訂プロセスで考慮した主な項目のひとつは、電離放射線からの防護お

よび放射線源の安全に関する国際基本安全基準(基本安全基準、BSS)[６]の一貫性を図ることである。

このBSS は 1990 年に発行された国際放射線防護委員会(ICRP)の Publication 60[７]を反映しており、

有益な方法については放射線被ばくを引き起こすとしても過度に制限せずに、電離放射線からの防

護についての適切な標準規格を規定することを意図したものである。その結果、輸送規則はBSS の

要求事項を反映している。 

1.6. 職業上の防護に関する BSS の要求事項を満たすことについての指針は３つの関連する安全指

針の中に与えられている。１つは、職業上のRPPの作成についての一般的な指針を与えるものであ

る[８]。二番目は、放射性核種の摂取による職業上の被ばく評価についての指針を与えるものである

[９]。三番目は、外部の放射線源による職業上の被ばく評価についての指針を与えるものである[10]。

これらの安全指針は、あわせて、職業上の放射線防護において国際的に勧告されている良好事例を

構成している。 

1.7. BSSは、ICRPの1990年勧告事項に基づいて放射線被ばくを引き起こすかもしれない実務行為

に対する放射線防護用の要求事項、特に次の要求事項を定めている。 

(a) 行為の正当化：行為が純利益を生みださない限り、それを採用してはならない。 

(b) 個人に対する線量とリスク限界：個人の被ばくは線量限度およびリスク限界に従わなければ

ならない。 

(c) 放射線防護と安全の最適化：すべての被ばくは経済的および社会的要因を考慮して、合理的

に達成可能な限り低く保たれなければならない。 

1.8. ICRPのPublication 75 (参考資料[11] 92 項)は次のように述べている。 

「適切に認定された、経験豊富な、かつ有能な職員による専門家としての判断によって、特

に毎日の運用管理の中で、防護の最適化の多くを達成することができる。下記事項は、活動
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が合理的かどうか判断するのに役立つものして提案されている。 

(a) 常識：常識は経験、知識および専門家としての判断の訓練が反映されるものである。例

えば、線量がすでに低いとしても、非常に低価格なおそらく線量を低下させるであろう

実用的な変更は実施すべきである。 

(b) 良好事例：これは、すでに達成されたもの、または達成が予想されるものを、同じよう

なまたは関連する施設または慣行で達成されたものと比較する。合理性が保たれている

こと、および不当な支出が標準にならないことを保証するために注意を払わなければな

らない。」 

 

1.9. 放射線防護は、すべての運搬方式による放射性物質の輸送における人間と環境の防護と安全の

要素にすぎない。RPP は、産業衛生、産業安全および火災安全のようなその他の健康および安全規

律と連携して、放射性物質の輸送容器と輸送のための管理システムによって制定され管理されるの

が一般的である。適切であれば、RPPはこれらのシステムを参照すべきである。 

目的（1.10） 

1.10 本安全指針は、輸送規則（参考資料[11]の301から302項、および本安全指針の付属Ⅶを参照）

を基礎とする放射線防護の要求事項を満たすために、放射性物質の輸送についてのRPPの制定にあ

たり、放射線防護を最適化するための要求事項を満たすことについての指針を規定している。 

範囲（1.11） 

1.11. 本安全指針は、放射線防護の要求事項を満たすことについての一般的な面をカバーしている。

しかし、核分裂性物質を内包する輸送物にとって必要になるであろう臨界安全、または放射性物質

の他の起こりうる危険な特性はカバーしていない。核分裂性物質を内包する輸送物に対しては本安

全指針の範囲を越える追加の配慮が適用される。 

構成（1.12‐1.13） 

1.12. 本安全指針は 11 の節から構成されている。２節は RPP の概要を述べている。４節は、評価

された職業上の線量を関数として RPP の基本的な要素を考察している。３節および５節から 11 節

までは、RPPの基本的要素(すなわち範囲、関連する役割と責任、線量評価および最適化、表面汚染

の管理、隔離とその他の防護対策、緊急時対応、教育訓練、ならびに管理システム)についての勧告
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事項を述べている。 

1.13. 本安全指針には 11 の付属がある。これらには、RPP の例、輸送規則[１]の関連部分の抜粋、

取扱った輸送指数（TI）あたりの総線量の例、道路輸送のためのチェックリスト、車両の運転手に

対して特別な隔離距離および緊急時の指示が含まれている。 

2.放射線防護計画 

放射線防護計画の目的（2.1‐2.3） 

2.1. RPPの狙いは、輸送組織（即ち、荷送人、運搬人、港湾事業者および荷受人を含む輸送に関与

するあらゆる組織）が輸送規則に定められた放射線防護要求事項および規定（即ち、作業者および

一般人の平常および潜在的被ばくの双方を制限すること）を満足するために、適用する管理の枠組

を系統的で構造化された方法で制定し、かつ文書化することにある。このように、RPP は輸送組織

の放射線防護の目的を定義し、これらの目的を果たすための事業者の寄与について述べている。 

2.2. 放射性物質輸送のためのRPPの目的は次のとおりである。 

(a) 放射線防護対策について適切な考慮をすること。 

(b) 放射線防護システムが適切に適用されることを保証すること。 

(c) 安全文化を強化すること。 

(d) 放射線防護の目的を満たすための実際的な対策をとること。 

2.3. 輸送規則[１]の234項に定義されているように、RPPには輸送規則(付属VIIを参照)の302から

305項、311から314項および563項の要求事項を含めることが要求されている。RPPは1つあるい

はいくつかの文書で文書化されであろう。また、RPPは放射性物質の輸送管理システム全体の中で、

別のプログラムまたは事業者の品質保証のための一般プログラムの一部（輸送規則[１]の306項）に

なることもありうる。放射性物質の安全輸送のための管理システムについての指針は参照資料[４]

に与えられている。 

運用上の放射線防護（2.4‐2.5） 

2.4. RPPに組入れられた運用上の放射線防護規定および管理は本来多様なものであるであろう。ま

た、例えば輸送中の放射線防護に関する規制上、管理上、または運用上の要求事項と判断基準を反
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映することになるかもしれない。RPP に取入れられる管理措置の性質および程度は放射線被ばくの

大きさとその可能性に相関しているべきである（即ち、採用される管理措置は段階的手法で放射性

物質の輸送を起因とする危険のレベルと相応していることが求められる）。放射線災害の危険性がよ

り低い少数の輸送物運搬だけに関する運用は、小さなプログラムで保証されるだろう。その一方で

より重要な運用(例えば、公衆領域の中で取扱われ、運搬される多様な種類の放射性物質および輸送

物が関わるもの)は、包括的なプログラムで保証されることになるだろう。いずれの場合も、適切に

労働者を教育訓練するべきであり、また適切にプログラムを管理するべきである。RPP は、(a)通常

の輸送状態、(b)事故を含む輸送および取り扱い上の異常な事象を含む、輸送および輸送に関連する

状態のあらゆる面を網羅している。 

2.5. RPPは輸送のすべての面を網羅しているが、放射線被ばくを引き起こすことになる輸送の段階

（例えば、放射性物質の輸送物の梱包、準備、積載、取り扱い、積換え時の保管および移動、なら

びに輸送容器の点検と保守）に主な力点を置くべきである。 

3. 輸送中の放射線防護計画の要求事項と範囲 

一般（3.1‐3.3） 

3.1. ２節で述べたように、RPPは輸送のすべての領域を網羅する必要があるが、放射線被ばくを引

き起こすことになる輸送の段階（例えば、放射性物質の輸送物の梱包、準備、積載、取り扱い、積

換え時の保管および移動、ならびに輸送容器の点検と保守）に主な力点を置くべきである。 

3.2. RPPは、放射性物質の輸送中における防護と安全を最適化することを主要な目的とし、輸送組

織が適用すべき管理の枠組みについての系統的で構造化された方法を定義し、文書化している。作

業者および公衆の防護と安全の最適化について、放射性物質の輸送物の設計、製造、スケジュール

立案および準備のような輸送に関連する活動の初期段階において対処することが、最も効果的であ

ることは一般に認識されている。この手法の履行は最初だけであるが、必要なステップである。特

に、非常に多くの組織的活動および輸送関連活動が関与するこれより複雑な輸送状態の場合、輸送

物の設計者または輸送容器の製造者によって行われている放射線防護管理の範囲外にも輸送関連の

運用や関連する放射線防護上の考慮があるだろう。例としては、運搬人また荷送人の側に安全文化

が不足している可能性である。放射性物質運搬の実行前段階では放射線防護および安全が最適化さ

れていたとしても、また、放射線被ばくを管理するために輸送物の設計および技術的措置に優先順
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位を置いていたとしても、一般的には、輸送中の様々な段階での放射線防護の準備を最適化する必

要性が依然としてあるだろう。 

3.3. 準備、運送、積換え時の保管、種々の輸送機関間の受け渡し、最終仕向地での放射性物質の輸

送物の取卸しと引渡し、および空の輸送物の保守（万一汚染している場合または放射性物質が残っ

ている場合）という作業段階に関して、輸送規則[１]の中で具体化されている放射線防護の一般規定

により、輸送のためのRPPの制定と適用が必要である。したがって、RPPは、荷送人、運搬人、積

換え時の保管および移動点の事業者と荷受人による、梱包されているかまたは梱包されていない放

射線物質の操作に関与する積載、運送、取り扱い、引渡しおよび取卸しの手順に主として関わって

いる。言い換えれば、放射性物質の輸送に関するRPPの焦点は、一般には、人々、財産および環境

が放射線被ばくを受ける、あるいは汚染される可能性がある輸送と取り扱い作業に限定されている。

車両は勿論、オーバーパック、貨物コンテナおよびタンクのある関連活動もRPPの中で考慮すべき

である。しかしながら、職業上の被ばくまたは公衆被ばくに関係のない輸送関連作業（例えば、管

理作業または 事務作業）は輸送用RPPの制定の要求から除外できるだろう。 

安全要件の遵守（3.4‐3.8） 

3.4. RPPで採用された放射線防護対策は規制上または技術上の安全要求事項一式を広く包含してで

あろうが、放射線被ばくの大きさとその可能性に見合ったものであるべきである（即ち、管理は放

射性物資の輸送に起因する危険に合理的に相関しているべきである）。その結果、表１に示すように

段階的手法が採用されている。事業者が扱う放射性輸送物の性質および量に応じて、RPP は簡潔に

または詳細に記述することができるであろう。 

3.5. RPPは、輸送の平常状態および事故状態を含めて、輸送のすべての領域および輸送で予想され

る限りの状態を網羅するべきである。放射性物質輸送についてのRPPの制定に関する規制要件は実

用を考慮したものに基づくべきである。 

3.6. 輸送規則[１](107(b)項)によれば、輸送規則は、「放射性物質が施設内にあって、現行の適切な

安全規制にしたがっている施設内を移動する場合、および公道または鉄道を使用して移動しない場

合」には適用されない。この状況の例としては、原子力発電プラント、同位体製造施設または病院

の放射線治療部門内での移動に関連するものがある。これらの場所ではプラントまたは施設の職員

が放射性物質運搬のための梱包、積載、整備、運搬または受け取りなどの輸送に関連する作業に関
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与している。しかしながら、これらの組織は、一般には、輸送規則で具体化されている安全の基準

に似ている放射線防護の技術的および組織的な枠組みに支配されているか、あるいはその下で動い

ている。特定の荷送人または荷受人が輸送業務実施を単独で専用の運搬人または船積み人組織と契

約しており、その荷送人または荷受人は運搬人または船積み人の作業をカバーできる適切に作成さ

れたRPPを持っている場合がある。このような状況で、関連する荷送人または荷受人の組織が関連

するすべての放射線防護の要求事項を満たすことに責任を持つならば、当局は運搬人または船積み

人に単独で輸送に関するRPPを持つことを要求しないこともある。 

3.7. 最初の処置は RPP の範囲を定義することである。輸送する放射性物質の種類、性質および容

積、これらの輸送から生ずる放射性被ばくの大きさとその可能性、関与する作業者の予想人数およ

び作業期間、および作業者と放射性物質間の距離を記述することは、事業者がRPPの範囲を定義す

ることを可能にする計画文書の不可欠の要素である。 

3.8. 輸送計画には、モニタリング規定を含む放射線防護に関する輸送規則の要求事項を満たすのに

必要とされる措置について記述しなければならない。 

 

表 1. 放射線防護計画の要素および職業上の線量 

  職業上の線量b  
RPP要素 a 年間１mSv以下 年間 1mSv を越え、

6mSv 以下 
年間6mSvを越える 

RPPの範囲 3つの線量範囲の各々を考慮すること 
役割と責任 線量範囲毎に規定するべきである 
線量評価  随時作業場所また個人

のモニタリングが必要
作業場所または個人の
モニタリング 

個人のモニタリングは
必須 

線量限度、制約、最適
化 

はい、しかし基本的な
最適化 

はい 

表面汚染 考慮しなければならない 
隔離 c およびその他防
護対策 

II-黄色および III-黄色にだけ適用 
独占的使用の下での III-黄色 
(および核分裂性物質を内包する輸送物) 

緊急時対応 c 考慮しなければならない 
教育訓練 c 考慮しなければならない 
管理システム c 考慮しなければならない 
a 本安全指針の3.9項に掲載されている。 
b各RPPの要素に適切となる段階的手法を使用するべきである。 
c RPP の要素だけではない：より広い考察があるかもしれない。しかしながら、RPP は他のところ
に存在している要素を指すことができる。 
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放射線防護計画の要素（3.9） 

3.9. RPPに反映されるべき放射線防護についての主な考慮事項としては、表１に概要を示した計画

の構造と一貫性をもつ防護と安全に寄与する次の４つの基本要素を網羅するべきである。各要素は

適切なレベルの詳細さで文書化するべきである。 

(a) 計画の範囲。 

(b) 計画の履行に関する役割および責任。 

(c) 線量評価。 

(d) 線量限度、制約および最適化。 

(e) 表面汚染。 

(f) 隔離、その他の防護措置。 

(g) 緊急時対応配備。 

(h) 教育訓練。 

(i) 放射性物質の安全輸送用管理システム。 

付属ⅠからVまでにRPPの事例を示す。 

4.評価された職業上の線量の関数としての放射線防護計画の基本要素 

職業上の線量（4.1‐4.3） 

4.1. RPP の基本要素は、安全指針「放射性物質の安全輸送に関する IAEA 規則の勧告資料」[２]の

中で定義されている。これらの要素は、異なる職業上の線量に関するRPPの要素として表１の最初

の列に示されている。本安全指針の、３節および５節から11節までは、これらの基本要素の各々に

ついてより詳細に示している。職業上の線量が年間１mSv 未満になる可能性の高い状況では、確認

のためのモニタリングを実施すべきである。RPP には、一般に、緊急時線量測定に関する規定を含

むべきである。 

4.2. 線量率、放射性収納物と放射能、毎年輸送される輸送物の数、公衆の輸送物へ接近など様々な

要因がこれらRPPの基本要素それぞれの重要性を決定する。 

4.3. 職業上の線量が低いこと、あるいは放射性物質の輸送を低い頻度でしか行わないことが、RPP

が必要ではないことを意味しない。例えば、高放射能の放射性物質を厚い遮へいの輸送物に入れた
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輸送では、一般にわずかな低い線量が生じるが、それにもかかわらず緊急時対応および教育訓練な

どのその他の基本要素を徹底的に考慮しておく必要がある。 

段階的手法（4.4‐4.5） 

4.4. 輸送活動により生ずる職業上の被ばくから評価された実効線量に依存して、RPPの要素の要求

事項を適用する段階的手法が可能である。実効線量の大きさによって次のように評価している。 

(a) 実効線量が年間 1mSv を越えることがほとんどない場合は、職業上の線量を評価・管理する

活動の必要性は非常に小さい。 

(b) 実効線量が年間1 mSv と6 mSv 間にある場合は、作業場所モニタリングまたは個人モニタリ

ングを使用する線量評価プログラムは必須である。 

(c) 実効線量が年間6 mSvを越える場合は、輸送に関与する従事者の個人モニタリングは必須で

ある。 

4.5. 外部線量率が高くても必ずしも高線量にはならない。このような状況では、隔離を含む操作手

順およびその他防護対策を使用するべきである。 

5.放射線防護計画の制定に関する役目と責任の割当て 

放射線防護計画の制定責任（5.1） 

5.1. 放射性物質輸送を管理する規制の枠組みにより、輸送組織(事業者)および当局は、安全に関わ

る目的、要求事項、および手順を遵守するという明確な役目を与えられ、その責任を負う。これら

の義務と責任の概略を以下に示す。 

事業者の責任（5.2-5.13） 

5.2. 安全と業務の目標を明確にして文書化すること、および、、RPP の目的が、効率的な方法で関

連するすべての規制上および管理上の要求事項にしたがって達成されていることを保証するために

必要な組織的な基盤と財源を用意することは、輸送組織(例えば荷送人、運搬人、港湾事業者、ある

いは荷受人)の主要な責任である。 

5.3. RPP の制定および適用のために、安全目的(または方針)および防護と安全の最適化に対する管

理者の約束を明確にRPPの文書の中に記述すべきである。 
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5.4. RPP の実施と適用のなかで求められている放射線防護の目的は輸送に従事する当事者の協力

によって最もよく達成される。より複雑な輸送事業の場合、これを達成するのは容易ではないと思

われる。例えば、道路、鉄道および海運による放射性物質の国境を越えた運搬には、多数の独立し

た輸送組織が関与することになる。このような運搬には、本質的にはそれぞれの自己の権利と責任

で業務を遂行する陸運業者、港湾事業者、海運業者、および鉄道会社が関わっている。 

しかしながら、これら輸送組織の各々は、放射線防護に関する規定されている法律、規制、管理上

または操業上の要求事項を遵守することについて直接責任のある範囲に限って放射線防護の責任を

負うことができる。組織又は当事者が操業中の放射線防護について考慮することについて直接関係

しない場合、または直接的な責任を負っていない場合、その組織又は当事者（例えば、放射性物質

の荷送人）に、輸送に関わるRPPを制定し適用する義務を負わせるのは不合理で、実際的ではない

と考えられる。 

5.5. RPPには、その範囲に事業者間の取り合いを含めるべきである。例えば、荷受人は、貨物事務

所から輸送物を集める荷受人の代行者が輸送物を破損した状態で受け取った場合の取り扱い手順、

および輸送物を収集するために貨物事務所に行く時になすべき準備の教育訓練を受け、これらに精

通していることを要求する適切なRPPを作成すべきである。 

5.6. したがって、RPPの実施責任は放射性物質の輸送に関わる各輸送組織にある。輸送業者、荷送

人および荷受人は互いに協力するべきである。輸送以外の規制制度で規定された安全規定が優先さ

れることもありうる。これにより、つりあいの取れた状態で防護と安全の基準が守られる。この手

法は二重の労力負担を防止し、責任の重複を回避する助けとなる。 

5.7. しかし、当局が、国の基準で実施し適用する代替方式を要求できることにも注目すべきである。

例えば、荷送人に、自己の放射性物質運搬の輸送活動に関わる下請業者のRPPの妥当性と有効性を

検討し評価するよう要求することである。また、荷送人は下請け業者がRPPを作成する時に自発的

に下請業者を支援してもよい。 

5.8. 作業者は、作業している時に自身および他人の防護と安全にも寄与すべきである(参考資料[８]、

2.36-2.39項参照)。作業者は、全ての安全手順書に従い、管理者へフィードバックを行う責任を負う

べきである。 

5.9. 放射性物質の安全輸送に対する国の法律および規制の枠組みにより、一般に、放射性物質輸送
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に関与する当事者(事業者)は、安全に関連する明白な目的、義務、要求事項および手順を遵守する特

定の責任を負わされている。これらの義務と手順の内いくつかにさいては輸送組織が決めることが

できるが、他のものについては規制当局または諮問機関が要求することになる。 

5.10. 管理者は、確実に、線量が制限され、防護と安全が最適化され、適切なRPPが制定され実施

されていることに責任を負うべきである(参考資料[８]、2.35項)。 

5.11. 従って、安全目標（目標設定）を文書化し、防護の最適化に関する要求事項を含む安全に関

わる義務と責任を適切に果たすことが輸送組織(事業者)の管理者の主要な責任であるとすべきであ

る。このことは、予想する輸送事業とそれに付随する災害の特徴およびその程度に相応する適切な

管理システム、方針、および組織体制の採用によって達成することができる。 

5.12. 管理システムは、文書化された方針声明、および職場および公衆の場における防護と安全に

対して直接の責任をもつ者を明確に支持することによって、管理者の安全に対する約束を反映した

ものとすべきである。組織の整備には、関与する個人の役割と責任、および遂行する職務を規定し

文書化することを含むべきである。また、すべての関係する法律、規制、管理上の要求事項および

実施手順にしたがって効率的に活動するために、施設、適正に認定された職員、設備、教育訓練、

フィードバックの仕組み、および権限を与えることにより、十分な基盤と資源が使用できることを

保証すべきである。RPP の管理責任を負う個人は、明確に指定され、計画を実施するのに必要な権

限を与えられるべきである。 

5.13. 安全に関係する活動または任務を遂行するのに必要な権限を持ち、適切に認定された専門家

（例えば、放射防護担当官）または専門組織が、RPP の制定と適用を含む管理上および運用上の機

能の整備を行うことになるであろう。しかしながら、全ての関連する規制、法令、指令、命令、お

よび基準を遵守していることを保証する最終責任は輸送組織の管理者にある。さらなる推奨事項を

参考資料[８]に示す。 

当局の責任（5.14-5.17） 

5.14. 防護と安全に関する要求事項の内あるものは非常に重要であるため、それが遵守されている

かは独立して検証すべきである。独立した検証により、輸送における防護と安全の最適化のための

ものを含む、関連する要求事項および基準のすべてを遵守させることは当局の主要な役割であり、

責任である。 
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5.15. RPP をレビューする際に当局が傾注する要素には下記の項目がある。これらはチェックすべ

き事項である。 

(a) RPP を文書化して実施しており、当該組織および／または事業者の輸送計画における災害に

相応していること。 

(b) 防護と安全の最適化は適切なものであり、効率的に実施されていること（すなわち、作業者

と一般人に対する平常被ばく量および潜在被ばく量を、経済的および社会的要素を考慮して

合理的に達成できる限り低く保つために、すべての合理的かつ実際的な措置が取られている

こと）。 

(c) 作業者に十分な教育訓練および情報を与えていること。 

(d) 経験のフィードバックの仕組みが用意されていること。 

(e) 放射線防護問題に関する定期的レビューが正式に準備されていること。 

5.16. さらに、輸送規制[1]、308 項にしたがって、当局には放射性物質の輸送による職員の放射線

線量を定期的に評価させることが要求されている。 

5.17. 計画文書は、関係当局による検査のために要求あり次第入手できるようにすべきである。 

6.線量査定および最適化 

線量査定の原則（6.1-6.2） 

6.1. 線量の査定と評価は RPP の中の主要論点で、放射線防護に対する２つの基本的考慮事項に関

係している。 

(a) 作業者、および必要ならば公衆の線量の演繹的査定と評価はRPPを制定する上で必要である。

適用可能なすべての放射線防護対策が十分に考慮されていることを保証すべきである。この

線量査定には段階的手法を適用するべきである。この査定の目的は、放射性物質の運搬に関

わる輸送業務により発生する可能性のある放射線の影響を必要に応じた正確さで説明するこ

とである。これは特に必要なものとして下記を網羅するものであろう。 

(i) 輸送の通常条件および平常条件での被ばくおよび線量の原因の明確化。 
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(ii) 必要であれば、職員の予想線量および被ばくの見込みの妥当な精度での推定値の提示。 

(b) 輸送中に、全ての関係規格基準を遵守していることを実証するための放射線モニタリングお

よび線量査定。これにより、良好な慣行であって、これを継続していくことについての確信

が得られる。 

6.2. 輸送に関わる放射線線量の査定および評価にあたっては、輸送物の型式、輸送物の分類、被ば

く時間、線量率、操業頻度、輸送容積、オーバーパックまたは貨物コンテナの使用、積換え時の保

管の必要性、使用した様々な種類の輸送方式または輸送手段および輸送手段内の積載方をすべて考

慮するべきである。特別な取り扱い手順(例えば小さな輸送物、あるいは遠隔に扱われる輸送物につ

いての)も考慮するべきである。 

モニタリング（6.3-6.9） 

輸送物および輸送手段のモニタリング 

6.3. 放射線レベルと表面汚染に対する現行の認可限度を満足すること、および RPP の範囲が適切

に定義されていることの両方を保証するするために、RPP の中に輸送物および輸送手段の表面およ

び一定の距離から行われる平常モニタリングについて詳述しているべきである。RPP の範囲に依存

することになるものだが、モニタリングの特徴および頻度を規定すべきである。使用する機器は対

処する放射線の種類に適しており、かつ適切な性能基準を満たすように較正されているべきである。

荷送人は輸送物の線量率および汚染レベルが規制要求事項に従っていることを保証する第一義的な

責任を有している。しかし、荷送人、運搬人および荷受人はすべて、個々の状況に応じて、輸送物、

輸送手段、作業場所および個人モニタリングに関するなんらかの責任を持っている。 

作業場所モニタリング 

6.4. 作業場所環境の平常モニタリングは、作業条件が常に満足な状態であることおよび規制要求事

項を満足していることを実証するため、操業が継続している場合に行われるであろう。さらに、モ

ニタリング結果は線量査定にも使用される。測定は、輸送手段内で行われるだけではなく、貯蔵建

屋でも行うこともある。測定は外部放射線および表面汚染のモニタリングから構成される。作業場

所モニタリングの特徴および頻度は事前の放射線評価に従って決定すべきである。 

6.5. 使用する機器は対処する放射線の種類に適切なものとし、適切な性能基準を満たすように較正
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されているべきである。作業場所モニタリングは最適場所を選択して行うべきである。 

個人モニタリング 

6.6. 必要であれば、個人モニタリング計画を RPP の一部に含めるべきである。個人モニタリング

は、個人に対する外部線量(またはまれに内部線量)の値を定めることができる。モニタリングは、例

えば外部被曝については線量計、内部被ばくが問題となるまれな場合には個人エアサンプラなど、

個々の作業者が着用した機器に基づいている。 

6.7. 個人モニタリングは、線量の限度および最適化についての放射線防護原則に従っていることを

保証するのに役立つ。 

6.8. 使用する機器は対処する放射線の種類に適切なものとし、適切な性能基準を満たすように較正

されているべきである。 

被ばくの記録および報告 

6.9. 線量査定の記録により、モニタリングが適正にかつ要求されている頻度で実施されたことを検

証することができる。そして、記録は要請に応じて、通常の手続きにしたがい提出できるようにす

るべきである。年間線量も記録し、保管するべきである。また、記録には査定の方法に関する情報

も含むべきである。参考資料[８]、5.75-5.91項に、さらに詳細な情報が与えられている。 

外部線量査定の方法（6.10-6.20） 

6.10. 作業者が受ける線量は次のものによる。 

(a) 輸送物、オーバーパック、貨物コンテナあるいは輸送手段の線量率。 

(b) 被ばくの期間。 

(c) 輸送物、オーバーパック、貨物コンテナあるいは輸送手段からの距離。 

(d) 使用したすべての追加遮へい。 

6.11. 輸送物および輸送手段の外表面での放射線レベルは、最大値までになっていることもありう

る。様々な輸送物分類に対する線量率およびTIの限界を表２に示す。線量を査定するにはいくつか
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の方法を使用できる。使用する方法はRPPの範囲に従って決定しておくべきである。 

表２ 輸送物の最大線量率および輸送指数 

輸送物の形式 
または輸送物の分類 

最大表面線量率 
(mSv/h) 最大TI 

適用除外輸送物 0.005以下  
分類 I-白色 0.005以下 0 
分類 II-黄色 0.005を超え0.5以下 0を超え1以下 
分類 III-黄色 0.5を超え2以下 1を超え10以下 
分類 III-黄色＋専用使用 a 2を超え10以下 10を超える 

a 専用使用の下で輸送された場合、輸送物の放射線レベルは分類 III-黄色のレベルを超える可能性が
あるが、車両外部の放射線レベルに適用する限界はそのまま適用されるであろう(例えば、輸送規則
[1]、573項を参照)。 

文献中の線量査定データ 

6.12.  放射性物質を収容した輸送物の輸送と取り扱い中の被ばくについての作業者のモニタリン

グと線量査定の結果を掲載した出版物を利用することができる。例えば参考資料[12-14]。新燃料、

使用済燃料、および高レベル廃棄物などの核燃料サイクル物質に関する作業者と公衆の被ばくデー

タを、様々な輸送方式別に参考資料[15]に要約してある。医療用および産業用の大容積の輸送物の輸

送および取り扱いにより発生する職業上の被ばくに関するデータは参考資料[16]に与えられている。

また、線量査定と評価のデータも、安全解析報告書を作成するための計算書から利用できる。 

6.13. これらの情報源のすべては事前の線量査定および評価に役立てることができる。しかし、そ

の結果が特定のRPPの範囲内で適用可能であることを保証するには注意を払うべきである。取り扱

っている放射能が類似しているかどうかについて特別の注意を払うべきである。 

輸送指数(TI)に基づく被ばくの査定 

6.14. 下記事項を実施するためにいくつかの調査が行われている。 

(a) 会社が輸送した輸送物のTIの総数と取り扱いおよび輸送中に受けた線量との関係を確証する

こと。 

(b) 特定の操業において良好事例に基づいた単位TIあたりの線量を決定すること。 

(c) １年間に取扱使われるTIの総数のしきい値を定義すること。これ以下では、特定環境での作
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業者の線量は１mSV/aのレベル以下であった。 

6.15. TI と特定の輸送に関連する活動との間に再現可能な相関が実証できるような場合、それ以下

ではそれらの活動に対してはモニタリングを必要としないような状況、またはサイト固有のTIレベ

ルを設定するために、その相関を利用することができる。これらの活動の特徴に変化が生じ、作業

者に対する総線量が増加するような場合には、再評価を行うべきである。 

6.16. 輸送事業者が年々類似の運搬物を定期的に運搬している場合、以前の被ばくデータを調査す

ることにより、平常輸送で生ずる被ばくの線量を推定することが可能である。類似した条件下で行

われる同種類の輸送では、定期的な運搬による被ばくと同様の被ばくを受ける可能性が高い。この

ようなデータは、ほとんどの主要な輸送組織が利用できる。放射性医薬品およびその他の輸送物が

関わるいくつかの輸送についての研究により、特定の操業については職業上の線量とTIとの間の相

関が示されている。例えば、英国における研究[13]によると、産業用および医療用の放射性核種の道

路輸送では、年間 300TI(すなわち線量の合計の TI に対する比が 3µSv/TI）未満を扱う輸送作業者は

実効線量の合計値が1mSv/aをおそらく超えることはなとことを確認した。したがって、このような

運搬人については詳細なモニタリング、線量査定計画、あるいは個人記録の保管は必要ないだろう 

(輸送規則[１]、303 項参照)。米国における類似の研究[14]では、単位 TI あたり線量の合計値は、

0.6-2.3µSv/TI であることが確かめられている。附属 VIII は、これらの研究についてさらに詳細に記

述している。適用除外および分類 I-白色の輸送物の外部放射線レベルは非常に低いので、主な操業

は制約なしに取り扱っても安全であると一般に考えられている。したがって、専ら低レベル放射線

輸送物を扱う操業に対しては線量査定は明らかに要求されないであろう。(さらに詳細な情報につい

ては表３を参照)。そのようなデータは、適切に正当化して、線量査定の一部として利用することが

できよう。しかし、事業者は、その操業と放射線被ばくが最良事例に従っていることを実証するべ

きである。 

6.17. しかしながら、その他の分類の放射性物質(例えば核燃料サイクル物質)の運搬については、集

団線量対TIの比率について比較できる経験データは、広く配布された形で利用できるものは現在の

ところない。しかし、このような情報が利用できるようになり、その使用が正当化された場合には

それを使用してもよい。 

6.18. TI による方法を適用する際には、線量取り込みが想定以上となるような予期しない事象に対

応するために裕度を取るべきである。このような場合、表３で示す数の輸送物の輸送により従業員
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が過度の線量を受けないことを保証するため、被ばく量を算出するべきである。 

6.19. 様々な輸送物分類の線量率限界を考慮することにより、例えば、外部被ばくのみを考慮して、

作業者が１mSv/a の線量を被ばくする輸送物の数を計算することができる。表３は、作業者が外部

被ばくにより年間１mSv を被ばくするまでに取り扱うことのできる輸送物の数の推定値を分類別に

与えている。この数は、各分類の輸送物から予想される最高線量率に基づいている。本表は、作業

者が１mSv の被ばくを受けるまでにどれだけの数の輸送物を扱うことができるか示すために使用で

きるであろう。いずれの場合にも、作業手順が良好事例に従っていることを確認するためのレビュ

ーをするべきである。 

表３ １mSv/aの線量を与えるような輸送物の年間取り扱い数（輸送物分類別） 

個人の職業上の線量が１mSv/a を超えるこのとない輸送物の年間取り

扱い最大数 

輸送物の分類 仮定：各輸送物に対して作業者は

30 分間、1m 離れた場所に位置す

る。 

仮定：各輸送物に対して作業者は

25分間、1m離れた場所に位置し、

5分間接触する。 

分類 I-白色 4000 1600 

分類 II-黄色  200    40a 

分類 III-黄色   20    6b 

分類 III+専用使用    0    0 

a 接触時の平均線量率0.25mSv/h、TI=1で輸送物の数は40。 
b 接触時の平均線量率1.25mSv/h、TI=10で輸送物の数は6。 

計算機コードによる解析 

6.20. ある場合には、線量査定を行うために、RADTRAN 4[17]、INTERTRAN 2[18]、RISKIND[19]、

MICROSHIELD[20]などの計算機コードを使用することが必要か、または実際的であろう。 

内部線量査定方法（6.21） 

6.21. 起こりうる内部線量の査定では、必要に応じて、気中の放射性物質および表面汚染のデータ

を考慮すべきである。さらに、作業者の内部被ばくは、全身モニタリングまたは生物学的分析のよ
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うに体内の放射性物質の量に基づき測定することができる。しかしながら、可能性のある内部線量

を査定する手法およびモデルは、外部被ばくに関するものより一般に複雑である。さらに詳しくは

参考資料[９]を参照のこと。 

線量限度、線量制限および最適化（6.22-6.28） 

6.22. 輸送規則の基礎であるBSS（基本安全基準）[６]の中で定めている放射線防護の要求事項とし

て、連続５年間の平均値で、一般人に対して１mSv/a、作業者に対して20mSv/aの実効線量の限界値

が設定されている。これは、個人が放射線被ばくによる受け入れがたいリスクを負うことがないこ

とを保証するものである。さらに、BSS は眼球の水晶体、末端(手足)、および皮膚に対する等価線

量での線量限度を規定している。 

6.23. 線量拘束値は最適化手順の重要な特徴である。操業ごとに個人線量の値を決めることは、運

搬の起点から最終仕向地への放射性物質の移動のために主に利用できる取り扱いと輸送のオプショ

ンおよび準備の幅を制限することになる。線量拘束値は線量限度のある割合を示すために定められ

ることもある。十分に管理された輸送で受けると思われる輸送関連の線量に基づいて、受入れ可能

な適切な個人線量レベルの値を選択することが提案されてきた。線量拘束値は個人に対する計画線

量またはリスクに関係している。線量拘束値は、良好事例を使用すれば達成可能であるものを反映

することを意図している。この線量拘束値は当局が設定してもよいし、承認してもよい。値を設定

する際には、他の線源による被ばくからの累積線量を考慮に入れるべきである。線量拘束値は指定

する操業に対して設定することができる。しかし、操業による線量がすでに僅かな場合には線量拘

束値を設定する必要はない。 

6.24. 規制当局が規定する操業限界および毎日の被ばく管理の一環として特定の操業に対して管理

者が適用する制限と、上記で定義した意味の線量拘束値を混同すべきではない。しかしながら、操

業の限界は、通常の輸送作業条件での作業者の放射線被ばくを管理することでは効率的であること

が判明するかもしれない。 

6.25. 放射線被ばくに対して高レベルの防護をするために、輸送規則[１]はBSS[６]の規定に基づい

ている。これらは、被ばくを生じさせる慣行の中で、経済的、社会的要因を考慮に入れて合理的に

達成可能な限り低く線量を維持するように放射線防護を最適化すべきであるという安全原則を採用

している。 
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6.26. 放射性物質を収容した輸送物の使用、取り扱い、運送および引き渡しにおける放射線防護に対

する主要な準備は、本来多様なものであるが、例えば、次の要素を含んでいる。 

(a) いかなる問題領域も摘出するという観点をもって行う個人線量および集団線量のプロフィー

ルの審査および予測された線量プロフィールとの比較。 

(b) 適切な隔離距離の適用。 

(c) 適切な遮へい配置。 

(d) 高いTIの輸送物に対する、特別の収納、積載、荷降ろし、および固縛の手引き。 

(e) 操業上の線量限度の利用の可能性および適用。 

(f) バックグランド放射線レベルが高い区域への立ち入り制限。 

(g) 作業者の線量を最小限にするような操業計画(例えば、発生した職業上の線量に依存した業務

の交代規定)の適用。 

(h) 輸送物の移動と吊り上げのための補助機器の通常使用。 

(i) 道路状態および気象状態に依存する運転および経路の制限(被ばくの可能性を最小化するた

め)。 

6.27. 参考資料[21]には、放射線防護の最適化について、さらなる手引が述べられている。 

輸送組織あるいは輸送計画によって職業上の被ばくを低く抑えるためには、最適化の原理をただひ

たすらに実行することが必要である。 

6.28. 輸送と放射線計測と線量査定とを結びつける関連情報は、構造化された文書から収集するこ

とが出来る。それを分析することが最適化の目的に役立つ。通常条件および平常条件のレビューに

加えて、事故状態と事故の再発防止措置のレビューが必要である。フィードバックの分析には、線

量、摂取あるいは表面汚染の調査レベルが関わるであろう。そのレベルを上回る場合、規定レベル

を超えた被ばくの原因および取るべき是正処置を検討するために防護対策のレビューを開始すべき

である。 
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7.表面汚染 

汚染に関する要求事項の遵守（7.1-7.4） 

7.1. 輸送物、その輸送手段およびその他付属設備については汚染を入念に管理することが輸送規則

の要求事項である。多くの放射性輸送物はその外表面の汚染が全くない。しかし、一部は、発送に

先立って厳密な「安全」限界を達成することを保証するために追加除染を要求するものもある。汚

染管理のための方針には予防、除染および「設計による最小化」などがある。 

7.2. 例えば、プール内に浸かる使用済核燃料輸送キャスクは、密封された放射性線源を収納する輸

送物よりも表面の放射能汚染が存在しやすいことが知られている。したがって、大多数のその他放

射性物質輸送物の取り扱いおよび運搬中に必要とされるよりも、使用済核燃料キャスクの方が表面

汚染に関してより徹底的なモニタリングを必要とする。 

7.3. 医療用および一般産業用のために輸送された輸送物については、表面汚染が無いという優秀な

実績がある。したがってこの種の輸送物の表面汚染については、運搬人による日常的モニタリング

は必要ではないのが普通である。 

7.4. 放射能汚染の拡散を防ぐために、また平常の輸送条件の下では表面汚染が合理的に達成可能な

限り低く、かつ汚染限度未満であることを保証するために、ある場合には輸送物、オーバーパック、

貨物コンテナ、機器、設備、輸送手段および従事者の表面汚染を毎日または定期的にモニタリング

するべきである。表面汚染のモニタリング計画は、閉じ込めの欠陥または良好な操作手順からの逸

脱を検知することの、および考えられる内部被ばくのモニタリング計画に関する情報を提供するこ

との助けとなり得る。モニタリングの頻度は、輸送中の表面汚染の可能性と釣り合いが取れている

べきである。 

汚染の管理（7.5-7.6） 

7.5. 作業区域内、および輸送組織内にある輸送物、輸送手段および設備の表面汚染を管理する（定

着したおよび非定着の）ために適用すべき基準をRPPの中で明確にしておくべきである。また、汚

染監視プログラムの種類と範囲の概要を準備しておくべきである。表面汚染の日常モニタリングの

慣習的な方法は、ある区域内または輸送物の表面の代表的な部分を経験によって決めた頻度で監視

するものである（参考資料[８]、539～548項に詳しい手引がある）。しかしながら、ISO 2919規格（ま
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たは類似のもの）を満たす特殊形の、または溶接された密封線源としての放射性物質を輸送する場

合は、輸送手段および設備の表面汚染を平常的に監視する必要はない。 

7.6. 監視手法の詳細は、当該放射性物質の種類（核分裂生成物かアイソトープかなど）に強く依存

する。したがってモニタリング機器は適切に選択すべきである。 

8.隔離およびその他の防護措置 

隔離（8.1-8.4） 

8.1. 放射性物質の輸送物からの外部線量率は高い値となることがありうる。しかし、作業者および

一般人の被ばくは、このような輸送物を人から十分に隔離すること、またはその他の防護措置を使

用することによって制限することができる。 

8.2. 長年にわたり、いろいろな輸送規則は隔離要求事項を含めてきた。作業者の職業上の被ばくに

対して年５mSv、および一般人の決定グループに対して年１mSv という線量限度が、通常居住する

区域に対する隔離距離またはの線量率を計算するために使用すべき規定値である。距離と線量率は、

しはばしば便利なように隔離表で表わされている。輸送規則[１]の563項に与えられている年１mSv

および年５mSv の実効線量値は、隔離距離または計算目的だけのためであり、適切な隔離距離を得

るためには保守的なモデルパラメータと一緒に使用すべきである。与えられた値を使用すると、放

射性物質の輸送から生じる実際の線量が適切な平均年線量限度を下回る合理的な保証が得られる。

これらの値は単純で堅牢なモデル化と一緒に、様々な方式の輸送に対する隔離表を導出するために

長年にわたって使用されてきた。空輸中および海上輸送中に生じる被ばくに関する調査に基づくと、

隔離表を継続して使用することは受け入れられるものである。この調査は、前記隔離距離を使用し

た結果公衆の線量が該当する年線量限度を十分に下回っていること、また取り扱いに直接関与しな

い作業者の線量が年１mSv 未満であることを示している[14]。隔離距離を使用するだけでは、輸送

規則[１]の301項で要求される最適化評価を行うという要求事項を排除することにはならない。 

8.3. 輸送規則は、隔離距離（すなわち放射性物質輸送物と輸送手段の通常占有区域の間の最短距離）、

および通常占有区域の線量率を決定する上で満たすべき放射線防護に対する要求事項を定めている。

実際的な目的には、この情報を隔離表の形式で提供することが有用かもしれない。 

8.4. 輸送規則[1]の563項と参考資料[２]の付録 IIIが隔離距離を取上げている。附属書 IXに示すよ
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に、国際海事機関（IMO）は隔離要求事項を満たす２つの方法を制定しており、これは国際海上危

険物（IMDG）コード[22]から取り込んだものである。 

被ばく時間の制限（8.5） 

8.5. 作業者が輸送物の近くにいる時間を短縮し、もってその者の放射線量を低減するために、取入

れ可能な手順書の変更を探すための、作業手順の定期的な評価を行うべきである。このような措置

の例としては、輸送物の近くではなく、低バックグラウンド区域で出荷書類を作成すること、自動

的手段によってTIの測定と輸送物表面線量率の測定を遂行すること、輸送手段へ（または輸送手段

から）輸送物を運ぶのに個々の輸送物を身体に担いで運ぶのではなく運搬車かカートのような機械

的な手段を用いること、最短時間で輸送手段に荷積みまたは荷下しができるように作業工程を計画

すること、などがある。 

遮へいの使用および遮へい技術（8.6-8.7） 

8.6. 場合によっては、運転手と積荷室の間に遮へい材を取付けることによって輸送手段の運転手の

線量を低減すること、または作業区域と輸送物保管区域もしくは荷積み・荷下し区域の間に遮へい

材を取付けることによって固定施設内の荷送人もしくは荷受人の従業員の線量を低減することは合

理的なこともあるい。 

8.7. 可能であれば、保管区域内と輸送手段内の両方において、高線量率を生じている輸送物を従業

員から最も遠くなるように輸送物の積み方を整理するべきである。この方法は、距離を伸ばすこと

によって従業員の線量率を低減するだけではなく、さらに、低線量率を生じてい輸送物が、高線量

率を生じている輸送物から出る放射線から従業員をある程度保護する働きをする。 

管理区域と監視区域（8.8-8.12） 

8.8. BSS[６]および職業上の放射線防護に関する安全指針[８]の記述によれば、管理区域とは、その

中で平常被ばくを管理するため、もしくは平常作業条件下での汚染の拡大を防止するため、および

潜在被ばくを予防もしくは制限するために特定の防護措置または安全規定が必要とされるか、また

は必要とされる可能性のある区域である。BSS および参考資料[８]にも使用すべき必要な物理的管

理および設備を記述している。 

8.9. 管理区域に関するこの概念は固定施設に適用されるが、放射性物質の輸送には他の管理システ
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ムが適切かもしれない。例えば、走行する輸送手段は BSS[６]に定義される管理区域ではないが、

輸送手段内の区域をそのように指定してもよい。輸送中の保管については、管理区域または監視区

域が一般的である。しかしながら、道路輸送中の計画停止、計画外停止および夜間停止には、何ら

かの防護措置が必要かもしれない。 

8.10. 輸送の安全性は作業者と一般人に関係する。輸送規則は、照射線量率に関して輸送手段に対

する制限（例えば２m 離れた任意の箇所で 0.1mSv/h）を設定している。放射性物質安全輸送規則の

これまでのある版（例えば1985年の IAEA安全シリーズNo. 6（1990年改正））では、運転手の節で

の照射線量率は 20µSv/h に制限されていた。いくつかの国では、運転手に対する最大線量率限度が

まだ規定されている。 

8.11. 輸送の安全性は、輸送物の設計、製作、準備、さらには輸送規則[１]の106項に述べてあるそ

の他の操業および状態を対象としている。輸送物はそれ自体が一次閉じ込めを形成している。また、

輸送物の外側区域は輸送物と輸送手段の両方に関する多くの管理を受けている。 

運ぶことは認められていない。ただし当該輸送物またはオーバーパックを携行することが特に許可

された添乗員専用に用意された車室を除く(輸送規則[１]の564項を参照)。 

9.緊急時対応 

一般（9.1-9.3） 

9.1. 輸送規則の要求事項は、異常事象または事故前、事故中および事故後の高度な放射線防護を準

備させるものである。放射性物質の輸送には優れた安全実績がある。しかしながら、放射性物質の

安全輸送を保証するために講じるあらゆる対策にもかかわらず、小さいけれども有限の確率で放射

性物質にかかわる事故が公衆領域で起るかもしれない。 

9.2. 事業者は、一般に緊急時計画を作成する責任を負う。しかしながら、より広範な準備を必要と

するその他の事象があるであろう。例えば、輸送物が紛失する、誤配達される、受け取り手がいな

い、または思いがけなく発見されるなどの可能性がある。放射性物質輸送中の異常な事象に対する

緊急時対応の方法とその準備は、規定された制度上の取決めと利用できる資源に応じて、国によっ

て異なってもよい。 

8.12. 分類 II－黄色または分類 III－黄色の輸送物またはオーバーパックを乗客のいる車室に入れて
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9.3. 緊急時対応の目的は、迅速かつ十分な対応をすることにより、輸送上の異常な事象に付随する

リスクを最小化することである。十分な対応とは、人、財産および環境への潜在的または実際の損

害が可能な程度まで緩和されるものとして定義してよい。このような対応には次のものが含まれる。

すなわち、放射線防護専門家が推奨した場合の人の緊急時線量測定、負傷または汚染した人に対す

る十分な医療的・放射線的手当て、放射性物質の適切な処分と事故の結果散乱した放射性物質の浄

化、および事故現場を可能な限りその平常の状態と機能に戻すための修復、である。場合によって

は、いくつかの活動は長期の時間を要するかもしれない。そのような場合の初期対応は、少なくと

も負傷した人の十分な手当て、および財産の損害または環境被害の緩和を確実にするべきである。 

緊急時計画（9.4） 

9.4. 計画立案および事前の準備は、一般的には緊急時対応が必要時に適時かつ適切であることを保

証するために必要である。緊急時対応計画は、輸送上の緊急時の場合に講じることになる即時行動

を扱うべきである。荷送人は、従うべき手順書、または適切な装備への接近について、様々な運搬

人を支援してもよい。運搬人または対応する当局者（主要道路または鉄道の事故の場合は交通警察

や消防士など）が、放射性物質が関与しているかどうか、またその他の危険物が存在しているかど

うかを認識できること、および事故を直ちに荷送人および関係当局に確実に通知するための仕組み

または手順書を制定するべきである。運搬人の従業員への緊急時指示は単純で、明白で、かつ限定

したものにしておくべきである。 

緊急事態のための準備（9.5-9.9） 

9.5. 関係当局、運搬人および荷送人は、放射性物質輸送中の緊急時に速やかに反応する準備ができ

ているべきである。計画には当該事象に潜在する影響も考慮しておくべきであり、またこの計画に

はすべての実行が指定されている要求事項、およびその他規制・報告要求事項に従うための規定を

含めるべきである。 

9.6. 計画にはさらに、放射線防護手順に精通し、かつ専門的な訓練を受けた人と直ちに連絡を取り、

関与している放射性物質の状態を査定し、そしてそれをどう取扱うべきか（例えば、損害を受けて

いない輸送物を継続して輸送することを認可すること、こぼれたものを管理・浄化すること、こぼ

れた物質を適切に処分すること、およびこれらの活動中に関係するすべての者の線量が確実に最小

になるようにすること）を決定するための仕組みを含めるべきである。 
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9.7. 救急隊員の生命を危険にさらすことがない限り、こぼれた放射性物質が存在するか否かにかか

わらず、重傷を負った（あるいは負っているかもしれない）者には直ちに治療を施すべきである。 

9.8. 将来、同様の異常な事象が発生する可能性を最小限にし、かつそのような異常な事象への対応

を改善するために講じることができる措置を決めるために、計画は、異常な事象とそれへの対応の

両方についての事象後分析を規定するべきである。 

9.9. 緊急時対応の計画立案と準備に対する要求事項を満たすための詳しい手引が参考資料[３]にあ

る。すべての者を「安全性の重視」にかかわらせ、また優れた放射線防護の履行に尽力させること

を第一の目的とすべきである。 

10.教育訓練 

教育訓練の必要性（10.1-10.4） 

10.1. 放射線防護に関係する事項についての職員の認識は、効果的な教育訓練によって保持できる。

放射性物質の輸送がある作業環境の安全と放射線防護を改善するためには、すべての者に「安全意

識」を持たせ、また良好な放射線防護の履行に専心することを第一の目的とすべきである。したが

って、教育訓練と情報の提供は、放射線防護システム（その主要な目標は合理的に達成可能な限り

線量を低く保つことにある）の重要な部分である。 

10.2. 訓練は次の基本的な３段階で施すべきである。 

(a) 一般認識教育訓練 

(b) 機能に特定した教育訓練 

(c) 緊急時対応訓練を含む安全教育訓練 

10.3. 教育訓練は具体的な業務と職務に係るもの、および事故が発生した場合に平常の業務機能を

遂行している間に着手する具体的な防護措置、、または具体的な設備品目の使用に関して係るべきで

ある。それには、放射線リスクの特徴についての情報、および電離放射線の特徴、その影響および

その測定についての知識を必要に応じて含めるべきである。教育訓練は雇用の全体にわたって継続

する責務と見なすべきであり、また初期訓練と適切な間隔での再訓練コースを含むべきである。教

育訓練の効果を定期的に評価するべきである。当該訓練の記録を保管すべきである。 
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10.4. 放射性物質の輸送に関与する作業者の中には、放射性物質の輸送以外の事由で（例えば原子

力発電所作業者またはアイソトープ研究所職員として）放射線防護に関する教育訓練と認定を受け

ている者がいることもある。このような場合、その訓練の一部は、放射性物質の輸送に関与する作

業者に対するRPPの教育訓練の要求事項の一部分を満たすものと考えてよい。 

具体的な教育訓練と段階的手法（10.5-10.6） 

10.5. 運搬人は、該当する輸送手段の組織の要求事項に従って具体的な教育訓練を受けることが通

常要求されている。 

10.6. 具体的な作業状況は雇用主によって、あるいは同じ荷送人や運搬人の事業体の中でさえ大き

く異なる。したがって放射性物質の輸送のための従事者の教育訓練は、その者の具体的または見込

まれる業務機能と作業環境を志向したものとすべきである。すなわち、訓練の量、種類および複雑

さが放射性物質輸送中の危険の特徴とその程度、および職務の種類とその複雑さと釣合った段階的

手法を採用するべきである。 

11.放射性物質の安全輸送のための管理システム 

一般（11.1） 

11.1. あらゆる運用するRPPは、防護の最適かされた基準を達成しかつ維持していくために、定期

的な間隔でレビューと詳細な査定を受けるべきである。したがってRPPは、放射性物質の輸送容器

と輸送のために作成することが要求されている管理システムの範囲内で検討すべきである（輸送規

則[１]の 306 項）。管理システムの達成すべき目標は、規程類に規定されている安全基準を実際に達

成していることの証拠を提示することである。管理システムとは、方針と目標を定める、および効

率的で効果的な方法でその目標を達成できるようにする相互に関連する、あるいは相互に影響し合

う一連の要素である。このシステムは輸送のすべての段階における管理と検査の要素から構成され

る。 

管理システム（11.2-11.4） 

11.2. すべての計画された活動と日常活動のための関連する基準と一致していて、かつ当局が容認

できる管理システムを作成するべきである。システムは完全に文書化するべきである。管理システ

ムの主要な目標は、安全要求事項をすべて満たすことができるという信頼を与えるために必要な計
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画的かつ系統的な活動を記述することにある。システムの詳しさ詳細さの程度とレベルは、一般に

輸送の様相と形式に依存するであろう。 

11.3. このような管理システムに必須の要素は、参考資料[４]、[23]を含む多くの出版物に明示され

11.4. 放射性物質の安全輸送のための適切な管理システムは、放射性物質の輸送のためのRPPが通

常取扱うものよりも広範囲の輸送を包含するべきである。 
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